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安政3年（1856)

江戸の大風災の惨状
日本最大の台風災害か？

安政 2年から 3年にかけて天変地異が相次いだ。

安政 2年 10月 2日（現行暦1855年 ll月｜｜日）、「江

戸地震」が発生した。下町で特に被害が大きく、

地震後30か所から出火、焼失面積は2.2knfに及ん

だ。江戸町方の被害は、潰れ・焼失 l万 4千余、

死 4千余、瓦版が多数発行された。マグニチュー

ド6.9。震源は東京湾の直下地震。

翌安政 3年 8月25日（同 1856年 9月23日）、江

戸では夕方から雨が降りしきり、成の支lj （午後 8

時）ごろから南風強まり、雷鳴とどろき、亥の刻

（午後10時）ごろには近年まれな大暴風雨となっ

た。夜明けの午前 4時ごろにようやく風雨が衰え、

人の歩行もできるようになった。

各地の被害から推定すると、猛烈な台風が伊豆

半島付近に上陸し、江戸のすぐ西を通り、関東北

部を経て東北地方に進んだものと恩われる。暴風

と高潮の被害が大きれいまの東京にとっても最

悪の台風コースである。

江戸城中をはじめ、諸大名、武家屋敷、大小の

家まで壊れぬものはないほどで、屋根瓦を吹き落

とし、戸障子に至るまで吹き飛んだ。築地本願寺

は前年の江戸地震では瓦が少し落ちたほどであっ

たがこの暴風で全壊した。浅草三社の前の鐘楼は

屋上を吹き飛ばし跡形もなくなった。湯島天神の

銅鳥居と神楽堂が倒れ、芝の青松寺、本所の霊山

寺の本堂なども倒壊し、御廓内の松の大木も折れ

た。被害は市中全般にわたり、江戸地震の被害よ

りもはるかに大きかった。

江戸をはじめ神奈川、千葉でも暴風の被害が大

きかったが、同時に東京湾を高潮が襲った。台風

による潮位の高まり（気象潮）は、 2.5～3.2mに

達したという（ 1959年の伊勢湾台風時は3.4m）。

深川、洲崎、本所や芝高輪から品川海岸辺りは

高潮で海のようになり、人家の被害がおびただし

く、木場の木材は流失した。

イ田島では西一丁目はことごとく破損し、永代橋

の中程から東へ 7、 8聞は風浪に押し流された五、

六百石の大船で壊され、ついに往来止めになって

しまった。大川端から大橋への往来へも、大茶船

が 12、3隻打ち上げられ、浜町辺りは高潮が床上

2尺4、5寸（約0.8m）に達した。

浸水の水位は、船橋町役場で床上0.9m、芝増

上寺で Im、築地で0.9m、深川本所で lmに達

した。至る所で、倒壊した家の柱や梁（はり）な

と・が流れてきて、水中を逃げようとしても歩きに

くくけが人も多数でた。高輪海岸には薩州家の軍

艦が吹き付けた。

近郊では、大森、鈴ヶ森、川崎から六郷の渡し

まで高潮の被害が多かった。砂、村、行徳、猫実

（；甫安） i互りでも高i朝によつて家が流されTこり、

；~~死したり、また逆；良に誘われて海上て

りする人も多カ、つ fこ。

一方、芝片門前の壊れた家から出火した火災は

雨中に延焼し、神明前町辺りまで焼けた。 さらに

四谷、代々木辺りにも火事があり、大風雨中の火

災だったので、人々は逃げ惑い、けが人や死者が

おびただしかった。

この大風災の死者は 10万余人とあるが（近世史

略）、もし正しければ日本台風災害の死者として

最大のものであろう 。

この絵図は、「安政風間集」（安政 3年 12月の出

版、金屯道人編）の挿絵の一部である。 この災害

を機会に、武江年表、震災動揺集などの本格的な

災害史が作られるようになった。

宮j畢清治／元NHK気象キャスター
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防災センター

かれこれ30年の実績を持つ「防災センター」という用語も、今日で

はきわめて広範囲に普及し多目的に使われている。例えば、 Sビルの

防災センタ一、あるいは、 T市立防災センターなどのように、また、

超高層ビルの東京都庁舎においては、第一、第二本庁舎および議会棟

の、それぞれ 1階に防災セ ンタ ーが設置され、第一本庁舎の 8・9階

には、運用目的の異なる「東京都防災センター」が設置されている。

これらの防災センターは、①大震災等に備えて、市民が地震体験や

防災訓練などを実習する施設、②国や自治体における大災害発生時の

対策本部を設置する拠点施設、および、③大規模、高層ビルの消防用

設備等を集中的に管理し、災害発生時には自衛消防隊および公設消防

隊の指揮拠点として活用する施設、とに大別される。これらのうち消

防関係法令により設置が義務付けられているのは、③の防災センター

である。

この防災セ ンタ ーの経緯は、昭和38年、建築基準法の改正により超

高層建築物の幕開けを迎え、第 1号の建築計画が公表されたことに伴

い、昭和40年、消防機関から「防災センタ ーの設置に係わる指導指

針」が示され、昭和50年、東京都の火災予防条例に、「消防用設備は

防災セ ンターで集中管理しなければならない旨」が初めて規定された。

その後、届出や業務従事者の講習などが逐次補足され今日に至ってい

る。

近年、土地の高度利用に加え、利便性や快適性の追求から、従来の

形態とは異なった大規模複合用途ビルの建設に伴い、消防用設備の種

類、規模、制御対象数も増大してきている。さらに、電子技術の高度

化とともに、防災センターの設備機能も高度化・システム化が進み、

その操作、判断には、ヒューマンスケールを超える複雑さがある。

このため日常の防火管理や災害発生時の中枢を担う防災センター従

事者の役割は、その重要性がますます高まっている。

一方、その利便性や快適性を享受する在館者（利用者）は、防災セン

ターに限らず設備についての関心は甚だ低い。無関心が故に防災情報

を活用できず、パニックにより被害を拡大させたり、大惨事に遭遇す

るととのないよう、訓練などを通して広く啓蒙する必要がある。

いずれにせよ、ハード ・ソフトを有効に機能させるには、業務従事

者が、専門技術者として総合操作盤などの操作に精通し、災害発生時

に備えることはもちろんのこと、特に、オーナーが自ら防災センター

の機能や実態を把握してビル全体の安全対策を構ずることが最も効果

的である。
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防災言

すぎもとゅうよう

杉本有養
東京消防庁予防部長
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国際会議の思い出

的茅
はい
陽

度謄義塾大学教授

昨年の10月に千葉の幕張で世界エネルギー

会議が一週間にわたって聞かれた。私はプロ

グラム委員長を務めたのだが、 5年前から準

備を始め、会議中はその前後を含めると 2週

間近く現地のホテルに泊まり込んだ。なにせ

外国人参加者が 2千数百人、日本人を加える

と5千人を超えるという大会議だったのだか

ら、こんな準備は当然なのかもしれないが、

終生忘れ得ない経験だった。

しかし、こんな大規模なものは例外的だが、

いわゆる国際会議となると、これまで大小取

り混ぜて百回近くは出席しているだろう。そ

してこれらの会議でのいろいろな経験や人と

の出会いは、私の人生に大きな影響を与えて

きたように思う。そんな例を2、3紹介させ

ていただこう。

人との出会いという意味で忘れられない会

議の一つは、1973年 9月のストックホルムで

聞かれた国連の「エネルギ一／資源／環境」
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シンポジウムである。これは招待2ベースで、

日本からは私と宇沢弘文東京大学名誉教授が

招かれた。私は経済学者ではないのだが宇沢

氏の業績はよく知っていたし、なにしろ大変

カリスマ的な人物と聞いていたので、この機

会に親しく話ができるようになったのは有り

難かった。予想外、と言ったら失礼かもしれ

ないが純真な方で、 一緒にカジノに行ったら、

私はこういう所は初めてで、と恥ずかしそう

な表情をされたのを思い出す。

このシンポジウムは40人ぐらいがラウンド

テープル形式で集まり論議をしたのだが、着

席はアルフ ァベッ ト順で私の隣が産業連関分

析で有名なレオンチェフ教授だった。会議中

何かを書いているので何気なくのぞいたらな

んと漫画で、私を見て「にやっ」としたのは

忘れない。会議中大変上機嫌だったが、しば

らく後でノーベル経済学賞を受賞したことを

聞いて、あっ、多分そのことの連絡をすでに

受けていたんだろうな、と思ったものだ。

この会議で私が討論を頼まれた論文の発表

者は大変若いアメリカ人で、まだ20代だった。

だが論文の内容は思い切ったもので、省エネ

ルギーによって先進国のエネルギー需要が何

分のーにも切り下げられる、というものだっ

た。私には新鮮だがあまりに現実離れしたよ

うに思えて、批判的なコメントをした覚えが

あるが、この男が後に「ソフト ・エネルギ

ー ・パス」を著して世界的に有名になったエ

モリ一 ・ロ ビンスだった。彼は反体制派のエ

ネルギー学者として広く知られているが、こ



んな最初の経緯があるせいか今でも私を信用

してくれて、何かと人を紹介したり文献を送

ったりしてくれる。

一方、会議の影響力で記憶に残るのが1988

年 6月、カナダのトロン卜で聞かれた「変化

する大気」という名のコンフェレンスである。

この会議は 500人に上る参加者があり、故人

になるが元外務大臣の大来佐武郎氏が招かれ

ていたのだが、急に都合がつかなくなって、

私に代理で出てほしいとの要請があった。た

またま、その直前ヨーロッパでの会議に出席

予定だったので、その帰途に立ち寄ることに

したのだが、行ってみるときわめて政治色の

強い会議だった。地球環境問題の重大性を強

調したトロ ントサ ミットのちょうど一週間後

で、主催のカナダ環境庁としては地球環境改

善へのカナダの意欲を示したかったのかもし

れない。当時のマルルーニ首相がまず演説し

て、つい十日ほど前に行われた米国議会にお

ける気象学者ハンセン氏の証言を引き合いに

出し、地球温暖化はもはや放置できる問題で

はなく、対応策を打つべき時にきている、と

述べたことが印象に残っている。

このとき、対策として二酸化炭素排出を

2005年までに20%削減すべきだ、という案が

会議の議長から提出された。随分と大胆な提

案を出すものだ、と驚いたのだが、会議では

賛否両論が渦巻き合意はとれず、結局議長の

裁断で「議長報告」としてこの案を発表した

のだった。そのとき私は今後の世界に大きな

影響を与えると思い、日本の政府の関係者が

’96予防時報186

ずいひつ

なぜ一人も姿を現さないのか、と心配したも

のだ。

この会議の二酸化炭素20%排出削減案は、

瞬く問に世界中に喧伝され、以後温暖化問題

は世界の重要政策課題のーっとして取り上げ

られるようになった。周知のように、その後

さまざまな過程を経て気候変動枠組条約が調

印され、とりあえず二酸化炭素排出の 2千年

安定化目標が設定された。現在、条約加盟国

会議では 2千年以後の温室効果ガス排出抑制

目標が議論されているが、その議論の基盤に

このトロン卜会議の提案があることは何人も

否定できないだろう。事実、太平洋・インド

洋の島嶋諸国で作る AOSISの提案は、 トロ

ント会議提案とそっくり同じものである。

国際会議での思い出は尽きないのだが、飲

食の思い出もまた多い。もう20年近くも前に

なるが、ローマでイタリア学士院の会議に招

かれたら、正午から 4時半までがシエスタの

休時間だった。しかしそんな習慣のない私は、

スイスやベルギーの知り合いとゆっくり食事

することにした。たしかに食事はおいしかっ

たが、さすがに 4時間過ごすとなると飲むし

かない。結局 4人でワインを 4本空ける始末

となり、午後の会議はただ眠いだけで惨たん

たることになってしまった。習慣の差には気

をつけなければ、とつくづく思った。

今年も内外で幾つかの国際会議を控えてい

る。何が起こるだろうか、仕事は楽ではない

が未知への期待もある。楽しく頑張ろう、と

心を弾ませている。

7 
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震災はあの日から始まった
．・・活かされない被災体験・．．

いわいたまえ

岩井珠恵

株式会社クリエイティプフォーラム代表取締役／ヴィジュ
アルデザイナー

あのすさまじかった阪神 ・淡路大震災から

2回目のゴールデンウィークを、私は神戸の

自宅跡地に仮設した物置の整理に費やした。

震災当時に、ガレキの中から拾い出した家財

を物置にほうり込んだまま、 一年がたってし

まった。建物がなくなり、広範囲に見通しが

きくようになったご近所では、私たちと同様

に物置を整理している人を見掛ける。当時は、

時間も体力もギリギリの中で、ガレキの中か

ら拾えたものを片っ端から詰め込んでいくし

か手段がなかった。泥にまみれた本と食器と

靴とCDが一つの箱から出てくるといった具

合で、あらためて当時の混乱ぶりを見る思い

がした。震災直後には、地震はその瞬間であ

り、さまざまな恐怖感も含めて街や暮らしは

日にち薬のように復興すると思っていた。し

かし日がたつにつれ、「震災はあの日から始

まった」と思えてきている。

今回の被災体験で感じたことに、救助する

側と救助される側に、きわめて大きなイメー

8 

ジギャップがあるということがある。そのこ

とが、災害におけるいちばんの悲劇ではない

かと思う。その日私は、倒壊した自宅に挟ま

れていた。私を挟んでいたものが倒壊した自

宅であったことを知ったのは、数時間後に救

出されてからである。「地震だ」と思った瞬

間に、頭に何かが当たったのか意識をなくし、

気が付いたときには、挟まれて身動きのでき

ない状態になっていた。少しの揺れしか記憶

にない私には、自宅の倒壊などはとても想像

できないことであり、自分が上を向いている

のか下を向いているのかもわからない。

埋もれているので、いつになっても周囲は

真っ暗。ガレキの下は雑音がないので、人の

声がとてもよく聞こえる。 外にいる人々の話

し声で、救助がなかなか進まないことが、手

に取るようにわかるのがつらい。助ける側の

声は聞こえても助けを求める側の声は届かな

い。一方、救助の人々は、外から見ているの

で、 地震の規模も家屋の倒壊の様子もよくわ

かる。そうした状況把握というか、被災イメ

ージの違いが、被災現場に存在した。救助す

る人と救助される人の災害についてのイメー

ジギャップを埋めることが、災害救助やその

後の被害の拡大を予防する第一歩のように思

える。

震災から 1年半近くになる今日、復興の様

子を見ていると、被災体験が活かされていな

いことが目立つ。震災直後の混乱を見ている

と、今までの街づくりが大災害にきわめて脆

弱だったことは明らかである。それにもかか



わらず、復興は、震災以前と同じ考え方の延

長であることが、気にかかる。

例えば震災後の、 一月以上にわたる被災地

全域での水汲み騒動は、その多くがトイレ用

水などの雑排水の不足によるものであった。

今回の震災では、下水道という考え、特にト

イレの洗浄を水に頼り、処理場まで水で運ぶ

という下水システムが、上水道を絶たれたと

きにいかにもろいものであるかが示された。

にもかかわらず、復興においても、下水シス

テムの考え方は以前とま ったく同じで、大量

の水を消費しながら、丘陵地から海沿いの処

理場まで自然流下で汚水を運ぶ。 古代ローマ

時代から、あまり変わっていないのではない

かなどと考えてしまう。今回の被災体験を活

かすならば、汚水は運ばずに、発生地点で処

理をするという考え方が、出てきてもよいの

ではないかと思うのだが。

排水の次は給水。

今回の被災地［表六甲］には、山からの湧き

水を源とする多くの小河川がある。しかしそ

のほとんどは道路拡幅のため、今日ではコ ン

クリートで固めた暗渠になってしまっている。

その暗渠の所々に水を汲める施設が設置して

あれば、震災当時、すばらしく役に立ったで

あろうと思われてならない。豊富な地下水を

利用できる街角井戸や街角水飲み場と組み合

わせれば、平常時は街の潤いに、非常時は給

水拠点として役立つと思われるのだが、現在

のところそうした計画は聞こえてこない。先

進事例としての悶水貯留システム等も聞くよ
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うになったが、公共施設などが主で、民間住

宅への応用技術などが出てこない。災害だけ

でなく、 21世紀に淡水と上水が不足してくる

ことが明らかである今日、給水もまたネット

ワークシステムという以前からの考え方で行

われているのは、強靭な街を作る機会を活か

しておらず残念に思える。被災者の水騒動の

日々を集約すれば、新しい方法が見えてくる

のではないかと思える。

復興の街づくりとともに、あまりに旧態前

の技術しかないことに驚いたのは、ガレキの

処理である。柱も畳もコンクリートも、あら

ゆるガレキを一緒にしてトラックに乗せ、山

の裏か海岸の埋め立て地に捨てに行くだけで

ある。そして、積まれたガレキの処理には海

外の技術を導入したとのこと。日本には地震

の他にも台風や火山の噴火、洪水等、家屋が

ガレキになってしまう災害がある。それなの

に、その処理技術がないというのは不思議で

ある。災害の後、ガレキの処理を行うのは、

予想以上に被災者を疲れさせ、「被災はあの

日から始まった」と思わせられた。

給排水、ガレキの処理のほかにも、火災保

険をはじめとする各種保険や役所への擢災屈

などの諸手続き、住宅再建、交通など、被災

者に追い討ちをかけるように疲れさせたこと

は多数である。そのいずれもが震災復興とい

うよりも「震災はあの日から始まった」と思

わせるものである。

多数の人の震災被災体験が活かされ、災害

予防の方法論や技術の進むことを願っている。

9 
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災害に思う

おおく ぽ しゅん

大久保駿
社団法人全国治水砂防協会理事

長野県の北端、新潟県に接して小谷村とい

う小さな山村がある。西は後立山連峰、東は

雨飾山など、 2,000m級の山地をかかえる西

頚城山地であり、その聞を姫川が谷を深く削

り込んでいる。そして、そこには日本列島を

二分する糸魚川静岡構造線が走っている。そ

の小さな村で昨年大きな災害が起こ った。道

路は村道は言うに及ばず、県道も国道も寸断

され、大町と糸魚川を結ぶJR大糸線もズタ

ズタになった。交通は途絶え、もちろん通信

も止まり、ライフラインはすべて被災した。

集落も孤立した。そして、谷には土石流があ

ふれ、裏山では山が崩れ、地滑りが家を押し

つぶした。全村が修羅場と化したのである。

しかし、これだけの大災害が起こったのに

もかかわらず、死者が一人もでず、家屋の被

害が比較的少なかったのである。その実体を

調べた建設省土木研究所と長野県のレポート

10 

がある。

まず第一にこういうことがわかってきた。

村が避難勧告を出した。でもそのときにはす

でに通信が止まり始めていて、役場と住民と

の連絡が困難になりかけていた。そこで、村

民は自分たちの判断で、あるいは地区や消防

団の判断で自主的に避難をしたのである。そ

してその避難は比較的スムースに行われたの

である。もともと小谷村は全村地滑り地ある

いは崩壊危険地、そして谷という谷には土石

流の恐れがあるという大変厳しい自然をもっ

村なのである。 日ごろから村民は土砂災害と

闘い、なだめながら付き合ってきている。毎

年の雪解けのころには地滑りが自分の田畑を

下へ下へ押し流してしまう。常に土砂災害に

対して敏感であり、大きな雨がくるとどうい

うことになるかを知っているのである。 日ご

ろから逃げるということに対する心構えはで

きていたのだと思う。災害常習地であり、災

害に対する意識は行政、住民双方ともに高い

ので、いざというときに的確に行動できたと

考えることができる。でも結果的に、たまた

まうまくいったのかもしれないということも、

充分考えておかなければならない。

警戒避難態勢の整備が 『人命保護』上欠か

せないものであり、そしてそういう施策を始

めてからすでに久しい。しかし、この施策は

物を作る仕事と違って、人間の意識と自覚に

かかわる問題であり、その仕事、成果が目 に



見えてこない大変難しい施策なのである。カ

リキュラムがあるわけではなく、試験をして

詞tf面するようなものでもない。でも、とのイ、

谷村のこのことを見ると、この地味な難しい

警戒避難態勢の整備というソフト施策が大変

重要なものであるということを再認識し、そ

してそれが徐々にでも身に付いてきているな

と力強く思うのである。

第二に、家屋は危ない所を避けるようにし

て建てられているというととである。土砂災

害の常習地であり、村中急峻で、至る所土砂

災害の危険地であるが、何とか工夫をして安

全な場所を探してきたという努力が、報われ

ているのである。これも土砂災害を防ぐため

の大事な方策であり、大きな教訓を残してく

れた。

第三に、砂防施設のかいがいしい働きであ

る。土砂災害の常習地であるからそれだけ砂

防事業の力の入れようは大変なものである。

県は姫川砂防事務所を設置して営々と砂防の

仕事を続けてきているし、建設省も松本砂防

工事事務所が仕事をしている。

砂防ダムが土砂をあふれんばかりに止めて、

いまにもこぼれ落ちそうに踏ん張っている姿

があちこちに見られる。痛ましい思いと力強

い思いが心に安堵感をもたらしてくれる。ギ

リギリのところで土石流を止めているのであ

る。あるいはこらえきれずに土石流が砂防ダ

ムからあふれたところでも土石流の勢力は弱
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められて被害は大いに軽減されている。とこ

ろがまだ砂防ダムが入っていない沢では土石

流は奔流となって流れ下り、集落のなかで氾

濫している。砂防ダムの土石流抑止あるいは

緩和の働きは、避難する人たちに時間と判断

材料を提供したということも見逃せない。

この小谷村の災害の 1か月後に山形県の温

海町でも梅雨前線による災害があった。土石

流が止ま った沢、下流まで流れ下った沢がは

っきり分かれた。昭和62年にこの地域で大変

な災害があった。この後の対策が進んだ沢と

そうでない沢との違いが明瞭に現れたのであ

る。

砂防施設の効果がでるのは当然である。で

もこの事実を鮮明に人々に知らせることが大

事であると思う。普段何事もない平穏な裏山

の沢にひっそりとたたずむ砂防ダムがいざと

いうときにこんなに大きな働きをするのだと

いうことを知ってもらうのが災害に対する意

識を高めるのにどんなに大きな効果があるこ

とだろうか。被災地の悲惨さを伝えるのも大

事だが、施設が実に立派に働いたという事実

を正確に理解してもらうことが災害防止への

意識を高めるのに実にいい教材になる。施設

の働きをも っとリアルに正確に伝えてほしい。

それにしても、小谷村も温海町もとれだけ

施設が大働きしたのにまだ災害が起こるとい

うことは、裏を返せばまだまだ整備を要する

箇所が残っているということでもある。

11 
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機織機織

近代的倉庫（ラック倉庫）

のスフVンクラー消火設備

95年｜｜月、危慎していたラック倉庫の大火

災が我が国でも現実となった。欧米では約20

年前からラック倉庫の大火災を経験し、その

防護対策に取り組み、いまでは我が固とは全

く異なるスプリンクラー設備を採用している。

その中で、米国のFactoryMutual System （以

下FMと略称）叫という損害保険機構が研究開

発および技術の面で世界をリードしてきてい

るので、最新情報について寄稿していただいた。

＊しおや のぷお／安田火災海上保険株式会社／社団法人日本

損害保険協会前安全技術部長

筆者は米国防火協会（NFPA）基準「231C：ラ

ック倉庫の防護基準（スプリンクラー設備基

準）」の技術委員でもある。産業火災、特に

高度火災危険のスプリンクラ一消火技術の発

展にいささかでも参考になれば幸いである。

我が国ではまだ実用化されていない技術が多

いので必要に応じ注を付した。

注 1)FM.独自の防災技術基準によりHPR{Highly Protected 

Risk）という防災優良物件を扱う損害保険機構で保険会社3社

と研究・技術部門会社から構成されている。

V 核市山崎柑徽－静イ.. 叫桝例日拘蜘叫が臥ぷ＝必忌樹 齢ゆ－~品叫.. __ ，酌

写真左から標準型ヘッド（上向き）、標準型ヘッド（下向き）、大粒滴ヘッド、 ESFRヘッド

12 



.Joseph B. Hankins, 

Jr. Manager of 

Factory Mutual Research Corporation （米国）

あなたの倉庫を観察してみよう。多分、最新の

収容製品と取扱搬送技術を有する近代的な収容設

備あるいは配送センターが見つかるだろう。しか

し、消火設備はどうだろうか。危険の変化 （増大）

に対応しているだろうか 7 最新科学技術に基づ

く設備 ・装置や製品（物品）が20年以上も昔の設計

方式に基づくスプリンクラー設備で、防護されて

いるのではないか？

自動スプリンクラー設備の価値を知り、

正しい設備を選定するニと

倉庫火災に対する最も有効な防護対策は、自動

スプリンクラー消火設備である。しかしスプリン

クラーの有効性が長年の経験と統計によ って実証

されているにもかかわらず、スプリンクラーの価

値、特に金銭的価値にまだ気づかない人が多い。

FMでは、 1989年から1993年に発生した倉庫火

災348件（物的損害合計で391百万$）について調

査を行った。このうち106件はスプリンクラー設

備で防護されておりその 1件当たり平均損害額は

26万 Sであったが、スプリンクラーのない倉庫火

災148件については、 1件当たり平均損害額は133

万 Sに達した。つま り、スプリンクラーのない倉

庫火災の物的損害は、スプリンクラー防護倉庫の

実に 5倍に及ぶことがわかった。

倉庫管理者は倉庫のスプリンクラー設計に当た

っては、まず多数の要素を考慮する必要ーがあるこ

とを知っていなければならない。スプ リンクラー

設計は収容される物品と収容形態によって決まる

のである。 収容品自体だけでなく、その梱包方式

いかんが可燃物の総量および燃焼速度に影響を及

ぼす。収容形態 （ラック式、パレット式、ソリッ

ドはい積み式等）および収容高が燃焼速度と火災
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規模に影響する。建物高や天井面スプリンクラー

ヘッドと収容物の間隔も設計条件に景タ響を与える。

火災危険に大きな影響を与えるこれらの変化例を

幾つか見てみよう。

1 ）ラック最上部の上にさらに収容品を積み上げ

たり、より高いラックを設置した。

可燃物量が増えたので、スプリンク ラー設計上

の要求条件が多くなった。また収容高が高くなっ

たので収容品上部とスプリンクラーヘッドとの間

隔が狭くなる。ヘッ ドの有効な散水パターンを確

保するには90cm以上の保有距離が必要である。

2 ）可燃性液体入り容器が金属缶からプラスチッ

ク製となった。

プラスチック容器は加熱されると容易に熔けて

内容物を流出させ、その結果流れ出た可燃性液体

が火災を大きくする。

3 ）衣服の素材が綿から合成繊維に変わった。

綿類の火災危険級別がIllなのに対し、合成繊維

はより危険な級別Nなので、防護対策を強化する

必要がある。

4 ）包装材が紙からプラスチック（発泡ポリスチ

レン詰め物や発泡成形品等）に変わった。

プラスチック包装は収容品の可燃性を非常に大

きくする。収容品全体が完全にプラスチックで包

装されていると、それらはプラスチックとして燃

焼する。例えば段ボール箱はプラスチックの箱と

して燃え、木製パレットはプラスチックパレッ卜

として燃える。

5 ）開放型ラックにおいて荷扱いが便利なように

と棚板（不通水棚）を設けた。

水を通さない棚板は天井ヘッドからの散水を妨

げる。そのため火元に水が届くよう、天井ヘッド

の補完として棚板下部にインラックヘッド（ラッ

ク内ヘッド）の設置が必要かもしれない。

13 
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これらの貯蔵上の変化例は企業活動にとっては

必然的な現象であるが、不幸にもこれらのすべて

が火災危険の増大という挑戦状をスプリンクラー

に投げかけているのである。上述の収容高、収容

品の種類、収容品と天井との間隔および収容形態

にかかわる変化を含めたさまざまの諸変数を適切

に判断し、いかにして危険性に見合ったスプリン

クラーを選択するかが重要である。

以下においては、火災危険級別叫に定める一

般可燃物からプラスチックまでの物品（可燃性液

体やエアロゾルのような特殊な危険物は除く）の

スプリンクラ一対策について考えてみよう。そし

て、防護レベル、フレキシビリテイ、コストおよ

び改造の観点からどんなスプリンクラーが適切か

について考えたい。

注 2）火災危険級5)1J 一般可燃物は I級からW級に区分され、

要求される防護レベルが異なる。より危険度の高いプラスチッ

夕、可燃性液体およびエアロゾルは別の危険級別が定められて

いる。本文は一般可燃物より危険度の高いプラスチックのスプ

リンクラ 防護対策に焦点が当てられている。

2 早期制圧型スプリンクラーヘッド

(ESFRヘッド）桂刊こよる防護対策

早期制圧型ヘッド（ESFRヘッド）が1980年代半

ばに開発されるまでは、スプリンクラーヘッドは

すべて火災制御モードで作動していた。火災制御

とは、ヘッ ドからの散水により火災による熱の発

生を減らし、かつ周囲の可燃物をあらかじめ濡ら

せることにより火災を局限し、最終的には小さく

なった火災を手動で消火するという考え方である。

火災制御方式では40個ものヘッドが作動し消火に

は成功したが、結果としてかなりの水濡れ損害が

発生したという事例もある。

これとは対照的にESFRヘッドは火災制圧モー

ドで作動する。ESFRヘッドは火災の進展に迅速

に作動し、かつ火元に多量の水を直接かけるよう

に設計されている。 FMの調査によればESFRヘ

ッドは、ヘッド作動数が少ないこと、火災自体を

14 

小 さくできること、火災周囲を前もって濡らすこ

とが少ないこと、さらには水濡れ損害が少ないこ

とが確認されている。

ESFRヘッドの最大の魅力はなんといっても、

インラックヘッドなしに設計できることである。

インラックヘッドが不要なので、倉庫担当者は収

容高、貯蔵形態および荷扱いについて、最大限の

フレキシビリテイを得ることができる。事実、

ESFRヘ ッドは移動式ラックおよび混合式貯蔵

（ここでも特殊危険物は除く）にとっては完撃な

解決策と言える。

ESFRヘッドは次の対象物を防護することがで

きる（特殊な危険物は除く）。

①建物高12m以下の場合 ：段ボール入りの有無に

関係なく収容高l0.5mの高密度プラスチック製

c 
ロロ

②建物高 gm以下の場合収容高7.5mの段ボー

ル入り発泡プラスチック（スタイロホーム製コ

ップ等）

③建物高7.5m以下の場合 ．収容高 6mの段ボー

ル包装のない裸の発泡プラスチック

以上は開放式ラック（棚板なしにはい積みお

よびパレット積み方式にも適用される。

既設スプ リンクラーを改造する場合、 ESFR方

式は費用がかかる。 ESFRヘッドに改造するには、

配管の大幅な変更が必要となろう。さらに、公設

水道の給水能力によ っては、ブースターポンプの

設置が必要となるであろうし、また消火ポンプお

よび消火用水タンクの大幅なグレードアップが必

要となるかもしれない。

だからといってESFR方式で改造すべきでない

と言っているのではない。防護対策レベルが上が

ること、 搬送取り扱い上のフレキシビリテイが増

すことおよび煙損害 ・水濡れ損害が少なくなると

いうメリッ卜が干与られるので、ケースによっては

ESFR方式への改造に初期投資がかかっても、長

期的にみれば費用的にぺイすることもあろう。

一方、新設の場合はESFR方式はきわめて経済

的である。 インラックヘッドの初期設置投資が不

要で、したがってラックの移設 ・変更時における



インラックヘッドの移設 ・再設置のコストも不要

となるためである。

注 3）早期制圧型ヘッド 速動型へ y ドで、かつ高度火災危険

を火災制御（FireControl)ではなく、火災制圧（FireSup-

pression）する能力をイTするもの。火災危険性がきわめて高い

ラック倉庫等に対する革新的な消火技術で、オリフィス口径は

通常3/4インチ。

3 大粒滴スプリンクラーヘッド削）による

防護対策

大粒滴ヘッドは、 FMが1968年に始めたスプリ

ンクラーヘッドの散水パターンと水滴サイズの効

果に関する研究成果として開発されたものである。

名称が示すように、本ヘッドの水滴は大きいので、

充分な水圧があれば収容品の激しい火災から発生

する強力な上昇気流に負けずに火災に放水するこ

とができる。

大粒滴ヘッドは火災制御モードで作動する。 し

たがって、天井面だけに当ヘッドを設置した倉庫

は火災の種類と規模にもよるが、依然として普通

程度の煙損害と水濡れ損害を受けることが予想さ

れる。大粒滴ヘッドにインラックヘッドを併設す

ればこれらの損害は少なくなる。

大粒滴ヘッドは、建物高にかかわらず、収容高

6m以下の段ボール入り高密度プラスチックおよ

び発泡プラスチック（ただし特殊危険物は除く）を

防護することができる。 また、段ボール入りでな

い発泡プラスチックでも、それが床上に貯蔵され

ている場合は、頼み付け高 6mまで防護できる。

1段のインラックヘッドを併設すれば、収容高

7.Smまで防護可能である。

状況にもよるが、大粒滴ヘッドは上記の制限内

においてはインラックヘッドの設置を省略するこ

とができる。 また、より高いラックにおいては、

天井商に大粒滴ヘッドを設置することによりイン

ラックヘッドの設置個数を減らせるケースがある。

ESFR方式と異なり、大粒滴ヘッドによる改造

は既設の標準型ヘッドを取り替える場合と閉じく

らい容易であろう。 しかしながら、給水能力をグ
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レードアップするために配管寸法を大きくしたり、

ブースターポンプの設置あるいは消火ポンプや消

火用水タンクの変更等が必与喜になるかもしれない。

改造の場合、建物オーナーが貯蔵上のフレキシ

ビリテイを求めるのであれば、既設ヘッドを大粒

滴ヘッドに交換する方式は大きな費用効果が得ら

れるであろう。 しかし、大きな配管径への変更や

ブースターポンプの設置が必要となる場合は、そ

れにしたがって費用は増える。新設の場合、大粒

1商ヘッドはフレキシビリテイという在見点からはよ

い選択といえるが、収容高および火災制圧に関し

てはESFRヘッドのフレキシビ リテイに劣る。

注 4）大粒j肉ヘッド 特別に大水摘を作ることができるヘッド

で、高度火災危険を火災制御する性能を有する （火災制圧の性

能はない）。 オリ フィス円径は通常5/8インチ。

4 標準型スプリンクラーヘッド闘による

防護対策

標準型ヘッドは、 100年以上にわたり建物の防

護に使用されてきている。 このヘッドはもともと

は紡績工場などの作業場を防護するために設計さ

れたものであるが、間もなく倉庫にも使用される

ようになった。

しかしながら1960年代になって、倉庫業務に多

くの変化が起きた。火災危険上の大きな変化はあ

らゆる製品にプラスチックが使用され、かつ収容

高がどんどん高くなったことである。 この変化 に

よって標準型ヘッドによる倉庫の防護には限界の

あることが明らかになったが、ある種の貯蔵形態

にあっては、危険性に見合わない低コストによる

防護がそのまま続けられてきている。

標準型ヘッドは 3種類あり、オリフィス口径に

より次のように区分される。

①1/2インチヘッド：最も古く、いまでも一般火

災用として最も広く使用されている。

②17/32インチヘッド.1/2インチ型の改良型と

して1960年代初期に導入。

③超大口径ヘッド（ELOヘッド：口径5/8インチ）・

15 



’96予防時報186

17/32インチ型の改良型として1980年代に導入。

本ヘッドは、低圧力で水量の多い給水源に有効

であり、このような給水源においてもブースタ

ーポンプを必要としないことがある。

これら 3種類の標準型ヘッドはすべて火災制御

モードで作動する。したがって、火災の種類にも

よるが中程度から大規模の煙損および水損の発生

する危険がある。ラック倉庫においてはイ ンラッ

クヘッドが併設されれば、これら損害は少なくな

るだろう。

1/2インチヘッドはプラスチックの防護に非

常に高い圧力を必要とし、倉庫の防護には実用的

とはいえないので以下の議論からは除き、 17/32

インチおよび超大口径ヘッドとESFRヘッドおよ

び大粒滴ヘッドを比較することに焦点を当てるこ

ととする。

特殊危険は別として建物高7.5m以下において

は、 17/32インチヘッドと超大口径ヘッドはいず

れも天井ヘッドのみで次の収容品を防護できる0

．収容高 6mまでの段ボール入り高密度および発

泡プラスチック製品

－収容高 6mまでの段ボール入りでない裸の高密

度プラスチック製品

天井ヘッドのみでは、上記に示すように建物高

7.5m、収容高 6mが絶対的な限界である。しか

しながら、インラックヘッドを併設しかっ FM基

準に基づいて設備する場合は、収容高の制限はな

くなるが、その代わり搬送取扱いとラ ックのフレ

キシビ リテイを失うことになる。収容高10.5m以

上のプラスチックを標準型ヘッドで防護するには、

インラックヘッドの併設が不可欠である。

改造についてコストの観点から見ると、既設ヘ

ッドを超大口径ヘッドに交換する方法はブースタ

ーポンプが不要なので経済的な選択といえる。さ

らに、給水源の水圧が低いために 1/2インチま

たは17/32インチヘッ ドによる防護が不適切な場

合は、超大口径ヘッドの使用が最良の答えとなろ

。、
っ

新設の場合に標準型ヘッ ドの経済性を検討する

に当たっては、幾つかの要因を検討する必要があ

16 

る。例えば、高さ 12mの倉庫を建設するときに、

ESFRヘッドなら最大限のフレキシビリテイが得

られるのに、なぜ標準型ヘッドを使用するのか？

一方、新設倉庫の高さが12m以上の場合は、イ

ンラックヘッド併設の標準型ヘッドあるいは大粒

滴ヘッドを使う方法しか選択肢はない。この場合

は収容高が高くなればなるほど、スプリ ンクラー

設置費用も高くなる。

最後に、将来ラックの交換が必要になった際の

インラックヘッドの撤去と再据え付けに関連した

コストについて考えてみよう。将来は危険性の高

いプラスチックも収容する可能性が考えられるの

で、一つの防護対策を選択することは容易なこと

ではない。選択結果が会社の事業、倉庫の運用、

物品取扱方法さらには建物や地所の購入にさえ影

響するからである。

これが意味することは、倉庫設備に関する方針

と計画は長期的に慎重に検討すべきであるという

ことである。提案された防護システムが現在の設

備だけでなく将来における設備についてもどのよ

うに役立つかを考えてみよう。スプリンクラーに

よって運用上のフレキシビリテイが制限されるの

か、それとも高められるか？ 現在収容されてい

る物品がここ数年内に変わることはないだろう

か？現在どんな建物の新設計画があるのか？

これらの質問に対する回答とスプリンクラーに

関する豊富な知識があってはじめて、改造あるい

は新設備計画に関する最良の選択が可能となる。

防火設計は簡単なことではなく、経験豊富な防火

技術者による専門的な助力を得ることが不可欠で

ある。

注 5）標高島型ヘッド もともとは1960年ごろまで使用された上

向き ・下向きのl両用に設置できる旧型ヘソドに対する口径 1/2

インチのスプレイ式ヘッドを指す用語である。 しかしスプレイ

式ヘッドの多織化に伴い用語に混乱をきたしたので、いまでは

米国防火協会は本用語を使用せずスプレイ盟へ y ドと定義して

いる。言うまでもなく消火機能は火災制御モードである。我が

国ではrl径 1/2インチの標準型ヘッドしか製造されていない。
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く補足〉 早期制圧製スプリンクラーヘッド（ESFRヘッド）の開発状況について

1988年、 FMはESFR型ヘッドを開発導入した

が、これは消火技術の一つの革命である。このコ

ンセプトは火災制御 （Control) ではなく、火災

制圧（Suppression）であり、本ヘッドの開発に

よって貯蔵倉庫に代表される高度火災危険の消火

技術が進歩した。以来、何千というESFRヘッド

が世界中の倉庫に設置されてきた。 インラックヘ

ッドと天井ヘッドの組み合わせの代 わりにESFR

ヘッドを設置する方式には次のような利点がある。

①設置が簡単であ り、かつ長期的に見てコストが

安い。

②インラックヘッドの撤去と再設置にかかわる不

便さとコストが不要となる。

③ラック内での搬送取扱作業が容易になる。

④倉庫内のどの場所にも、さまぎまな種類の物品

を収容することが可能となる。

ESFRヘッドの使用範囲はさらに発展し続けて

おり、導入 1年以内でESFRヘッドの防護対象が

拡大し、段ボール入りの非発泡性プラスチックよ

りもずっと挑戦的な収容物までもが防護可能とな

った。 その最初がエアロ、ノルであり 、続いてロー

ル紙、空パレットおよび段ボール入発泡プラスチ

ックが防護可能 となった。

( 1 ）エアロゾル

エアロゾル危険級別レベル Itts＞のエアロゾル

製品は建物高 gm以下の場合、収谷高7.5mまで

ESFRヘッドで防護できる。 より危険性の高いレ

ベル IIとIllのエアロゾルもESFRヘッドで防護で

きるが、収容高が低 くかっ天井高も低い建物にお

いてのみ可能である。エアロゾルは火災時に激し

い運動をするため、金網で囲う よりはむしろ完全

に固い壁で区画した場所に収容することを強 く勧

めたい。

( 2 ）ロール紙

エアロゾルやプラスチックと同様に、ロール紙

は昔から危険性の高い物品と考えられている。 ロ

ール紙は容易に箔火し、燃焼速度も早い。紙の種

類にもよるが、ESFRヘッドは積み付け高7.5m

までのロール紙を防殺することができる。

( 3 ）空パレット

倉庫内の空パレッ 卜収容は火災危険が大きく、

ひとたび発火すると猛烈に燃え、倉庫の鉄骨構造

材の耐火性を脅かす。現 在FMはESFRヘッドに

よる木製パレット（グループ I）注7）の防護を収容

高4.8mまで拡大した。木製パレットはラック上

に収容せず、床に直接置かなければならない。火

災危険のより大きい（グループII）のプラスチッ

ク製パ レットも防護できるが、 パレッ トは防火的

に区画した室内に収容し、 収容高は3.6m以下と

しなければならない。

( 4 ）プラスチ ック

F恥4はプラスチックについてESFRヘッドによ

る火災 ・消火試験を行ったが、結果は次のとおり

である。

・建物高 gmの場合、 放水圧力3.5kg/cm' (50psi) 

で収容高7.5mの段ボール入り発泡プラスチッ

クおよび楳の非発泡プラスチックを防護できる。

・建物高7.5mの場合、 放水 圧 力5.3kg/c耐（75

psi）で収容高 6mの裸の発泡プラスチックを

防護できる。

プラスチックのさまざまな種類と形状について、

ESFRヘッドの試験を統行中である。最近のテス

トにおいて、ヘッド圧力を5.3kg/ cm' (75psi）に高

めれば、建物高12mでは、 収容高l0.5mの段ボー

ル入り非発泡プラスチックを防護できることが確

認された。発泡プラスチックについては現在のと

ころ、段ボール入りの有無にかかわらず、上記の

建物高と収容高の防護はできない。

ESFRヘッドの適用範囲は、研究開発が進むに

つれ増えているが、 ESFRヘッドの適用可否は基

本的には実際のテスト結果を根拠として決定される。

さI'6）エアロゾル危険級自IJ FMはレベル I、II、Illに区分し

ている。

ti: 7）祭パレット危険級）！I) FM はグループ I （本）、II （プラ

スチ ック）、FM認定プラスチックにl玄分している。

17 
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自動車の検査および点検整備
制度の改正について
酒井雅彦＊

はじめに

我が国の自動車保有台数は年々増加し、現在

7,000万台を超え、引き統き増加の傾向をたどっ

ており、自動車は生活をするうえで、なくてはな

らないものとなっている。

一方、これら自動車保有台数の増加とともに、

交通事故による死者数が昭和63年以降毎年 1万人

を超えている状況にあり、また、排気ガス等によ

る環境問題もいまだ深刻であり、これらの問題に

対する適切な対応が引き続き求められているとこ

ろである。

このような状況の中で、平成 5年 6月に運輸技

術審議会より、最近の自動車技術の進歩や使用形

態の多様化への適切な対応の必要性や国民負担の

軽減への配慮を内容とする答申が出された。

これを踏まえ、平成 6年 7月に 「道路運送車両

法」が改正され、所要の政省令の整備を経て、平

成 7年 7月より新しい検査および点検整備制度が

実施された。

この新しい検査および点検整備制度では、自動

車使用者の点検務備についての「自己責任」の考

え方を明確化するとともに、これを前提にして、

点検項目等の点検整備制度について規制緩和等が

図られた。以下では、その主な改正内容やその後

の動向について説明することとする。

＊さかい まさひこ／運輸省自動車交通局技術安全部幣備課
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2 今回の改正内容

1 ）点検整備制度の改正ポイント

0自動車使用者の「保守管理責任」の明確化

自動車を安全に、また、環境と調和させて使用

するためには、自動車の各部の機能や性能が低下

していないかどうかを点検し、必要に応じて整備

を行うことが必要である。

今回の制度改正では、点検整備を行うことによ

り自動車を良好な状態に維持する 「保守管理」が、

自動車使用者の責任において行われるべきである

ことが法律に規定（道路運送車両法第47条（参考

1 ) ）された。これは、 自動車の保守管理は、使

用者が使用状況などに応じて自発的に行うことが

望ましいとの本来的な考え方を明確にしたもので

ある。

（参考 1）「道路運送車両法第47条

（使用者の点検及び整備の義務）」

宵動車の使用者は、向動車の点検をし及び

必要に応じ事長備をすることにより、当該自動

車を保安基準に適合するように維持しなけれ

ばならない。

。 「自動車使用者」とは

自動車の保守管理責任を負う「使用者」と

は、厳密にいえば、正当な使用権原に基づき

（例えば、 i読んだ向動車の場合は 「正当な使

用tti原に基づいている」とはいえな＇＇） 、自

動車を実際に継続的に管理し、使用している

人のことをいう。



－
曲
目
場
開
母
国
崎
鋤
司
園
田

'.j・；；初Ill’｜動『II、1・11荻川貨物i'IJfdJiji.等の ll 'i ！＼•点検基椴 （ ~i一条｜長l係）

点 検街 所 市 検 内 廿，智令官・・

プレーキ プレーキ ・ペダルの踏みしろが適当で、プレーキの

さきが充分であること。

2 プレーキの液量が適当であること。

3 空気圧力の上がり具合が不良でないこと。

4 プレーキ ・ペダルを踏み込んで放した場合にプレー

キ －パルプからの相ド気frが」E’出であること。

5 駐車プレ キ ・レバーの引きしろが適当であること。

2 タイヤ 1 タイヤの空気圧が適当であること。

2 f色裂および捌傷がないこと。

3 異常な磨耗がないこと。

* 4 構の深さが充分であること。

3 バッテリ ＊ 液量；が適当であること。

4 原動機 ＊］ 冷却水の量が適当であること。

* 2 ファン・ベルトの張リ具合が適当であり、かつ、フ

アン・ベルトにHiHJがないこと。

本 3 エンジン ・オイルの最が適当であること。

キ 4 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がな

いこと。

* 5 低迷および加速の状態が適当であること。

5 灯火装置お lf.灯または点滅具合が不良でなく 、かつ、汚れおよび捌

よび方向指示 1tiがないこと。

器

6 ウインド・ * 1 ウインド ・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、

ウォッシャお 噴射状態が不良でないこと。

よぴワイパー * 2 ワイパーの払拭状態が不良でないことロ

7 エア ・タン エア ・タンクに凝水がないこと。

ク

8 遂行におい 当該箇所に異常がないこと。

て異常が認め

られた箇所

（注） ＊印の点検は、当該自動車の走向距離、運行時の状態等から判断した適

切な時期に行うことで足りる。

（参考 2）日常点検項目

｜ ’ l 家川采川 l’！ 動 •r［等の｜ ｜ ’i行点

点検銭 高骨 ，な 検 内 廿~ 

プレーキ プレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの

さきが充分であること。

2 プレーキの液量が適当であること。

3 蚊ijf.プレーキ ・レバーの引きしろが適当であること。

2 タイヤ タイヤの空気圧が適当であること。

2 亀裂および般傷がないこと。

3 異常な磨耗がないこと。

4 iMの深さが充分であること。

3 バッテリ 液ii（が適当であること。

4 原動機 冷却l水の誌が適当であること。

2 エンジン ・オイルの量が適当であること。

3 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、呉音がな

いこと。

4 低迷および加速の状態が適当であること。

5 灯火装置お 点灯または点滅具合が不良でなく、かつ、汚れおよび捌

よぴ方向指示 j~Jカfないこと 。

昔E

6 ウインド・ ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、

ウォッシャお 噴射状態が不良でないこと。

よぴワイパー 2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。

7 遂行におい 当該箇所に奥・1;1・がないこと。

て異常が認め

られた箇所

ー
‘＂・
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2）日常点検楚備の導入

これまで、自動車の使用者は、 1日1回運行前

に、自動車を点検することが義務付けられていた

（これが、「運行前点検」と呼ばれていた点検で

ある）。 しかし、今回の改正により、使用者自身

が判断した適切な時期に点検し、必要に応じて整

備を行う 「日常点検」へと変更された。

具体的なこの日常点検の内容としては、日常的

に点検を必要とする部位に関して定められており、

運転席に座った り、エンジンルームをのぞいたり、

また、自動車の外観の状態を見ることによ って容

易に実施できるものとなっている。

また、点検の実施時期は、自家用自動車等につ

いては、「自動車の走行距離、運行時の状態等か

ら判断した適切な時期」とされ、前回の日常点検

整備の実施後どの程度走行したか、どの程度の期

間が経過したか、あるいは運行時になんらかの異

状を感じなかったか等を考慮して、使用者が実施

期間を判断することとなる。具体的には、長距離

を走行するとき、洗車をするとき、あるいは給油

をするとき等が目安になると考えられる。なお、

事業用自動車や自家用パス等については、その公

I. 日常点検整備

減されており、特に自家用乗用自動車等について

は、 6か月点検の義務付けがなくなり、 12、24か

月点検の点検項目数が大幅に削減され、簡素化が

図られた。

なお、自家用乗用自動車等については、年間走

行距離のばらつきが大きい等使用状況が多様化し

ていることを考慮し、期間だけでなく走行距離を

加味する方法が導入（年間当たりの走行距離が

5,000kmに満たない場合に、点検の省略が可能な

「距離項目」を設定）されている。

一方、これらの定期点検整備の簡素化に伴い、

自動車が特殊な構造・装置を有する場合や走行距

離が多い等使用の状況が過酷である場合には、法

令で定められた時期、内容等による定期点検のみ

ならず、その他所要の点検を適時適切に実施する

必要が生じることとなる。 したがって、自動車使

用者は、自動車メーカ一等から提供されるメ ンテ

ナンス ノート等の情報を参考にしつつ、それぞれ

の自動車に応じた適切な点検盤備の実施に努める

ことが必要である。

4 ）定期点検整備記録簿機式の自由化

定期点検整備記録簿は、備え付けや点検整備の

共性や加害性を考慮、して、

従来どおり 1日 1回の運

行前の点検が義務付けら

れている。

日常点検整備は、自動車のユーザーが、日常の自動車の使用の中で、走向距離や
運行時の状態などから判断した適切な時期に、例えば、長距離を走行するとき、洗
車 ・給油を行うときなどを目安に、実施する点検です。マイカーについては、プレ

ーキの液量が適当であること、タイヤの空気圧が適当であること等を点検すること

となります。

3 ）定期点検項目の簡素

イヒ

これまでの定期点検項

目は、これを実施してい

れば基本的に自動車が良

好な状態に維持できるも

のとして設定されている

が、今回の改正により、

標準的な構造 ・装置を有

する自動車が、標準的な

使用をされた場合に必要

となる最小限の項目に限

定したものとなっている。

この結果、すべての車

種について点検項目が削

20 

2. 定期点検整備
定期点検は、自動車のユーザーが、自己の管理責任において定期的に行う点検で、

各車種について、標準的な構造 ・装置および使用状況を前提として必要最小限の項
目が設定されています。

定期点検務備項目

点検周期 現行 改正後 削減率（%）

自家用乗用車等
6月 16 廃止 ム100
12月 60 26 ム57

（マイカー）
24月 102 60 ム41

自家用貨物車等
6月 41 27 ム34
12月 120 98 ム18
l月 42 25 ム40

事業用自動車等 3月 94 65 ム30
1？日 14CJ 1つι ム15

（主な削減項目）
12月点検・・・「ハンドルの遊び、緩みおよびがた」「クラッチの作用」、「計器の作用」
24月点検－－「ギヤボックスの油漏れ」、「シャシぱねの損傷」、「燃料装置の噴射時期

および噴射量」

（参考 3）定期点検項目数
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点検整備の実施時期は検査の前後のいずれにする

かは使用者の選択に委ねられることになった。

0点検整備関係

以上のよ うに、 昨年 7月より、 自動車使用者の

保守管理責任の原則に基づいた新しい検査および

点検整備制度がスター 卜したが、自動車整備業界

においても、新制度の趣旨を踏まえ、ユーザーニ

ーズに対応した多様な点検整備サービスを提供し

ようとする努力が従来以 上になされるようになっ

ており、これに伴い、使用者が自動車の使用状況

等に応じて点検整備サービスを選択できるような

環境が整い始めている。

改正車両法施行後 6か月 の時点において、整備

事業者において標準的に設定されている点検整備

サービスの内容について、サンプル調査を実施し

たところ次のような結果が得られ、従来、どちら

かといえば、画一的であった点検整備について、

サービスの多様化とユーザ一利便の向上を図ろう

とする意識が、整備事業者問において浸透してき

改正後の動向3 

際の記録が義務付けられているところであり、こ

れまでは機式が定められていたが、今回の改正に

より、様式が自由化 されている。これは、一律に

様式を定めてお くよ りも、自動車メーカーや整備

事業者が使用者にわかりやすい身近な記録簿を提

供するほうが、望ましいとの考え方に立ったもの

0検査制度の改正ポイント

1 ）車信者11年を超える自家用乗用自動車等の車検

期間の延長

車齢による自動車検査証（いわゆる車検証）

有効期間の区分が廃止されることとなった。つま

り、車齢が11年を超える自家用乗用自動車等、車

齢が10年を超える小型の二輪自動車等について、

自動車検査証の有効期間が、現行の 1年から 2年

に延長された。

2 ）定期点検整備の実施時期

従来、固における検査の前に定期点検整備を実

施する こととなっていたが、使用者が保守管理責

任を自覚して適切な点検整備を励行していくこと

が求められる中で、国の検査場においては、定期

。コ

である。

ている。

1 ）点検整備サービスの

多機化

（イ）車検時の点検整

イ蒲サービス

調査を実施した事業者

のうち、約60%の事業者

が、自動車の車齢や走行

距離に応じた点検整備メ

ニューを設定してきてい

る。また、約35%の事業

者において、使用者の希

望に応じ付加することが

できる整備メニューを設

定してお り、使用者の使

用状況に応じた選択肢が

保

守

管

珊

惜

掛H
H枕

定JUI ！.~.検特備制度の凡j（［し
(I’i家用乗用車の場合）

廃 止

I i2か月点検 ｜ 
点検(fl「！の削減 l

l （省令）
ー、 （60Jl'.illから26庁Hll

雌止

1Eぷ己主

の

令
酬
明

事産

拡大されてきている。

また、約 3%の事業者

において、使用者が車検

時の点検整備に立ち会い、

イじ

；検
；の
・指。

l 報 e

t'T 

ヰT現志

24か月点検

点検J1i日削減T: （的）
(102!Tl日から

60項目）
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i'tl点検の桁刀、 ・鰍f号制度をJ長JI:し、

勧告のみの制度を設ける。

（参考 4）定期点検整備制度の見直し
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0ユーザー車検件数 (A) 574下｛牛
（平成6年7月から12月までのユーザ一車検件数322千件に比べ78%の地IJU)
（平成7年7月から12月までの6か月間の継続検査件数 oo.667千件）に市める割合… 5%)

うち前検査件数 (B) 46千件
(B/A*IOO= 8%) 

。ユーザ一車検の不合格件数 (C) 162下件
(C/ A* 100=28%) 

0両lj検査車両の不合格件数 (D) 17下｛牛
(D/B * 100=37%) 

（参考5）ユーザー車検の受検状況について
（平成7年7月から12月までの 6か月間）

点検整備内容をきめ細かく選択できるサービスが

提供されてきている。

（ロ）使用の機会に応じた点検整備サービス

夏冬シーズンや旅行前等の使用者の自動車の使

用状況に応じた点検整備サービスが提供されてき

ている。

（ハ）ユーザ一利便の向上

点検整備サービスの多様化に加え、営業時間の

延長、車検時の迅速な点検整備サービス、継続的

なメンテナンスを希望する使用者に対する割引シ

ステム等のユーザ一利便を向上したサービスが提

供されてきている。

2 ）ユーザー車検関係

（イ）ユーザー車検の受検状況

一方、改正後、増加しているユーザー車検につ

いては、 7月から 12月までの 6か月間の件数は

574千件あり、対前年同期比78%増となっており、

平成 6年度の対前年度比83%増を若干下回ってい

る。また、ユーザー車検件数の継続検査件数全体

に占める割合は 5%となっている。

（ロ）前検査の状況

ユーザー車検のうち、定期点検整備を実施せず

に検査を受けるいわゆる「前検査」の受検件数は

46千件で、ユーザ車検のうち、割合は 8%とな

っている。

（ハ）再検査の状況

ユーザー車検の結果、検査に不合格となったい

わゆる「再検査」の件数は162千件で、その割合

は28%である。 このうち、前検査車両の再検査の

件数は17千件で、その割合は37%と高くなっている。

22 

王手 ~ 件数f千件） 対前年伸び事（%）

冗J 年 92 

2 年 113 23 

3 年 142 26 

4 年 208 47 

5 年 352 69 

6 年 644 83 

7 年 805 78 

( 4月～12月） （対前年同期fqlぴ牢）

（参考 6）ユーザー車検件数の推移

4 使用者の自己責任の醸成

これまで、我が国においては、きわめて高密度

な「車社会」が形成されている中で、検査および

点検整備制度は、自動車の安全の確保や公害防止

を図るうえで重要な役割を果たしてきているが、

今後とも、自動車技術の進歩や使用形態の多様化

に対応して適宜所要の見直しを行っていく必要が

ある。

前述の運輸技術審議会の答申においても、向動

車使用者の自覚を似しつつ、点検整備の見直しを

段階的に図っていき、将来的には、自動車使用者

の自己責任に委ねる方向、すなわち、欧米諸問並

みの成熟した「車社会」を目指してい くことが望

ましいとの提言がなされている。

運輸省においては、今回の自動車の検査および

点検整備制度の見直しが、使用者の保守管理責任

を前提としたものであり、使用者等の理解の下に

定着させていく必要があるため、整備事業の適正

化を含め、使用者の保守管理意識の高揚を悶るた

めの各種活動を関係者の協力を得ながら行ってい

くこととしている。



（参照）施行後 6か月後の踊査結果（詳細）

0車検時の点検整備サービスの多機化の状況

車齢・走行距離に応じ、設定されたメニュー

（約60%が設定）

( 1 ）車齢を基本として、走行距離の状況によ

り区別しているもの（うち半数が設定）

個々の事業者ーによって、区分の設定方法は多

岐にわたっているが、初回および 2回目の車検

において、走行距離を 2または 3区分としてメ

ニューを設定しているものが多い。

( 2）走行距離を基本として区分しているもの

（うち半数が設定）

（イ）年間走行距離に応じ、 3区分としてメ

ニュ を設定している。

（ロ）累計走行距離に応 じ、 3または、 4区

分として、メニューを設定している。

0ユーザーが希望に応じて付加することができ

る整備メニュー（約35%が設定）

次のようなメニュ ーを設定し、車検整備の際

に追加 して実施を希望するユーザーに対応して

いる。

( 1 ）使用により、劣化謄耗するもの

－エンジンオイル等の交換、 ファンベル ト等

の交換、ワイパーの交換

( 2 ）走行距離が多いユーザ 向けのもの

・プレーキパッドの交換、ブレーキライニン

グの交換

( 3）高速走行が多いユーザ一向けのもの

－ホイ ールバランスの調警

( 4）夏期の前に実施するもの

・エアコンガスの充填

0ユーザー立ち会いの下に点検整備を実施して

いるもの（約 3%が設定）
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完全予約を条件として、ユーザー立ち会いの

下に車検整備を実施し、ユーザーが点検準備内

容をきめ細かく選択できる。

料金の例 としては、 2万円か ら 3TJ円前後

（部品交換等の整備費用を除く）に設定してお

り、ユーザーの選択により実施された整備に応

じて必要な費用が追加される。

0使用の機会に応じた点検整備サービスの状況

( 1 ）夏冬の前におけるシーズンイン点検メニ

ューを設定（夏の場合、エアコンの効き具合 ・

ガスの状態、 バッテ リーの比重等、冬の場合、

ヒーター ・デフロスタの作動、不凍液の濃度 －

f託、バッテリーの比重等の点検を含む）

( 2）旅行などの長距離走行をする前の点検メ

ニューを設定（プレーキパッドの謄耗、ブレー

キラ イニングの謄耗、エンジンオイルの景 ・汚

れ、冷却水の量、ブレーキオイルの量 ・汚れ、

タイヤの溝の深さ ・異常磨耗等の点検を含む）

0ユーザ一利便の向上の状況

－車検の受付を時間延長し、 行 っている 0

・車検の子’約 ・見積もりを24時間ファックス

により受付している。

－車検時の迅速な点検準備サービスのメニュ

ーを設定（ 1日または60分程度）

－継続的なメンテナンスを希望するユーザー

に対して、 割引 システムを導入している。

・事業場独自の「マイカ一点検教室」を開催、

ユーザーとの接点を確保している。

・日曜日の新車販売のイベントに併せ、「日

常点検セミナー」を開催している。

23 
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環境問題と企業活動
-18014000シリーズの背景ー

はじめに

現在、国境を越えた地球規模での企業活動が、

自由で競争的な市場環境の中で保証されようとし

ている。しかしこうした企業活動環境を、ま った

く無秩序に笑現させることまで許容しようとして

いるわけではない。「自由な競争の保証」の前提

として「機会均等の保証」が要請され、公平性お

よび透明性の高い市場環境であることが前提とな

っている。

例えば、いまや全人類共通の問題として認識さ

れている地球環境問題は、その代表的事例である。

人類は、化石エネルギーや埋蔵資源の人工物化を

加速的に増大させている現状を直視して、来るべ

き21世紀に向けて、人類の営みが生態系に調和で

きるような新たな文明を創造し、運命共同体とし

て受容しなければならない。 その実効性を高める

ためには、「宇宙船地球号」におけるこうした環

境改善への責任 ・分担 ・行動の明確化 と具体化を

促進できるような、自由で競争的な市場システム

の構築が必要である。

こうした情勢に配慮、しつつ、「国際規格」を制

定する目的もまた、実効ある環境問題の解決を目

指そうとしている。すなわち地球環境改善のため

の園、社会、企業、個人が果たした貢献 を公平か

＊いのうえ ひでお／工業技術院機械技術研究所生産システム

部長／〕ー学博上
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． 
つ透明度の高い方式によって国際的整合性をもっ

て評価し、 それが市場へ反映で、きるように明確化

させることに、規絡制定の意義を見出そうとして

いる。

以下の本文では、最初に地球環境問題をどのよ

うに認識すべきかを、資源、循環の観点から述べる。

次に国際標準化機構 (ISO）が制定を進めており、

その一部が実施されようとしている環境管理シス

テム（IS014000シリーズ）の概要を述べる。最

後に、これらが今後の企業活動に及ぼす影響を、

製造業を例として述べることにしたい。

2 地球環境問題の理解

現代の「地球生態系問題」、 「地球環境問題」 を

その全体にわたって理解することは容易ではない。

複合的な問題発生原因と多様な生態系破壊、ま た

問題解決のための政治 ・経済 ・社会 ・文化 ・技

術 ・人間相互間における連携の重要性など、まさ

に地球上のあらゆる領域と営みが、 地球規模での

環境問題とその対策に、なんらかの関わりを持っ

ているからである。

本来の地球生態系は、資源の再生 ・循環が非常

に良好かつ巧妙に機能する持続可能な（sustain-

able）体 系となっていたはずである。 しかし現実

には、図 1に示すように、再生 ・循環が不可能な

形態での資源エネルギーの消費、あるいは生態系

の備えている再生 ・循環能力を超えるような量の



資源エネルギーの消費が、

大気圏、水圏、 地圏で構

成される生態系に種々の

負荷を及ぼし、また資源

枯渇を招来させている。

資源問題
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地球生態系大循環サイクル
の自然再生能力を超える資
源エネルギーの需要と廃棄

こうした干見点に立てば、

近年になって顕在化して

きた地球規模で、の複雑な

環境問題も、本質的には

幾つかの論点に絞ること

ができる。例えば図 1に

示したように、キーワー

ドの一 つは「資源エネル

ギ ーの再生 ・循環（還

元）」 になるであろう。

園
環境負荷 再生可能型技術パラダイム

生産供給型技術ノTラダイム ｜生産系技術＋還元（再生）系妓術の連携

｜生産系技術優先｛垂直流通系）ト－ー｜ （トレードオフ問題を解決し、システム化、
I 学際化による水平循環系の槍築）

図！ 資源の再生・循環サイクルの確立が必要

地球上で発生している

廃棄物問題は、我々が最

も身近に見ることのでき

る資源の再生 ・循環の不

全および資源枯渇化の代

表例であり、持続不可能

な技術体系の最終場面が

顕在化したものである。

とりわけ鉱物資源や石油

資源を用いた工業製品の

多くは、人工的な手段 図2 ライフサイクルを構成するプロセスと流通資，原

すなわち工業生産技術によ って製品化されたもの

であり、それら廃製品資源、を生態系が自然に備え

ている機能のみで再生 ・循環させることはほとん

ど不可能である。R.Froschは、自然の生態系

(Biological Ecosystem、NaturalEcosystem) 

と同様な機能を発揮できる産業生態系(Industrial

Ecosystemが新たに確立されるべきであると説

いている九

再生 ・循環機能を実現させるためには、資源・

エネルギーの「揺りかごから墓場まで」、すなわ

ち「ライフサイクル（LifeCycle）の認識」が最も

重要である。

例えば、地球上に存在する資源が採取されて工

業製品として市場に供給され、ある期間にわたっ

て使用された後に廃棄されるサイクルが、製品ラ

イフサイクル（PLC Product Life Cycle）で

ある。PLCの中で、製品自身が、さらには製品

の生産流通使用廃棄（再生 ・循環）に関係

する各プロセスが、種々の生態系負荷を発生させ

ている。図 2に示すように、ライフサイクルをキ蒋

成する各プロセスと、そこを循環する工業製品の

生態系負荷の定量化により 負荷軽減化 を実現し

（ライフサイクルアセスメン卜： LCA）、生態系

に調和することによる地球環境問題の解決を目指

さなければならない。

しかしながらそれは容易なことではない。 なぜ

ならば、我々は環境を巡るライフサイクル内での

対立の図式を、政治体制問、先進国問、先進国対

途上国、地域問、人種問、 宗教問、企業問、消費

者対生産者、世代問などのあらゆるところで見る

ことができるからである。

例えば、経営、財務、購買、技術、サービスな

25 



’96予防時報186

どのあらゆる企業活動において、環境倫理を裏付

ける実行動として、ライフサイクル視点で問題解

決に自主的に取り組むことができるか否かが問わ

れるようになる。 また製造業には、自らが扱う資

源 ・エネルギーが人類の公有財であることを自覚

することも求められている。現代に生きる我々が

次の世代へ健全な地球生態系を引き継げないとす

れば、我々自身もまた「環境倫理」の裏返しとし

ての「環境エゴ」の時代に存在することになる。

環境対立、環境エゴは工学問、技術間でも同様

に発生する。従来まで製造（生産）領域にと って

外在化していた再生 ・還元領域を内在化させた体

系としてライフサイクル全体を認識した場合、図

3に示すような対象域において、数多くの 「トレ

ードオフ問題」が発生する。幾つかの生態系負荷

項目を評価尺度とした場合には、評価尺度問でも

トレードオフ関係が発生する（例えば、省エネル

ギー尺度と廃棄物削減尺度）。

したがって問題を解決するための個別の方策は

明快に提示できるものの、複合的な地球環境問題

に包含されている「環境対立」・「トレードオフ要

素」が解消できるか否かは、 一転して非常に難解

となる。環境倫理、社会 ・経済システム、技術シ

ステムをどのように組み合わせると有効かつ実現

可能であるかが問われるからである。

製造企業には、ライフサイクル視点で生態系に

やさしい製品を安全性、経済性、市場性を満足さ

せながら生産・供給させることが要請される。 ラ

イフサイクルを通してのトータル生態系負荷の低

減化を目的とした場合、「製品（プロダクツ）」と

「生産 ・市場・還元プロセス」の両者に「生態系

負荷の項目

負荷の発生点

負荷の量

再生・代替の可能性

モデル＆評価（優小化）

図3 地球生態系負荷最小化へのトレー ドオフ
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へのやさしさ」が求められる。「生態系にやさし

い製品」を生態系負荷の大きな生産プロセスで製

造することは許容されないことになる。 また当然、

ではあるが、上流側にある生産プロセ スが貢献す

べき生態系負荷軽減分担を、下流の後プロセ スに

移すだけの考え方（ rend of pipe」 style、 「top

of smokestack」style）も認められなくなる。

むしろ上流側技術には、下流側技術の難しさを軽

減化させる積極的役割が求められる。

ただしこうしたトレードオフ問題を克服

(compatibility確保） する自主的努力が広範な

技術革新の起爆材となり、 21世紀に求められる企

業の競争力としても評価 されることになる。 こう

した期待を具体化 し、促進することが次に述べる

環境管理システムIS014000シ リーズを制定する

意義である。

3 環境管理規格15014000シリーズの概要

環境管理規格IS014000シリーズの概要を述べ

る前の予備知識として、次の 4項目 の理解が重要

である。

① 「市場競争原理を前提としつつ、ライフサイ

クル視点での地球環境問題を 自主的取り組みに

より解決することが必要」との国際的共通認識

（前記2参照）。

② ISO規格における「管理 システム」概念の導入。

その代表的具体例 である品質管理規格IS09000

シ リーズ (JIS29900～9904に対応）の採択と

その国際的普及。

すなわち環境問題の解決のために、組織体が

自主的かつ実効ある取り

車且みをするためには、こ

のIS09000シ リーズの基

本 的考え方の導入が有効

と見なされた。 したがっ

て14000シ リーズは、環

境改善のための規制値、

達成目標、活動項目など

を具体的に記述する規格

ではなく、環境改善のた

めに構築されるシ ステム



を客観的に評価する規格であり、簡単には前記

①を促進するための有効なシステムが、構築さ

れているか否かを検証 ・評価するツールとも言

える。

③個々の事業組織等が環境改善のために構築し

た管理システムの実効性を公平かつ透明度の高

い方式で評価するための認証制度において、

ISO規格が適合性評価基準として用いられるこ

とを国際的相互認証を前提として要請する。簡

単に言えば、前記①を実現するために構築され

たシステムの実効性を②の考え方による基準に

よって認証することを国際的に認知している。

④ 先駆的な環境管理システムの規格として英国

規 格BS7750(1992）が制定され、 ISO規格の

モデル (IS014001）となった。

ISO TC207において制定作業が続けられてい

るIS014000シリーズは、幾つかの規格群 (ISO

14000～ 14100）で構成されるが、そのすべてが国

際的合意を得る段階にまでは至っていない。原案

が作成され、国際的合意を得られた部分から実行

されることになっており、現時点では環境管理 ・

監査に関連した 5規格が、 1996年夏までに正式に

制定されようとしている。ISO規格として正式制

定されれば、直ちにこれに対応するJISが制定さ

れる予定である。

以下にISOが制定を進めている規格の大略を示す。

1 ）環境管理システム

環境改善を目指した管理を行うに当たって備え

るべきシステム要素についての規格。 IS014001、

14004の 2規格が先行して制定される予定である。

14000シ リーズの基本となるIS01401には、 ISO

9001～ 9003と同様の基本概念が取り入れられてい

る。具体的には、環境改善を推進してゆくための

方針、計画、実行、運営、点検、記緑、見直し、継続な

どの要素をシステム化することを要求している。

2 ）環境監査

監査者が依頼者からの具体的な提示資料に基づ

いて、基準との適合性を客観的に検証 ・評価する

ためのプロセスに関する規格。 IS014010、140ll、

14012の 3規格が先行して制定される予定である。

3 ）環境ラベル

製品に関係する環境関連情報を文字やシンボル
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マークにより表示する手法についての規格。

4 ）環境パフォーマンス評価

組織の活動、製品、サービスなどにかかわる継

続的な環境改善活動の結果を評価する手法につい

ての規格。

5 ）ライフサイクルアセスメント

製品ライフサイクルにおける環境負荷を定量化

し、さらに負荷軽減を評価するための手法につい

ての規格。

6 ）周穣・定義

IS014000シ リーズで用いる用語とその定義に

ついての規格。

4 求められる環境調和型企業活動

図 4に示すように、産業革命以後の産業活動 ・

サービス体系の革新は、生産部門 ・消費部門に偏

在していた。 しかし地球環境問題に対応するため

には、生産 ・消費・再生 ・循環を一体化したライ

フサイクル視点で構築された体系ヘ移行すること、

すなわちライフサイクルを内在化した体系の構築

が不可欠である。 この新体系が正当に評価されて

地球規模で定着するためには、政治、経済、社会、

文化、個人の生態系調和型体系への移行（green-

ing）もまた不可欠である。国際規格にもそれを

支援する役割が期待され、 IS014000シリーズの

意義もそこにある。

筆者の所属する工業技術院機械技術研究所では、

1970年代から資源、循環機能を体系化した産業技術

の重要性に注目し、「還元工場」論を主張してき

た。 とりわけ1989年以来、資源循環の実現を目標

とした生態系調和型技術の確立を目指したエコフ

ァクトリー（Ecofactory・ Ecology-Based Factory 

あるいは EcologicallyConscious Factoryを短

縮表現）概念の具体化と数多くの要素技術の研究

開発に取り組んできた九

機械技術研究所の唱えるエコフ ァク トリーの

「エコ」は、生態系（Ecosystem）に調和できる

産業技術であること、および生態系の仕組みに学

ぶ（Ecology）べき技術体系であることを強調し

たものである。さらには、「Ecofactory」のEco

は、「Ecology」の Ecoだけではなく、「Econ

27 



’96予防時報186

omy」のEcoをも意味する。その意味するところ

は、生態系にやさしい技術を実現するうえでの最

大の障壁が、生態系調和を経済的メリットにつな

げられるか否かに依存するからである。

企業にとって経済的メリッ卜の確保は至上命令

である。環境問題の解決のための技術体系がライ

フサイクル視点で構築されるとすれば、企業活動

で要求される経済的メリットもまた、ライフサイ

クル視点で生み出される体系でなければならない。

すなわち、エコファクトリーを構成する生産系企

業であれ、還元系企業であれ、環境規制や環境倫

理に基づいた企業活動および個人活動に、経済的

メリットがもたらされる仕組みが必要である。エ

コファクトリーの産業化を加速 ・誘導するための

「環境エコノミー」および「ライフサイクルコス

ト」からみたインセンティプ付与である。

ライフサイクル視点で‘の環境規制の強化と上流

側領域の責任分担拡大という動向を考慮すると、

環境調和型体系の導入に伴う経済的なマイナスを

可能な限り小さくし、また可能で、あればプラスを

も生み出せるような「地球生態系にやさしい技

術」を開発することができれば、それはまさに生

態系問題の解決を企業競争力に転化させ得ること

を意味する。

こうした経済的メリッ卜を論ずる場合、当然な

がらライフサイクル全体での収支を考慮しなけれ

ばならない。ライフサイクル視点での技術体系

「エコファクトリー」に対置されるべき「ライフ

サイクル経済体系」を構築し、経済的メリットを

生み出す原資をどこでだ

工業製品供給

人類の欲望

生活の豊かさ

企業規模拡

問題に見られるような状況に陥る。

トレードオフ問題を解決する過程でのライフサ

イクルコストの大きさは、企業が保持 ・活用でき

る技術レベルにも左右される。したがって生態系

負荷軽減技術を原価低減技術と並立させることに

よる競争力向上が不可欠である。エコファクトリ

ーのプロセスとプロダクトであっても、ライフサ

イクルコストによる市場競争原理を前提として開

発されることになろう。こうした環境改善のため

の活動を客観的に評価して、経済的効率をも同時

に高めるためのツールとなり得るのがIS014000

シリーズである。

地球上の有限資源を工業製品として市場に供給

する製造業が、地球生態系問題としての資源循環

を持続的に可能とするためには、すなわちエコフ

ァクトリーが実現するためには、以下に示すよう

な目標での取り組みが要請される。

① マテリアルライフサイクルを内在化した技術

体系の構築。

② 持続可能なシステム体系を完成させるような

要素の有機的構成。

③ 各システム要素は、 トレードオフ問題を最適

解決するために連携できること。例えば学際的

および業際的な連携が可能であること。

④ グローバルコンカレントエンジニアリング概

念の有効性を認識すること （可能な限りライ フ

サイクル上流側の技術によ って、資源循環阻害

因子を排除できることが望ましい） 3) 

⑤ 生態系調和型産業として自立するために、ラ

れが負担し、それをどの

ように再配分するかが、

ライフサイクル視点で、論

議されなければならない。

例えば、直接的な生態系

負荷発生者負担なのか、

間接的な受益者負担なの

かは、法律体系、経済構

造、国民意識などと無関

係には論議できない。そ

の論議が現実的に適正で

ないと、例えば違法投棄 図4 還元系技術の確立が必要
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イフサイクルコスト低減化への努力が要請され

る。生態系調和を企業戦略とした高度技術開発

に取り組むか否かが、 21世紀の製造業として評

価 されるための岐路となる。具体的対象が地球

生態系問題であっても、新技術の開発レベルが

高いほどライフサイクルコストをイ氏減化し、や

がて来るであろう生態系調和型産業技術の市場

競争時代を勝ち抜き、新産業の開拓につなげる

ことが可能となる。生態系対策技術として負担

増のみを考えるのではなく、新たなハイテク産

業を創出できる領域 として競争力強化を意識し

た開発が重要で、あり、そのためにはライフサイ

クルコストでの評価が不可欠である。

⑥ 生態系調和型製造業は、自らが製造 ・販売す

る製品のマテリアルライフサイクルを考慮して、

資源の水平循環（ホリゾンタルリサイクル）I) 

を実現できるような技術、システム、工場、業

種などを環境調和型に系列化する、すなわちグ

リーン技術系列あるいはエコ技術系列とでも言

うべき新組織を構築する必要がある。中小企業

の場合、異業種提携がこれまで以上に有効となる。

以上の各項目が実現 に至るまでには、経営、経

済、法律、技術などの幅広い分 野か ら参集した

人々による 討 論 の 場 が 必要である。 またISO

14000シリーズに見られるような、公平で透明性

の高い管理システムの導入が、上記の項目の実現

を促進する役割を果たすであろう。 すなわち、

IS014000シリーズの根本概念とな っている「管

理システム」の考え方は、環境改善への貢献を増

大させてゆく一方で、経済効率をも向上させてゆ

くツールの役割を果たせるようになっている。

5 まとめ

本文では、地球生態系問題を特に資源、の循環に

注目して解説した。 したがって、生態系調和塑製

造業における省エネルギーや、 有害危険物等の問

題や個々の材料再生技術は非常に重要ではあるも

のの、ここでは割愛した。

現在の地球生態系問題は、次のように特徴付け

られる。

① 環境問題は地圏、水圏、 大気圏のすべてにわ
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たる地球規模での複合的現象。

② 人工的手段（生産プロセス）によって作られ

た人工物（製品）は、再び人工的手段（再生 ・

循環プロセス）によらなければ再生できない不

可逆性の高さを持っている。

③ ライフサイクル視点での問題把握の必要性と

トレードオフ要素の存在。

④ ライフサイクル内在化視点でのパラダイム転

換によ る連携的かつ継続的な問題解決への努力

が必要。 その実効性を高めるためには、システ

ム的取り組みが有効であり、 コンカ レン トエ ン

ジニアリング手法やIS014000シリーズを活用

すべきである。

地球生態系問題の内在化を実効あるものとして

生態系負荷の軽減化を実現するためには、社会

的 ・経済的プレークスルーと技術的ブレークスル

ーとが両輪となって前進しなければならない。産

業、社会、経済のすべての領域にわたって「地球

生態系への調和（Greening）」が求められている

からである。生態系問題の深刻化は、産業革命以

後に構築された工業生産の恩恵を享受する近代文

明パラダイムを、「Greening」を通じて どのよう

に転換させるかの問いかけでもある。IS014000

シリーズの制定は、 環境調和型企業への転身を促

進することに貢献するだけでなく、より高度に環

境調和を実現した企業に対しては21世紀型企業と

しての強力な市場競争力を付与することに貢献す

るであろう。
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長谷川俊明 弁議士／本誌編集委貝／司会

近年テーマパークなどのアミューズメント

施設が全国各地に展開されて、多くの人を集

めている。 また、 ドーム、メッセ、アリーナ

などの大規模施設では、各種イベン卜が催さ

れている。

このような施設に集まる人々の多くは、ア

ミューズメン卜やイベントに熱中しすぎて、

安全（危険）に対する注意は疎かになりがち

である。 それだけに施設側の安全に対する細

心の配慮、が求められている。

そこで、このような施設の安全対策の現状、

安全上の課題、事故発生時の対策などについ

て設計者、施設所有者ならびに警備会社それ

ぞれの立場から、意見交換をしていただいた。

3目

｜アミr ズメント搬の現状と諮問題｜

司会（畏谷川） 今日はお忙 しいところをお集

まりいただき、ありがとうございます。

最近、テーマパークなどのアミューズメント施

設が全国各地で展開されてきまして、大勢の人を

集めるようになっています。ドーム、メッセ、ア

リーナなどの大規模施設では、スポーツやコ ンサ

ートなど、各種イベン トが催されていますが、こ

のような不特定多数の人が集まる場所では、安全

に対する注意が不可欠になります。また、万一事

故がありますと、大規模な被害が発生する可能性

もあります。



そこで、このような施設の安全対策の現状ある

いは課題、さらに事後的な賠償問題も含めて、そ

の対策などについてお話しいただきたいと思います。

まず最初に、自己紹介をしていただければと思い

ます。

吉田（克） 竹中工務店の吉田です。私は防災

関係を専門にしておりまして、今日のテーマであ

るドームとかアリーナとかメッセなどの建物の中

には、直接防災設計に携わったものもあります。

私とそれらの施設とのかかわりの始まりが、こう

した建物の防災設計を初めて担当させていただい

た東京ドームでした。また開問屋根の福岡ドーム

も、防災面での設計を担当いたしました。

防災問題というのは、アミューズメント施設に

限った話ではありません。例えば大型のデパート

のように不特定の方がたくさん集まる建物はほか

にもあります。

ただ、今日のテーマになっている大型のイベン

ト施設と何が違うかというと、デパートなどのビ

ルにはそんなに大きな空間はありません。特殊な

例を除けば天井の高さがせいぜい 4m程度で、 1 

フロアに入れる人数は数百人から数千人ぐらいで

す。建物全体でいうと階数分ですからその何倍も

の人が入れますが、どこかで火事が起きたときす

ぐに逃げなければならないのは、そのフロアの人

だけでいいわけです。 ところが、ドームとかメッ

セとかの大空間の建物になりますと、その建物に

いるほとんど全員が同時に事故を知ってしまいま

す。 したがって一斉に逃げてもらわなければなら

ないこともあるわけです。 ここがデパートなどの

いわゆるビルと、 ドームのような大型施設とで、

はっきり違っている点です。

その違いを認識しますと、例えば防災のための

設備にしても、その空間にふさわしいものが必要

になってきます。東京ドームのときに、私どもで

新型の消火設備を開発してご採用いただいたので

すが、そういうことも必要になってくるのではな

いかと思います。

また、東京ドームの場合には、屋根が空気の圧

力で支えられている、福岡ドームの場合は、屋根
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が聞いたり閉まったりするということで、防災設

計上、建物の形態、仕組み、構造などに応じて、

考えなければならない謀題が出てきます。

内山 後楽園遊園地の内山です。営業担当副部

長をしております。

後楽園遊園地は、遊園地部門に約102名の正社

員がいます。社員数が少ない感じがしますが、販

売食堂関係は別の部門として独立していますので、

いまお話しした人数に入っていません。

私の担当は、オペレーターと社員の教育や新機

種の導入、開発、メンテナンスなどで、具体的に

は、遊園地のアルバイトの人数や年間営業時間を

決めたり、お客様のトラブル、苦情、事故の処理、

新機種の導入、機械の故障の対応などで、遊園地

業務のかなりの部分を占めています。

後楽園遊園地ゆ、昭和30年に山の手線内唯一の

遊園地ということでオープンしましたが、例えば、

花見ができるといった他の要素がありませんので、

どうしても新しいライド（乗り物）を導入して集

客力を高めていく必要があります。 いまはおよそ

25種類のライド機種がありますが、会社の理念と

して、事故を起こさないようにすることが最重要

課題となっています。

ライドは国産が半分、後はスイス、 ドイツ、イ

タリア、オランダ等から輸入します。輸入品はど

うしても、外国人と日本人の身長差とか国民性の

違いなどから生じる不都合な部分があります。例

えば輸入品の中には、ヨーロッパの移動遊園用に

設計、製造されているものもあることも事実です。

それをいかに日本用にアレンジするか、また事故

を起こさないためには、操作する人の教育も含め

どのような仕組みを作るかなど、常に日本の仕様

に合わせた機械や管理体制にしていかなければな

りません。

部長も含めた会社全体で、職場安全委員会を月

1回開催し、また私のところでも各ゾーンから 2

名ずっと電気関係、メンテ関係を含めてオペレー

ターの人たちが集まって委員会を開いています。

そこでシートベルトをもう 1個追加してくれとか、

座席に滑り止めを付ーけてくれとか、柵をつくって
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くれといった答申をまとめて、提出するシステム

を作っています。

7月10日ぐらし功主ら 9月20日までの夏期には、

2か月間も夜の

10時まで営業している遊園地は、世界中でもほか

にはないと思います。したがって、社員の労働時

肉体的にも精神的にも負担となり

夜の10時まで営業していますが、

労働

聞が長くなり、

ます。そこで、できるだけ事故を起こさないため

に、 10年前から年間公休数を120日にして、

密度があまり過密にならないような楽なローテー

ションで行っています。お陰様で大過もなくやっ

それも社員の仕事に対する意識と

か労働条件の改善などの現れだと思います。

遊園地の中での一番大きなトラブルは、乗り物

の身長制限にかかわるものです。各地の事故が報

道されるようになってから、我々社員も含めてお

客様にも安全性の重視という姿勢を充分わかつて

てこれました。

司会 不特定多数の何万人という人が集ま った

場合に、事故が発生しないようにということです

が、最近さまざまな催し物が行われる機会が、

えているように思います。実際に最近のイベ ント

の開催頻度、種類、動員数、などの傾向はどうで

しょうか。ますます増えてくる｛頃向でしょうか。

東京ドームの場合は 5万人以上収容がで

いただけるようになりました。

吉田（末） 綜合警備保障の吉田です。私ども

の会社は社員数が 1万3,500名ほどいます。大別

しますと、セキュリティーシステムによる機械警

増備と常駐警備と現金輸送関係の 3つです。常駐警

備については、施設警備が主となりますが身辺警

議とか私邸箸備、大型の臨時警備があります。

内山

大型のイベントや

核燃料輸送警備、身辺警護などがメインです。イ

ベント的なものは大阪万博とか神戸博、横浜博、

示Aが担当しておりますのは、

それだけの会場を埋められるイべきる大会場で、

ントというと開催件数はかなり減っています。タ

1万人の人を集

5万人のスぺ

レントさんのコンサートなどで、

めるのは大変なことなのですが、

スを 1～ 2万人で使ったら閑散としていて、ある

意味では失敗だと言われてしまいます。ですから、

もう少し小規模の施設のほうが使いやすいという

その中で各パピリオンの警備をさせて

いただきました。

大きな会議場などを借りてイベントをやる場合

に、関係官庁等と充分な調整、協力の下に行うわ

けですが、私どもが一番心配しておりますのは、

入場時と退場時です。これはかなり神経を遣う部

筑波博等、

ことがあります。

司会 景気の影響もあるのでしょうか。

吉田（末） それが一番大きいと思います。以

前はイベントの警備もかなりありましたけど、最

分です。

事故防止が目的ですが万一事故が起きた際の重

点課題は、避難誘導、パニック防止です。事故防

近は少ないですね。

しかし、それでいながらイベント施設の

ナゴヤドームなど予定が幾つかあるよ

止については社員一人一人が自分の置かれた職責

を全うすることが重要であることを、機会をとら

司会

建設等は、

え指導をしています。また、そのための特別な教

育、訓練に力を入れています。
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うに聞いていますけれども、今後もイベント施設

は増えるのでしょうか。

吉田（克） 引き続き増加する傾向があります。

いまお話のありましたナゴヤドームは来年の春に

オープンしますし、大阪ドームもいま工事中です。

さらに、各地の自治体がそれより小型のドームを

建設されているようです。東京ドームと比較すれ

ば、何分の lの規模かもしれませんが、単体とし

て見れば充分大きなボリュームの建物です。

司会 事故の予防をしなければいけないわけで

すが、例えば火災ですとか地震ですとか具体的に

どういう事故を想、定して安全対策を行っているの

か。 これにはハード的な面とソフト的な面の両方

あると思いますが、それぞれのお立場でお話しい

ただければと思います。

吉田（克） 基本的には、まず火災のときにど

うするかということがあります。地震については、

耐震性についての技術はありますので、それほど

心配はしていません。 その他の自然災害について

は、東京ドームの場合は、空気で膨らませている

屋根に雪が積も ったときにつぶれないのか、など

も考えました。

司会 屋根がありますから、煙対策などもある

と恩、いますカf。

吉田（克） 煙は福岡ドームを設計して初めて

気がついたんですが、屋根が聞くとかえって風で

煙が乱されて、観客席のほうに煙がなびいていっ

てしまうということがコンビュータの計算でわか

りました。

例えば屋根が聞かない東京ドームでは天井まで

60mありますから、かなりの量の煙が出ても上に

たまって、お客さんのいるところまではなかなか

下がってきません。

福岡ドームの場合、慌てて屋根を開けると、か
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えって空気が乱れてしまいます。結果的には、あ

る程度以上の強風が吹く場合には、屋根を閉める

ことになりました。

司会 どういう事故を想定しているかという点

で、内山さんはいかがでしょうか。

内山 昨今のライドというのは、過激な割には

操作が単純で、ボタン 1個で走って勝手に止まり

ます。昭和40年ごろのライドは、だいたいオペレ

ーターが手作業で全部操作していますから、 3分

間ライドの動きに集中していました。 そういう意

味では、機械化 により単純作業になり過ぎたため

に、オペレーターの目線がほかにいってしまうこ

とがあります。簡単になり過ぎてかえって事故が

多くなったという感じがします。

さらにコンビュータが進歩して、機械のブラッ

クボックス化が進んでいます。したがって、その

ブラックボックスのわかる人がいないと、臨機応

変な対応ができませんので、従業員の教育 ・訓練

は欠かせません。

司会 阪神・淡路大震災で、倒れるはずがない

と言われた高速道路が倒壊したといったことがあ

ったのですが、あの地震の後安全基準を見直され

たりしましたか。

内山 例えばの話、各ライドには自家発電装置

がありますが、大抵お客さんの自の届かない地下

の倉庫みたいなところに置いてありますから、本

体はなんともなくてもその倉庫のほうが被害を受

けて、自家発電装置も動かない可能性があります。

ですから、基本的には絶対壊れないものをつくっ

ておいて自家発電装置などには期待しないで済む

ようにしておかないといけないと，思います。

司会 警備の面からはいかかでしょうか。

吉田（末） 先ほども触れましたが、かなり神

経を遣う部分が入退場のときです。出入り口の階

段は下りよりも上る方が安全といわれますが、と

れは外で長時間待っていますので、大抵開場と同

時に一斉に走り込んできます。そのように殺到し

ますと、将棋倒しのような事故が発生する危険性

が高くなります。長く待たされたとか、よい座席

を確保したい、タレントに早く会いたいといった
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心理的な問題が大きいので、 200人ぐらい入れて

途中何分か時聞をおき、段階的に入れていくとい

った工夫が必要になると思います。

もう一つは、誰か 1人が走り出すと連鎖的に全

体が走り出すということがあります。可能であれ

ば警備員を最前列に配置し、ある一定のところま

で誘導していくということが一番よい方法ではな

いだろうかと恩、います。

吉田（克） たしかに入るときと出るときに問

題があります。例えば東京ドームでは、入るとき

はピークがなくゆっくり入ります。ですから回転

ドアでゆっくり入れればよいのですが、出るとき

は火事でなくても急ぐので、回転ドアだけでは間

に合いません。

吉田（末） 回転ドアは、人の流れるスピード

を抑える効果があるようですね。

内山 野球の場合、入るのは開場時間の 4時か

ら開始時間まで 2時間ぐらいの問ですから、そん

なに混雑はしません。 しかし、出るときは皆さん

家路を急ぎますので30分ぐらいで 5万人以上の人

が一斉に出ょうとします。 2時間と30分の差があ

るわけですから、当然入場時と閉じような対応で

は、さばききれません。

吉田（克） それで、回転ドアの両脇には必ず

内側から外に聞く避難用の扉がズラッと並んでい

ます。全部で100枚ぐらい付いています。通常の

退場時にも一部を開けていると思いますが、火事

になったら 1枚 2m＇として合計200m• ぐらいの穴

が、あくわけです。その避難扉が全部開いて空気

が抜けてしまったら、いったい屋根はどうなるの

かという議論をしたことがあります。

司会 しぼんでしまうのではないですか。

吉田（克） 東京ドームの送風機は、それでも

しぼまない台数が取り付けてあります。普通は 1

～ 2台だけ送風機が回っていれば屋棋はあの形を

維持できますが、全部で32台も付いています。 自

家発電の容量も、避難のときの空気の漏れを前提

として決めであります。

実は設計上そこが一番難しかったのですが、空

気が漏れるから、出口は少なくしたいわけです。
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適正な避難時間内で逃げられるのに必要な送風機

を付ける。 しかし、何が適正な避難時聞かという

と、建築基準法には書いてありませんし、他の文

献にも全然根拠が見っかりませんでした。結局、

先ほど申しましたように煙がたまって、そのまま

放置して上から煙がどんどん下がってきて、人の

ところに来るまでの間に、みんなが外に出られる

ようにしようということで考えました。 そうする

と20分ぐらいの余裕があります。

司会 その間に出られると。

吉田（克） しかし20分以上平気だとしても、

20分も待たせていいのかという議論になりまして、

ある大きな屋外競技場の設計のときに、最大限15

分を限界にしたと書いてある文献があったので、

人が群衆状態で待てるのは15分が限界なのだろう

と判断しました。実際は、理想的に皆さんが移動

していただければ10分ぐらいで出られます。

司会 ドームのような巨大空間ですと、例えば、

外野の席で火災が起こったというときに、ほとん

ど全員に一度に見えてしまうということになりま

す。 そうすると、そこで全員が出口に殺到する可

能性がありますので、ああいった施設では、特に

そういった対策が必要になってくると息います。

吉田（克） 昭和20年代に、ある木造の球場の

外野席で、火事になったことがあります。 そのと

きは激しく燃えまして、消防自動車まで燃えたと

いうぐらいすごかったようです。 そのときは火元

と反対側の内野席がパニックになったそうです。

しかも、最初はおもしろがって見ていたけれども、

突然ワッとなってしまったという記録があります。

最近のスタジアムはそんなに燃えるものはなく

て、あえて言えば椅子が燃えるぐらいですから、

大火災になるとは思えませんが、実際に火災にな

ったときにお客さんがどう反応するかは、いまひ

とつ読み切れない面があります。

ですから、私ども設計する側としては、入って

きた所に戻るという、人間の基本的な習性にのっ

とった避難経路を考えています。東京ドームの場

合は切符に入るゲートの番号が書かれています。

コンコースからゲートの番号を照会して、そこか
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ら入ればその縦列に沿って自分の席がある。です

から、逃げるときもそこからサッと逃げればいい。

そういう意味で、出口の配置はできるだけわか

りやすくする。通路の幅なども、出口の所に来て

急に詰まらないようにするとか、 1か月庁の出口に

あまり過大な人数を集中させないでなるべく分散

させる。そういう対策はかなり考えました。

司会 設計段階から安心感を与える。 もとの所

に帰ればいいという、安心感、を持たせるような設

言十をするということですね。

吉田（克） 単純明快なプランと私どもは言っ

ています。

先ほどの話に戻りますと、どう反応するかわか

らなくても設計をしなくてはなりませんから、そ

ういう設計をしましたが、やはり吉田（末）さん

がおっしゃるように、 イ可かあったときにどう反応

するかをコントロールするのは、結局、人間によ

る誘導です。そういった、その場の誘導をする係

員の方をみっちり教育されていると、混乱という

のはかなり大幅に防げるのではないかと思います。

吉田（末） まさに我々の真価が問われる瞬間

だと忠、います。

吉田（克） 言 い忘れましたが、例えば大群衆

が逃げるということと、消防隊が消火活動をするとい

うのが、どうしてもパッティングしてしまいます。
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出て くる群衆の聞を縫って消防車が入ってくる

というのは大変なことです。そこで、東京ドーム

では人工地盤が生きてきます。人工地盤の上に 5

万6,000人全員収容できるようになっています。

そこから先に逃げなくても、皆さん人工地盤の上

に、とにかく出てもらえばいい。消防隊は 1階の

レベルでグルッと周りを回って要所要所から入れ

るようになっています。

司会 安全対策の、特にソフト面について、設

計段階から保守、整イ蒲という部分も合わせてお聞

きできオ1ばと

まず社員教育ですとか、マニュアルをどのよう

に作られているかといった観点でいかがでしょうか。

内山 安全蘭でいうと、メンテナンスは、機械

関係が 9名と動力関係が 7名という体制で、遊園

地の中に16名詰めています。機械にマニュアルが

あるわけですが、オペレーターが点検してちょっ

とでもおかしいと思ったら、メンテナンスに連絡

します。人件費の問題も含めて、メ ンテナンスの

部門を16名も抱えるということは大変なことです

が、あえて安全のために行っています。

例えば、故障で消防隊のはしご車が来るまでに

2時間かかった、 5時間かかったという話があり

ますが、それは多分自分のところに技術者がいな

いので、外部から呼ぶのに 2時間かかった、とい

うことだと思います。自分の敷地内にいれば、そ

れなりの対応はできたはずですし、少なくとも緊

急的なものは、対応できるのではないかと思います。

後楽園遊園地の場合、東京ドーム構内全体を含

めて、いろいろな専門家の事務所があります。 そ

ういうものを利用しながら、緊急時には対応しよ

うということで、会社全体の安全対策を考えてい

ます。

司会 警備会社のお立場から、特にソフト面と
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いうことになると思いますけれども、安全対策に

ついていかがですか。

吉田（末） 警備機器も充分に活用しています

が、結果的には機械が対応をするわけではないの

で、社員教育にはかなりウエートを置いてやって

います。これは意識の問題ですが、何もないだろ

うと思いながら警戒をするのと、あらゆる有事を

想定し警戒するのとでは、初動が大きく異なると

思います。ですから、この意識の問題は強く教育

しています。警戒している隊員は、ここで何か起

きたらどうするのかということを常に考えていな

いと、とっさには動けませんので、常にイメージ

トレーニングを心控トけさせています。

また、私どもは以前から力を入れ教育をしてお

りますが、自治体によっては防災センター勤務者

については、資格を義務付けるという制度があり

ます。 さらに、消防設備土の資格を取得させると

いうことも推奨しておりまして、事前に研修教育

を行い、それで試験に挑ませて資格を取得させて

おります。

さらに、予測できない原因で災害、火災が起き

た場合に、右往左往してしまうということでは困

りますから、各種警報表示盤の扱い方とか消火方

法につきましても、かなりの時間を割いて教育を

しています。

社内で屋内消火栓の操法競技会を聞いています

が、これはブロックごとの優秀隊を東京に集めて、

防災週間に合わせて競技会を実施しています。た

だ、我々が心配していることは、競技会のための

訓練では困るということです。施設単位でもご協

力をいただきながら、お客様と私どもが一緒にな

って訓練をするという機会も、数多く設けています。

訓練のときはできても、有事の際、活動できな

ければ意味がありませんので、繰り返し行ってい

ます。 そして、常にそういうイメージを持ちなが

ら警備をしています。

消火器が指定の位置から移動している場合など、

自分たちが使うわけですから、元の位置に戻す。

それすらも把握できていないというのでは、警備

会社としては恥ずかしいことですから、常日 ごろ
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の教育においても、現場実態を把握するというこ

とを徹底しています。

司会 イベントの種類ですとか集まる人数、あ

るいは要人警備のように警備にもいろいろあるよ

うに伺いましたが、それによって研修内容も違う

のですか。

吉田（末） 違います。警備員が従事する警備

業務の区分（施設警備業務、雑踏警備業務、輸送

警備業務、身辺警備業務）に応じて講義および実

技訓練の方法で行っています。これは半年に 1度

ずつやらなければいけないと警備業法で義務付け

られていますが、それにさらにプラス して、専門

的なものを教育していく という形をと っています。

司会 どの程度細かく分類されているか興味が

あるのですが、例えば 5万人集まるとしても、サ

ッカーのファンと野球のファンとでは、違う対応

をされるのですか。

吉田（末） そこまでは細かくはありません。

ただ、先ほど申しましたように入退場時と心理的

な部分、例えば外部で長く待ってもらうという場

合には、開場時間までの時間が後30分だとか15分

だとかをお客様に伝えます。いつ開けてくれるの

かわからないと、後ろのほうはやきもきする、イ

ライラしてくる、そういうことの結果が、入場し

たときの行動につながってくるので、注意してい

ます。こう いう群集心理対策は過去の経験から得

たノウハウです。

司会 よく外国のサッカーの試合などでは死亡

者が出たりすることがありますよね。

内山 日本人はスポーツ観戦でもマナーは非常

によいと思います。それを基準に警備をやってい

ますので、ごく一部に、外国並みの方がいたりす

ると異常だなと思いますが。

司会 そうかもしれませんね。

内山 警備の方は、長年蓄積された経験があり

ますから、正直な話、どこが、いつが危ないのか

ということを我々以上にご存じです。ですから、

警備員の数が300人必要と恩われるときに、主催

者の予算上の問題で200人とするような場合、難

しい蘭もありますが、我々のほうで主催者側に増
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です。これは自信過剰と言われるかもしれません

が、大丈夫なんです。ですから、すかさず「慌て

ないで、指示があるまでそのまま落ち着いていて

ください。」と言うだけでも相当違うと思います。

先ほど私が言ったように、いかにぺーパ内山

ーで準備していても、訓練していないと自信を持

ってお客さんに説明できません。この機械はこう

なったけど、このままじっとしていれば安心だか

ら待っていてくださいとはっきり説明すれば、慌

2次災害を防てて移動されて落ちたなどという、

ぐことカfできると恩、います。吉
田
末
義
氏

したがって、避難誘導やアナウンスの訓練をや

2回より 3

固と訓練するほど慣れてきます。

ない人は自信がなくて、お客さんの前でマイクも

使えないし説明もできない。オドオドしているだ

けで、みんな機械のほうにいってしまって、肝心

1回より 2回、

1回もやってい

っているわけですが、

のお客さんはそのままになっている。何度も訓練

して慣れてこないと、 100人や200人の前で説明で

員要請をしたりします。

東京ドームは、場所を貸しているだけですけれ

ども、警備会社と我々とは長年のパートナーで、

一番言いにくいことはこっちのほうが言ってあげ

きないのです。

吉田（克） 非常放送の訓練などではしゃべっ

ている人が緊張していて、聞いているほうが不安

になってしまうことがあります（笑）。ですから、

デパートなどでは放送室に放送用のいろいろなタ

る等、そういう意味では信頼関係というのはあり

ます。

司会 非常時のアナウンスも重要だと思います

パニックということについて随分

イプの原稿がありますね。

カf。

吉田（克）

議論したことがあるんですが、不安定な状態にた

だ置かれただけでは、パニックは起きないらしい 火事のときなども、その場の場当たりでしゃべ

るのではなく、決まった文言で落ち着いて読むよです。危険な状態に遭遇しても、それだけでは起

うなものがないと、うまくいかないみたいですね。

日ごろの訓練が相当重要だということで

きなくて、その状態のまま放っておかれるとか、

司会

しようヵ、

放 っておかれた状態で不安感がずっと醸し出され

たときに、大丈夫だとかいゥた声をかけるリーダ

ーがいないという状態が続くと、そのうちだれか

が走り出すと、みんなワッとなってしまう。この

ように局面がスパッと変わってしまうのがパニッ

クではないか、という議論をしたことがあります。

吉田（末） そういう意味では、長時間情報を

与えないで大勢の人を放置するというのが、一番

司会 最後のテーマですが、不幸にして事故が

発生してしまった場合の対応ということを、お話

よくないです。

吉田（克） そうですね。例えば東京ドームの

場合は、 外野で火事が起きたときは内野の人は逃 しいただきたいと思います。その場での緊急対応、

避難誘導という問題があると思いますが、とれも
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そういう設計にしてあるんげなくていいんです。
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マニュアル等があるのでしょうか。また、何が問

題になるのか、あるいはどういうポイントがある

のでしょうか。

内山 後楽園遊園地の場合は全部自衛で、例え

ば火災の場合はまず119番通報して、次に中央監

視セ ンターに連絡します。 以前消防署の研修会に

行って感じましたが、通報の第一報というのは火

災、事故を含めて重要です。通報が遅れたために

大火になったり、例えば心臓麻療なのに、足が骨

折したなんていったら全然対応が違うわけですか

ら、正確な情報を速く伝えるということが大事です。

火災の場合は、自分たちで自衛消防隊を訓練し

ていますので、通報したら初期消火をやりながら、

消防車が来るまで消火活動やお客様の救出活動を

するようにし、その自衛消防のできる範囲を訓練

をしています。

司会 響備の方は、誘導したりあるいは最後ま

でその現場に残ったりということで、場合によっ

ては怪我をされたりすることもあると思いますが。

吉田（末） 私どもは火災が発生したら、当然

避難誘導が優先されます。ご契約先の方も自衛消

防隊を編成されているわけですが、初期消火、お

客様の避難誘導と消防隊の誘導というのがメイン

です。

消火栓を使うような状態になりますと、初期消

火の段階を過ぎていると判断すべきでしょう。一

生懸命消火活動に努めたが結果的には消せなかっ

た、そのために通報が遅れて被害が拡大した、と

いうことでは話になりませんから、基本的には、

カーテンなど内装に火が移ったら初期消火の段階

は滋えていると判断し、速やかに関係当局に通報

することが大切です。 いずれにしても 119番通

報・避難誘導 ・初期消火は同時に行うに越したこ

とはないので、その優先順位の判断がきわめて重

要だということです。

司会 関係当局、消防署にしても大きなイベン

卜などがあるときは、あらかじめそれを届け出る

システムだつたと

吉困（末） 大きいイべントのときは、必、ず消

防の方がお見えになつていますし、打ち合わせは
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事前に充分行っています。

司会 賠償問題というのが、その場の緊急対応

とは別に出てくることになりますけれども、緊急

対応にしても、対応いかんによ っては被害が拡大

することもあります。 その賠償問題についての対

処ということを、最後にお聞きしたいと思います。

例えば、責任の所在について、ハード的な施設

そのものに設計上の問題があったと、被害者の側

から主張してくるかもしれませんし、過去にそう

いう裁判もありました。一方、ソフト面で誘導避

難の仕方が悪かったと言われるかもしれません。

そのような場合の補償問題全般についての対応、

あるいは今後の見通しなどはいかがでしょうか。

内山 ドームを含めて遊園地は、 不特定多数の

人が集まるということで、賠償問題という のは、

こちらの人的 ミスなのか機械的ミスなのか、それ

以外のケースなのかといった、その場で我々だけ

では解決できない部分が出てきます。ですから、

弁護士や専門家と相談しながら対応することにな

ると恩、います。

どこの野球場でもファールボールなどによるケ

ガが問題になっていますけれども、防止策として

全部ネ ットを張 って しまえばよいのかというと、

そうすると火災などの防災上の問題がでてきます。

球場を抱えているところは、非常に難しい問題だ

と思います。

遊園地でも施設でただ転んで足を切ったのか、

乗り物の間隔が基準値を超えていて事故が起きた

のか、といった問題が起きているのも事実です。

こういった ときには、我々だけでは判断できな

い部分が多いので、会社全体で専門家のほうにお

任せしようということになっています。

司会 そうですね。全体的な消費者の意識とい

いますか国民の意識として、賠償責任を追求する

ような風潮になりつつあるようにお感じになって

いらっしゃいますか。

内山 騒音の問題なども、現実にある遊園地で

は、鉄の車輪のコースターをやめています。裁判

で基準値を超えているということで負けています。

今後そういうことにも充分気をつけていかなけれ
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ばならないと思います。

吉田（末） 補償問題は増加の傾向にあると思

います。警備会社の場合、第三者との補償交渉は

原則としてご契約先が窓口となり、ご契約先の最

終損害額に対し、その責任度合いに応じて警備会

社が補償するということになります。

司会 その契約の中に責任分担条項などを入れ

るんでしょうか。

吉田（末） 警備行為は、すべて契約書に記載

してある任務に基づき行われており、第三者に対

する権限も、その施設管理者の有する管理権限内

ということです。 したがって警備会社の責任は、

任務分担とそこに配置する人数の関係により大き

く変わります。

司会 製造物責任とは直接関係ありませんけれ

ども、そういう法律も制定されたということで、

見直す動きなどはないですか。

吉田（末） 私が知っている範囲では、特別に

そのようなことは聞いておりませんが注意すべき

問題だと思います。

吉田（克） 難しい問題ですが、少なくとも設

計段階では賠償問題などは考えませんね。設計段

階では、その時点で考えられるあらゆる危険要因

を想定し、対策を盛り込んで安全な設計をするよ

うにしています。 これまで知られていなかった原
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園、つまり未知の危険要因によって事故が起きる

こともまったくないとは言えませんが、そのよう

な場合は、ある程度は仕方がないと思っています。

大切なのは同じ事故を繰り返さないことであり、

これまでの安全対策の歴史を見ても、社会の変化

に伴って新たな災害が発生する都度、法令が改正

されるなど、いろいろな対応が積み重ねられてき

ています。

何かあって、設計に暇抗があったかどうかの判

断については、裁判などで明らかにしていただけ

ると思、います。

司会 実際につくってみて、例えば、階段が予

想以上に急過ぎたとか、滑りやすくできていたと

いうことで、っくり直すとかいうことはありますか。

吉田（克） それは法律自体の問題も絡んでい

ますが、基本的には法律に準拠して設計していま

すので、暇痕は免れると考えています。 ただし、

階段は別として、実際に使った方が問題と言われ

れば直すこともあります。

司会 使う際の取扱説明書、注意書きみたいな

文章を施設管理者に渡す際に、かなり気を遣われ

たのではないかという気がしますが。

吉田（克） それは担当者レベルでかなり細か

くやっているはずです。製造物責任法の本来の趣

旨からいうと、多分、一人一人のお客さんに伝え

なければならないことがたくさんあるのでしょう

が、不特定多数にすべてのことを説明してからで

ないと入場させないという話は、とても現実性が

ないと思います。

司会 ドームや遊園地そのものは、不動産で動

産ではないですから製造物責任法は適用されない

でしょう。

吉田（克） ただ、最近の判例や解釈などによ

ると、かなり広範囲な解釈がされているようにも

伺っていますので、今後どうなりますか。少なく

とも、私ども設計の立場からは、一般のお客さん

に直接説明するという仕掛けはないわけです。

司会 そこまで特に要求されているわけでもな

いような気がします。本日はお忙しい中、どうも

貴重なお話をありがとうございました。
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はじめに

「火災予防」という観点から一つの建物を見た

場合、まず大切なことは、「火」を出さないこと、

そして「人」に危険が及ばないこと、さらに万が

一「火」が出ても拡大しないことがポイントであ

ろう。

火災の調査は、なぜ「火」が出たかを究明し類

似火災の再発を防止する事で火災の予防を図り、

なぜ「人」に危険が及んだり、「火」が拡大した

かを究明して、防火安全性の向上を図ることを目

白句としている。

これまでの調査結果を顧みると、産業構造をは

じめとするさまざまな社会事象の変遷に伴って、

次々と新たな「出火危険 l が現れては消えていく

のがわかる。

今回は、産業構造の変化を見るうえでも、特に

「製造業」に着目し、どのような「出火危険」 が

出現し、どんな変化を見せているかについて火災

データと火災事例の両面からまとめてみた。

図 1 業態別火災発生状況（平成 2～6年）

＊さたけ てつお／東京消防庁予防部調査課長



2 業態別の火災発生状況

図 1は、過去 5年間の東京消防庁管内における

業態別の火災発生状況を見たものである。

業務上火気を使用する機会が多い「却売小売飲

食業」と「サービス業」で半数以上を占め、次い

で「製造業」の火災が全体の14.0%を占めている。

製造業における火災発生状況は、平成 2年から

表｜ 主な業種別火災件数（平成 2年～6年）

順位 事長 種 .8JJ 件数

1 出版・印刷・同関連産業 176 

2 金属製品製造業 168 

3 一般機械器ー具製造業 125 

4 食料品製造業 109 

5 その他の製造業 79 

6 家具・装飾品製造業 77 

7 電気機械器具製造業 75 

8 プラスチック製品製造業 71 

9 木材 ・木製品製造業 70 

10 なめし革・同製品 ・毛皮等製造 61 

表 2 主な出火原因の占める割合の比較（平成2～6年）
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6年 までの 5年間に 1,412件もの火災が発生して

47, 718m＇が焼損しており、 以下この 5年間の状況

について見ることにする。

1 ）製造業の業種別火災発生状況

表 1は、製造業にお ける業種別lの火災件数で

ある。

最も多いのは、東京の主要工業の第 l位でもあ

る（「データでみる県勢1996年版」による）「出

版 ・印刷・同関連産業」で、製造業における火災

の12.5%を占めている。

次に多いのは、金属製品製造業や一般機械器具

製造業、食料品製造業へと続いている。

2 ）製造業における火災の出火原因

全火災における発生率と製造業における発生率

とを比較した状況をまとめると表 2のようになる。

以上の出火原因の特徴を分析してみると、製造

業の「「I＼火危険」としては、業務上使用する「火

気」に起因することが多

しlo

比較的製造業にタいもの 比較的製造業に各｛.t.いもの

特に 「溶接器」などは、

作業環境の整理が充分で

ないために、周囲の可燃

物等から出火しているも

のが多くなっている。

出火 原因 製造業 会 体

5.5% 2.1% 
溶接器

(77) (683) 

3.1% 1.7% 
電気コ ド

(44) (574) 

3.0% 1.4% 
石油ストープ

(43) (448) 

1.8% 0.6% 
ごみ焼却炉

(25) (192) 

1.6% 0.2% 
コンデンサ

(23) (53) 

1.4% 0.2% 
屋内配線

(20) (136) 

※ （ ）内数値は、火災件数を示す。

出 火 原 因 製造業

0.4% 
花 火

(5) 

1.1% 
たき火

(16) 

2.1% 
火遊ぴ

(29) 

3.1% 
ガスこんろ

(44) 

28.3% 
放 火

(400) 

11.0% 
たばこ

(155) 

会 4本

1.2% 

(398) 

2.5% 

(835) 

5.5% 

(1816) 

8.7% 

(2881) 

36.2% 

(11965) 

15.9% 

(5249) 

また、「電気コード」

や「コンデンサ」、「屋内

自己線」などについては、

比較的自の届きにくい部

分であり、さらに企業の

利潤の追求といった面か

らすると、維持管理する

直接のメリットが表れに

くいことからとかく見過

ごされ、出火しているも

のが多い。
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反面、一般的な「出火危険」として認識されや

すい「放火」や「たばこ」「ガスこんろ」などに

ついては、製造業の火災においては発生率が低く

なっている。

3 防火安全への歩み20年

ここでは、平成 6年中の製造業における火災発

生状況と20年前の昭和49年を比較し、その変化に

ついて見ることにする。

昭和49年に717件発生した製造業における火災

は、 20年後の平成 6年には、 62.1%減少して272

件の発生件数となっている。また、全火災件数に

占める割合を見ると、昭和49年は、全火災件数

8,204件の8.7%を占めるのに対し平成 6年では、

全火災件数6,676件の4.1%となっており、全火災

に占める割合も減少している。

1 ）業種別の火災発生状況

図 2は、製造業における火災件数を業種別に示

したものである。

平成 6年の業種別火災件数と昭和49年の業種別

ワースト15位までを、製造業全体における火災に

占める割合でそれぞれを比較してみると、減少が

著しい業種は、「電気機械器具製造業」（6.8%から

3.3%）、「輸送用機械器具製造業」（4.4%から

1.8%）、「食料 ・飲料・たばこ製造業」（9.1%から

6.3%）、「精密機械器具製造業」（3.1%から2.2%）、

「ゴム製品製造業」（2.6%から1.5%）などを挙げ

ることができる。

また、各業種の事業所数（東京都統計年鑑よ

り ・平成 3年）を母数にして平成 6年中の火災発

生率の傾向を見ると、全般的には、事業所数に正

比例した火災発生件数となっており、昭和49年と

比較しても減少の傾向にある。

ちなみに、発生率の平均を見ると、 10,000の事

業所に対して34件の火災発生件数（発生率は、

0.34%）となっている。

業種別では、「木材 ・木製品」（0.90%）、 「化学

工業」（0.77%）、「パルプ ・紙 ・紙加工品」

(0.48%）の発生率が高く、逆に 「電気機械器

具」（0.10%）、「出版 ・印刷関連産業」（0.12%）、

「精密機械器具」（0.16%）などは、低い発生率と

なっている。

2 ）出火原因の変化

顕著な傾向は、全火災と同様に放火が著しく増

力目した点である。

表 3 製造業の火災発生状況（昭和49年 ・59年 ・平成 6年 ・平成 2年から 6年の5年間）
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製造業における主な業種別火災件数 （昭和49年・ 平成6年）図 2

る反面、予想、のつきにくい異質な“暴発”の可能全火災と比較すれば製造業溶接器の火災は、

性を秘めていることを挙げられる。

製造業を取り巻く時代環境の中で考えられるこ

日召平日49

年と比較すれば、減少傾向にある。

昭和49年と平成 6年の製造業における火災を、

統計に表れる全般的な傾向としてとらえてみたが、

においては発生率が高いことを述べたが、

れらの要因を図式で示すと次のようになる。

国内 ・製造業の現場では

省 動高齢 対策）

事業所の専門 ・特殊化

情報機器の導入（OA化）

－ 

作業時間帯の拡大（不規則 化）

地球環境への配慮、

それだけでは出火防止対策には結び付かず、個々

（特にぼや火災には、出火のメカニズ

ムを解明するうえで武重な情報が残されている）

の出火原因と社会の状況や産業界の動向との結び

付けを行い、兆候をとらえて出火原因の芽を摘む

製造業における最近の火災の特徴と火

災事例

ことが重要となる。

の火災事例

4 

これらの要因に関連した火災事例 を紹

レジスト

トリクロロエタ

43 

1 ）洗浄剤等による火災事例（地球環境関連）

オゾン層保護法によるフロン、

ン等の規制 により金属部品の脱脂洗浄、

以下は、

介する。

最近の傾向として、調査を按当している者から

一つ言えることは、産業の分野で安全への思想、と

制御機器の浸透の中で、事故の逓減化 が進んでい
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はく離等の研磨等の工業分野で塩化メチレン（ジ

クロロメタン）等本品にかかわる火災事例が発生

している。

アルミニウムの軽金属を研磨する工場で、製品

を境化メチレン溶液槽で数十回洗浄後、槽内のア

ルミニウムスラッジ屑と塩化メチレン、残油分等

の残王貨物を取り出している際に出火した。この火

災原因は、アルミニウムと塩化メチレンが反応し、

塩化水素を発生させて、これが：塩化アルミになる

際に副成物である水素を発生させ、この蓄熱反応

の熱で発火したものと判定された。

また、アルコールと混合して使用していた洗浄

槽内で蒸発再回収していた際にヒータの過熱によ

り出火した事例もある。

2 ）特殊金属使用中の火災事例（圏内産業の高

度・専門化に伴う）

国内産業の空洞化に伴って、国内の各事業所で

は専門化傾向を強く打ち出し、とりわけ中小の下

請け工場では、精度の高い技術をよりどころとし

て活動している。このため、海外に発注すること

が困難な技術的に高度なものや試作品の製造など

を行っているケースが多く、特に東京都内の工場

ではこの｛頃向が強い。

このような中て＼特殊金属であるマグネシゥム、

チタンなどに関係した火災がある。

チタンは、耐腐食性が非常に高く、かつ軽量の

金属である。しかし、高価であることや加工 ・溶

接等が難しいことから、チタンよりもステンレス

合金を使用するのが一般的であるが、最近は、こ

のチタンを航空機、船舶から自動車部品等にまで

広く使われるイ頃向がある。このためチタンにかか

わる火災が毎年発生している。チタンの火災は、

金属加工業で部品を旋盤で加工中に、その切削熱

により切り粉が発火するものでいったん着火する

と消火が困難となり火災となっている。

マグネシゥムも、カメラ、精密機器等に使用さ

44 

れる傾向が多くなっており、火災の発生が見られ

る。火災事例としては、人工衛星の部品の加工を

受注した工場で、マグネシゥム合金を切削作業中

に、切削時の火花がフライス盤上のマグネシゥム

切り屑に着火して火災となり、消火が困難なため、

作業所20耐を焼損する火災となっている。

3) NC自動旋盤による火災事例（省力化関連）

旋盤やプラスチック成形加工機、自動溶接機な

どさまざまな分野で、 NC（数値制御機能＝コン

ビュータ使用）の工作機械が導入されている。

この中で、この数値データのプログラムミスか

ら出火している火災事例がある。従来なら、この

ような工作機器には作業員が長年の経験と勘を頼

りとして作業していたが、現在では省力化と自動

化による24時間フル稼働体制を取っていることな

どから、いったんトラブルが起きても、そのまま

作業が続行されてトラブルから火災へと進展する

ことカfある。

火災事例としては、金属加工機で自動車エンジ

ンのガスケットの金型を加工する際に、加工品の

数値入力を誤ってプログロムしたため、自動運転

中にドリルのツールチャック（ドリルの刃を取り

付・ttる本体主軸）が加工品の固定用金具に接触し、

ツールチャックの回転による金属同士の摩擦熱で

切削油が発火したものである。

また、プラスチック成形加工機でも原料のプラ

スチックビーズを乾燥している部分で温度制御の

パイメタルの不良により、深夜に出火した事例な

どが発生している。

人が機械のそばにいないことが増えるにつれ、

機械の単なるトラブルをさらに暴走させて、火災

等の大きな災害へと導いている事例が発生してい

る。

4 ）集塵機の火災（産業廃棄物の処理関連）

「地球にやさしい商品」などの言葉どおり、地球

環境とともに製品自体が扱う人にやさしい感じを



与えるようなさまざまな工夫が凝らされている。

その中でも、触れた感触のよさが大事なファクタ

ーとなっており、また、製品の安全対策上からも

切り傷を生じさせない表而処理の必要性が強く求

められている。 このため、製品のパフ掛け、研磨、

シヨッ トプラストなどの磨きが多くなり、その粉

塵等の処理として集塵機が用いられている。 いず

れも集塵機にダクト等で吸い込んで、フィルター

を経て排気しているタイプのものであるが、この

集臨機で出火している火災が平成 7年だけでも 6

件発生している。

粉塵としては、ゴム、木屑、鉄粉、アルミ粉な

どであるが、静電気対策等の処置がなされては、

静電気の発生と他 の火源等により火災が発生して

おり、また、事例によっては爆発して死傷者を発

生させている。

土佐積した粉塵の出火箇所としては、①-VJ削機脇

の削り屑溜め、②ザJ削機接続のダクトの屈曲部、

③l汲51用ファン内部の堆積部、④集塵機下部の屑

溜めの 4か所で多く発生している。粉塵であるこ

とから着火エネルギーが低く、堆積することによ

って、着火危険が急激に増大することから、粉盛

を土佐和させないよう整理清婦に留意する必要がある。

以上の時代環境的な要因に関連する火災事例を

I ]t-F竺与
11川斡制御繍ト
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見ると、ハインリッヒの法則（ 1 :29:300）が成り

立たない事例が多くなっているようにも思える。

小 さな事故、 中程度の事故、そして大事故へと

つながっていくプロセスを小さ な事故を防止する

ことによって防ごうとするのがこの法則であり、

その姿勢は推奨されるべき考え方である。

しかし、現在の作業状況は、安全制御装置の設

置により「小さ な事故」の300件が限り なく Oに

近くなっており、そして、この小さな事故がフィ

ードパックされ増幅し、気づいたときは「大事故

（暴発）」になる構図もうかがえる。

産業界一般の安全に対する考え方が、次第に厳

しくなる傾向にある。 しかし、制御機器の進歩が

現場の作業員に必ずしも浸透していないのではな

いか、と思える場合も多くあり、このようなとき

に事故（火災）が発生しているように見える。

5 終わりに

製造業における火災状況について、統計と個別

の火災事例からその実態と変化を見た。

社会環境の変化とともに、火災状況も変化しそ

の変化の中で兆 候をいち早くとらえて将来を予測

することも「火災予防」の一つである。

兆候をとらえて対策を講じる出発点となるのは、

一つ一つの火災現場であり、そこに残された物 件

である。綴密な調査と科学的な鑑識・実験等によ

って発拐された「出火原因」という危険な「芽」

をいち早く摘み取る作業に加え、それぞれの業種

においては、その「出火危険」をよく認識し、社

員教育をはじめとする総合的な安全対策をより充

実させていくことが、「暴発」を未然に防止する

うえでより重要であろう。

今回紹介した火災状況が、安全対策を講じるう

えで、微小 なりとも参考になれば火災調査に携わ

る者として何より幸いである。
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自寄金宇田旬自
長坂建ニ朱

はじめに

確率や期待値の概念は、数学の 1分野である確

率論の根幹であるとともに、確率論に基礎をおい

た統計学を援用して、現実の問題を解析する際に

も最も基本となるものである。まず、大量観察に

よる事実認識の出発を、イギリスの政治主草術派に

振り返る。次いで、ラプラスにより完成された古

典確率論の成果と問題点を指摘する。これらの背

景の下に、現代確率論の誕生を概観し、統計学の

効用と限界を論じる。

2 大量観察法

統計学（Statistics）の名称の源泉とされている

国勢学は、もっぱら叙述により国家の顕著事項を

記述することを目的とし、数字、数量を用いるこ

とは下賎な行為として、むしろ避けていた。17世

紀半ばに体系的に成立した国勢学は、 ドイツの大

学教授たちが創立、発展させたのに対して、大量

観察により法則性を発見する政治算術学派は、イ

ギリス市民のジョン・グラント（1620-1674）から始ま

った。日本では、徳川幕府4代将軍家綱の時代で

あり、明暦の大火（1657年）からの復旧のため多額

の出費が幕府財政悪化の原因の 1つとなる時代で

ある。イギリスでは、清教徒革命の後に、王制が復

＊ながさか けんじ／法政大学工学部教授

活し、さらには名誉革命と続く政情的には不安な

時代であったが、宗教やスコラ哲学の桂桔（しつこく）

から離れて、理論と実験に基づき自然を研究する近

代実験科学の研究方法論が確立されつつあった。

このような時代を背景に、 1662年グラントは、

『死亡表に関する自然的及政治的諸観察』を公刊

した。当時、ロンドンは江戸と並んで百万都市だ

と言われていた。国勢調査はまだ開始されていな

いから、総人口の推定は容易ではなかったと想像

されるが、グラントの手法は実証的なものであっ

た。 1592年以降、ロンドン市民の出生・死亡の記

室主が印席リ ・刊行二されるようになった。 この言己室主か

らグラントは、ロンドン市の人口を 3つの異なる

方法により推定し、 384000人としている。グラ

ントが推定に際して用いた仮定が成り立つかどう

かはわからないので、 384,000人が妥当かどうか

は別問題だか、その研究方法論は注目すべきもの

である。 また、男女の比率が 1. 3であると信じ

られていたという当時の常識を、データから出発

して、 14. 13の比率であると論破したのは、 実に

痛快である。 グラントは106の命題を挙げている

が、ロンドン市の人口や男女の比率などとともに、

黒死病（ペスト）の流行は常に王の登位に伴うと

いう当時の風評を否定している。

現在の視点からとらえれば、宗教や哲学から出

発するのではなく、データを基本とするのは当然

のことであるが、大量の、しかも良質のデータを

入手して、それに基づいて議論を進めたこ とは、

・・・・m・................・s・..............・a・m・..・
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今日でも充分に模範となる態度といえよう。 例 え

ば、統計学における誤りの例として、「ジョーン

ズ ・ホプキンズ大学を卒業した女子学生の33%は

同大学教授夫人になる」という話がある。

1960年代になって、ジョー ンズ ・ホプキンズ大

学は女子学生を受け入れるようになり、その受け

入れ初年度に 3人の女子学生が入学して、そのう

ちの 1人が大学教員と結婚した事実を、」二のよう

に報告したというのが真相であった。%を使った

報告は、当然相当数のデータからの結論に違いな

いと思い込みがちである。しかし、この例のよう

にあまりに小数のデータからの結論には、データ

の実際の数を%に直すことによ り、何かを強調し

たり隠蔽する目的が隠されていることがあるので

注意しなければならない。

3 古典確率論の完成

大量観察法は、政治算術学派のぺティーに受け

継がれ、ハレー（ハレー琴星の命名者）の生命表、

ジュースミ ルヒの人口統計学へと発展した。確率

論は17世紀中ごろにイタリアやフランスで始まった。

あるイタリアの貴族は、ガリレオに対して次の

質問を発した。「 3つのさいころを投げるときに、

目の和が 9になる場合よりも10になる場合のほう

が起きるような気がするが、 9になる場合は、（1、

2、6）、（1、3、5）、 (1、4、4）、（2、2、5）、（2、3、

4）、（3、3、3）の 6とおり、 10になる場合も次の（1、

3、6）、（1、4、5）、（2、2、6）、（2、3、5）、（2、4、

4）、（3、3、4）の 6とおりと数えられるので同じ確

率となるのはどうしてか 7」と いうのが、この質

問である。 この質問は、 ド・メレの問題とも呼ば

れているが、上のさいころの目の和が 9となる場

合の数は25とおり、 10となるのは27とおりで、 10

となる確率27/216は 9となる確率25/216より大き

いからというのが、ガリレオの回答であった。

ここで確率の定義は、 1812年に刊行されたラプ

ラスの『確率の解析的理論』にあるものと同一で

ある。つまり、ある事象の確率とは、この事象に

都合のよい場合の数と事象の起こる可能な場合の

総数との比であると定義される。こ こで確率 を確

からしさと言 い直すと、次のようになる。『ある

事象の確からしさとは、この事象に都合のよい場

合の数と事象の起こる可能な場合の総数の比、た

だしこれらの場合は、どれも同様に確からしいも

のとする』今日通常用いられている言い方に直せ

ば、 『ある事象の確率は、 この事象が起こる場合

の数と、その試行における可能な場合の総数との

比、ただしこれらの場合は、どれも等確率である

とする』 となる。結局、確率を定めるその定義の

中に、確率という言葉を用いていることになり、

トートロジー （同語反復）で定義になっていない

と指弾され続けてきた。

ともあれ、この古典確率論における確率の定義

を受け入れることにすると、数々の結果が生み出

されたことがわかる。 ド・メレの問題では、 3つ

のさいころはどれも同じ大きさ、同じ色、・・ー・・と

見た目では区別できないように設定しても、ガリ

レオの解答ではさいころは区別できるものと仮定

している。賞族の質問では、さいころは区別でき

ないと仮定している。このように、試行における

可能な場合の総数の問題は、それほど単純ではな

く、ラプラス自身ですらも、デリケートであると

述べている。 しかし、正しく可能な場合の総数を

定めれば、経験に合致した結論を導くことができる。

4 現代確率論の誕生

さいころの目のように、取り得る値が有限個で

同様に確からしい場合には、確率の定義が不完全

................・m・..・s・........則..・湖周......・組目店店隠
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ながらもラプラスにより与えられていた。一方、

3つの線分が与えられたときに、その線分で三角

形が作られる確率を求める場合には、線分の取り

得る長さはもはや有限個の値だけを取るのではな

い。したがって、空間内の領域の体積で、 三角形

ができるような領域の体積を割ることにより、確

率を計算した。主として、幾何学図形を対象とし

たために、幾何確率と呼ばれている。上の例では、

三角形ができる確率は1/3と計算される。

また、平行格子に針を務としたときに、その針

が格子と交わる確率を求めるビュッ フォンの針の

問題は、特に有名である。平行線の間隔を2a、

針の長さを2k(O<k<a）とすると、針が格子（平

行線）と交わる確率は、 2k／泊とl唯一の値が計

算できる。

ところが、半径 1の円の任意の弦の長さが、内

接する正三角形の 1辺の長さσより大きい榔

を同じ考え方で求めると、その答えは1/2、1/3、

1/4と 3とおりに計算できて、結局 3つの解が導

かれてしまう。 この不思議を解明するためには、

面積や体積が定まるとは、どういうこ とかが厳密

に議論されることが必要であることがわかってきた。

面積や体柏は、積分を計算することにより求め

ることができるが、複雑な図形に対してその体柏

を計算するには、それ以前の積分の概念を拡張す

ることが重要であり、ルべーグ（1879-1941) に

より、この拡張が始められ、今日ではルベーグ積

分論と呼ばれる分野に成長した。

一方、ポレル、コルモゴルフ、ポール・レヴィ

らは、確率論をルベーグ積分論を用いて記述する

ことを考えた。つまり、事象を可iJllj集合、それに

割り当てた O以上 1以下の数値を、その事象の確

率と定めるのである。もちろん、可視lj集合やそれ

に割り当てた数値は一定の条件を満たさなければ

ならないが、抽象的な集合と関数の世界の中で完

結している純粋数学の一分野として確率論を発展

させようとした。

この試みは成功したと言ってよい。具体的な賂

けの数理解明に始ま った確率論は、新たなルべー

グ積分の結果を用いて再構成されたが、それはラ

プラスが完成した古典確率論を含んでいるのはも

ちろんのことである。 また、 1つの事象の確率が

3とおりもの答えが出てしまった不思議さに対し

ても、きちんと説明を与えることができる。さら

に、ガリレオに質問したイタリア貧族の印象に対

しても、それを説明できる定理を導いているので、

単に数学的抽象化ではなく、現実に利用価値のあ

る抽象化であった。

5 期待値

パスカル、フェルマーによる確率論の萌芽を整

理して期待値（平均値）の概念を導入したのは、

ホイへンス（1629-1695）であった。

確率が絡む問題では、有利・不利の判定にはま

ず確率を比較して行うのが普通である。簡単な例

として、 4本のくじに当たりくじが 1本あり、 2

人が順番に 1本ずつく じを引く場合を考えよう。

最初にくじを引く人が当たりくじを号｜く確率は、

1/4である。 2番めにくじを引く人については、

最初にくじを引く人が 4本中 3本ある外れくじを

引き、残りの 3本から当たりくじを引 くのが、当

たりくじを引く確率であり、（3/4）×（1/3) = 1/ 4 

となる。つま り、当たりくじが 1本の場合は、最

初に引いても 2番めに引いても 当たりくじを引く

確率は同じといえる。

ところが、当たりくじが 3本あり、先に当たり

くじを引いた人が当たりとする場合には、同じ確

率とはならない。最初にくじを引く人が当たり く

じを引く確率は3/4であり、 2番めにくじを引 く

.....・g・...測・・m・.....・..........際・・悶a・m・......
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人が最初に当たりくじを引 く確率は1/4であるか

ら、明らかに最初の人が有利 と考えるのが白然で

あろう。つまり、確率の比較により、有利、不利

が判定できるようになる。

ここで注意しなければならないのは、最初に引

いた人が引いたくじは、 2番めに引いたくじと同

時に聞くものとすることである。最初に:JIし3たく

じをすぐ聞けば、 2番めの人が当｜く確率はいまの

計算とは異なって しまう。このとき、当たりくじ

が 1本の場合には1/3、当たりくじが 3本の場合

には lが、 2番めにづ｜く人が当たりくじを引く確

率である。

さて、確率が同じ場合には、期待値により有

平lj.不利を判定することができる。 当たりくじが

1本の場合に、最初に当たりくじを当｜けば20万円、

2番めに引けば40万円の賞金がもらえるとする。

外れくじを •5lいた場合は、賃金はもらえない。こ

のとき、最初jに引く人がもらえる1'l金の期待値は、

20×（1/4) = 5万円である。一方、 2番めにづ｜け

ばもらえる賞金の期待値は40×（l/4)=10万円と

なり、 2番目に引くほうが有利 になる。つまり、

確率は同じでも期待値により有利 ・不利が判定で

きることになる。同じ賞金額でも、当たりくじが

3本の場合には、最初に引くほうがもらえる賃金

の期待値は大きく、（15万円＞ 10万円）、最初に引

くほうが有利である。

6 大数の法則と繰り返し可能性

さいころを何回も繰り返して振るときに、 6の

目が出た回数を繰り返した回数で割った相対頻度

の変動の様子を考えよう。経験的には、繰り返し

の回数が増えるとともに、相対頻度は1/6、つま

り6の Mが出る確率に近づいていくことが観察さ

れている。現代確率論では、 どのような事象に対

しても、その事象の相対頻度がその確率に限りな

く近くなることを一般に証明することができる。

これを「大数（たいすう）の法目Jj」という。 ド・

メレの問題で、さいころの和が10になる確率は、

9になる機率より0.01 (1%）弱大きいので、何

回も繰り返せば、相対頻度の差が出てくることに

なる。

さらに、相対頻度が確率に近づくスピードや、

その周りでの変動の様子も詳しく理論的に調べら

れているので、 凶数と精度の関係もよくわかって

いるといえる。例えば、確率1/2のゲームをする

とき、勝ったり負けたりする回数は、何回もやれ

ば同程度になるが、これは通算して負けがこんで

いるときに、すぐに勝ちが続いて通算成績で勝っ

ている状態になることを保証するものではない。

むしろ、負けがこんでいるときには、低迷状態が

長く続くことを党↑苦したほうがよいことを、逆正

弦法則が示している。

このゲームを偶数回（Zn固） frったときに、 2

k固めに勝ち負けの回数が同じになり、それ以降

は同じではないような確率を考えよう。k/nを横

軸 に取ってこの確率をグラフに書くと、 x=l/2

に関して対祢な関数で近似 できることがわかる。

これが逆正弦法則であり、通常考えられていると

o I 0.1 0.2 0.3 0.4 o.s 0.6 o. 7 0.8 0.9 1.0 

図｜
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は逆に、どちらかが勝っている回数の多いのがず

っと長く続いている確率が高いことがわかる。

したがって、負けがこんできたら、復調の兆し

を期待するよりも退散したほうがよい選択の場合

が多い。 もっとも、掛け金が一定のゲームでなけ

れば、負ける毎に掛け金を倍増してゆき、勝った

らすぐ止めるというのも戦略としては有力である。

しかし、現実には手持ち資金は無尽蔵ではないし、

勝ち負けが1/2のゲームはあり得ない。ル レッ

トの赤 ・黒の場合でも、胴元が勝つ確率は1/2を

超えており、競馬等では25%は主催者が処分でき

るから、長くやっていれば大数の法則の示すとお

りの結論が大多数の参加者に関して成立すること

になる。

硬貨投げや、ゲームのような場合には、無限回

の繰り返しは無理としても、充分な回数の繰り返

しが可能である。ここで、 繰り返し可能であると

は、同じ条件の下で、今までの結果とは独立に反

復できる反復試行を意味し、詳しい解析もこの仮

定が崩れると無力となる。

ところが、現実の問題は、基本的には繰り返し

可能ではない。例えば選挙の当落予想、は、 1回限

りの選挙に対して当落を予想することになる。実

際の予測をするためには、国政選挙に対しては全

国で約10万人の有権者を調査して、投票する予定

の政党や候補者を質問する。各選挙区毎では、数

百一千程度の有権者を標本として抽出することに

なる。統計理論が直接に適用できるのは、比率の

推定であり、各政党の得票率の推定はかなり精度

が高い。つまり、推定の幅（誤差）が小さい。

しかし、偏りなく標本が抽出されたとしても、

すべての人から意見を聞くことはできない回収率

の問題が統計理論で扱えない問題として、まず挙

げられる。これに対しては、各調査地点毎に予備

標本を抽出しておき、全体の回収率が70%を下回

らないように調整するのがテクニックといえよう。

また、調査員の不正については、実際には標本と

なった有権者に面接していないのに、アンケート

をでっち上げるのが多いが、電話による追跡や、

人聞が何人もの他人になりすますのは困難のため、

監督者に見破られることにより防止される。残 念

なことに、回答者の回答が変動したり、投票に行

かないのは、制御不可能である。

次に、推定にかなりの幅ができてしまうのは、

選出する標本数が多くても 2～ 3干の各選挙区毎

の各候補者の得票率である。推定する得票率を P

とすると、推定の幅（信頼区間の幅）は、標本数

をnとするときに、ゾ P (1 P)/n に比例す

ると考えてよい。これから、襟本数nが大きく取

れない各選挙区毎の予測の難しさがわかる。 さら

に、中選挙区制度の場合には、票を複数の当選者

が分け合うから、 Pはそれほど大きくならないの

が普通である。 また、 Pが1/2に近い値を取って

も中選挙区制度では当選の確率はほとんど確実と

なり推定の精度は下がっても、当落の予想、を目的

と考えると問題ではなくなる。小選挙区制度にな

ると、候補者で高い得票率を得る人は 2名に集約

される選挙区が増加し、 p"=; 1/2の場合が予想さ

れる。

ここで、標本数 nを一定としたときに、推定の

幅がPによりどのように変化するかを見ょ う。平

方根の内部の関数のグラフは、図 2のようになる。

y 

0.25 

。 p 

0 0.5 

図 2 y=p(I p）のグラフ（口語p豆 I)"
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つまり、 P言 0.5の接近戦が予想される小選挙

区は当落予想、は難しいという結論になる。

選挙の当落予想、のための調査は、あくまでも当

該の選挙に限って有効で、あり、次の選挙には使え

ない l回限りのものである。しかし、各選挙区毎

の予測を反復試行と考えると、総体としての予測

の誤りはそれほど多くはない。つまり、最終的な

政党別の当選者数については、大幅にずれること

はまれである。もっとも、各地の状況を政治記者

はよく把握しており、アンケー卜調査の数字にそ

れらの情報を加味しているから、より正確な予測

に近づいてくるし、発表の形式も帽を持った形に

変わってきている。現在では過去の選挙の得票状

況も考慮した精密な予iJllJ式が立てられている。と

は言え、各選挙区毎の当落の予想そのものについ

ては、今後も幅のある予想とならざるを得ないし、

小選挙区制度の実施がどのように推定の精度に影

響を与えるかは、興味深い。

7 統計学の効用と限界

毎日の生活において、危険は常に存在している

が、その危険に対する認識は必ずしもその確率に

比例しているとは限らない。また、その確率がき

わめて小さな場合には、多くの人は無視する傾向

がある。例えば、平成 6年度における不慮の事故

および有害作用での死亡者は、 36,115人であった。

単純に365で割れば、 1日当たり約100人となり、

日本の総人口約 1億人と荒っぽく概算すれば、 1 

人の人が 1日当たり不慮の死を遂げる確率は百万

分の一程度となる。無差別な有毒ガスやテロ活動

などがなければ、外出の際に自分が不慮の事故で

帰宅できないことは想像しづらいのではなかろうか。

一方、平成 6年度の）J市ガン死亡者数は、 43,476

人であるが、不慮の事故と同じ計算をしても、 f唯’

率の低さゆえに無E視はしないであろう。もちろん、

事故と病気とで異なるのは当然であるが、統計学

の援用により肺ガンの原因についてさまざまな推

定が行われているから、日常生活においても注意

を払っていることが理由の一つであろう。

ガン（悪性新生物）の発生のメカニズムは、残

念なことに完全に解明されたわけではない。1915

年に東京大学病理学教室の山極博士は、ウサギの

耳に 1年以上石炭のタールを塗り続けてガンを発

生させた。発ガン物質の候補として、石炭のター

ルが実験の結果から名乗りを上げたのである。タ

ールの中のどの物質がガンを引き起こしたかにつ

いても、研究は進展し、 1930年代以降ベンツピレ

ン、ジメチルベンツアントラセンが分離されてガ

ンを起こす発ガン物質と認定された。 これらの発

ガン物質は、きわめて微量ではあるがタバコの煙

や、食物が焦げて黒くなった部分に存在する。

ほかにも多くの科学物質が地道な動物実験によ

り、発ガン物質であることが発見されている。 こ

れらの発見は、偶然に見つかったというよりは、

データの検討により発ガン性の実験が始ま った可

能性が高い。1775年に、イギリ スのポット博士は

煙突掃除人に陰謀eガンが多く発生することから、

煙突のすすに原因があるのではないかと報告して

いる。山際博士のタールの実験の背景にも、この

データがあった。つまり 、原因と結果の関係が明

確ではない状況では、どんな人がどんな環境でガ

ンになりやすいのかを統計的に洗い出す疫学の手

法が有効になってくる。

ijjfjガンを例に採ると、図 3に見られるように、

タバコの消費量は肺ガン死亡者数と強い相聞があ

りそうである。さ らに、タバコの煙の中には、 60

種類もの発ガン物質が含まれているために、タバ

コが肺ガンの原因になるとされている。しかし、

ここで注意しなければならないのは、因果関係と

......嶋...・m・...・s・a・細目E・E・..・...・s・....・g・...・m・－－－
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相関関係の違いである。

アメリカにおける、日本

車の輸入量と肺ガン発生

数をグラフに書き、グラ

フから因果関係を証明す

るのは、馬鹿げたことで

あると、ホイットピ－i専

士は、著書『タバコは悪

くない』で述べている。

相関関係があることは、

因果関係の存在の可能性

を示唆することはあって

も、直接に因果関係の証

明をするものではないのは、統計学の常識である。

真実発見の手段として統計学の効用は高いと恩わ

（億本）｜ーー タバコ消費量

3000・トーー肺ガンによる死亡者数（男女計）

2500・
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 ，
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図3 タバコ消費量と肺ガンによる死亡者数の推移2)

れるが、それを過信したり、拡大解釈することは

避けなければならない。

ここでは、疫学からの示唆により実験を行う際

に避けることができない問題を 1つ挙げてこの小

論のまとめとしよう。肺ガンを予防するのに、葉

酸＋ビタミン B12の併用が効果があるかどうかの

実験例を例に採る。実験群と対照群の分け方や実

験の方法については、統計的に正しく行われるよ

うに充分な配慮がなされている。 しかし、投与量

そのものは、大量投与であり、実験で用いた投与

量をレバーで摂取しようとすれば、バケツ一杯の

件
数

（年）

図4 日本車の輸入量と肺ガン発生率3)

量になってしまう。 また、不飽和脂肪酸の一種 で

あるEPA（背の青い魚に多く含まれる）が血液

凝集抑制効果をもつかどうかについても、 3日間

3食背の青い魚、を一食当たり 300g以上食べ続け

ることにより、抑制効果を検証した実験がある。

実験結果そのものについて、疑問を呈するつ も

りは毛頭ないが、この結果の解釈は単純ではない

と思われる。つまり、肺ガン予防のためにはビタ

ミン剤飲み、レバーを食べなさいとか、週に I度

背の青い鯖や鰯を食べると心筋梗塞になりに くい

という表現は、大量投与の実験結果を通常の小量

摂取の場合に延長して適用したものであり、統計

手法の適用限界を超えていることが懸念される。

確率や期待値は、基本的な概念ではあっても、そ

れを実生活に持ち込む場合には、その限界につい

て充分注意し、拡張解釈を慎む謙虚な態度が必要

であろう。
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企業の危機管理の進展

志村近史＊

阪神・淡路大震災での企業の危機対応から得ら

れる教訓は、すでに多くの指摘がなされているが、

本稿では、情報中枢管理、人・物の調達管理、現

場における即応的管理、企業経営体の平衡回復と

いった、総合的管理の必要性を中心に述べること

にする。

これらの視点はあたかも、 人体における「中枢

神経系」による管理、「循環器系」による管理、

「内分泌系」による管理、加えて「免疫系」によ

る管理といった、 4つのシステムになぞらえるこ

とカfできる。

企業経営に即して言えば、「中枢神経系」によ

る管理の含意としては、本社中枢機能の期待され

る一元的危機対応であるが、象徴的には阪神 ・淡

路大震災によって、情報システムにおける危機管

理ということが認知されたことである。

「循環器系」による管理の含意としては、企業

経営における人 ・物・資金の循環維持であるが、

閉じように阪神・淡路大震災では物流システムに

おける危機管理ということが認知された。

そして「免疫系」による管理の含意は、対応に

おける現場の重視、柔軟な体制、ネットワーク的

な対応といったことにある。

以上は、企業経営における危機管理のうちいわ

ゆるリスクコントロールの商で、より具体的な局

面を提示したものと考えられる。 これに対し、危

＊しむら ちかし／株式会社野村総合研究所社会環境研究部都

市防災研究室室長

機管理のもう一方の柱であるリスクフ ァイナンス

は、以上のアナロジーの下では、ホルモンなど

「内分泌系」の管理が相当すると考えられる。

「内分泌系」の管理の含意としては、状況の変化

に対して組織の動的平衡（ホメオスタシス）を保

つ点にある。保険的対応、も、状況変化に対する財

務のドラスティックな変動を緩和するものとして、

その一貫であると考えることができる。

これらのことから総体として示唆されることは、

災害のような不確定かつ大規模 ・集中的な環境変

動による影響の緩和は、以上論じたいずれのシス

テムでも単体で対応しきるのは不可能ということ

である。 ここで述べた 4つのシステムが有機的に

結び付く中で、企業経営への影響を極小化するこ

とが可能になるということである。

企業の被害および対応の概要

野村総合研究所が行ったアンケート調査によれ

ば、阪神・淡路大震災によって上場企業の 4社に

3社が、なんらかの人的影響を被っている。あら

ためてのごとではあるが、企業の危機管理におい

て人命の最優先ということが強く認識されたこと

であろう。実際、企業の災害対策本部において最

も注力し、また苦労された活動のーっとして社員

やその家族の安否の確認があった。

一方、業務施設等になんらかの被害があったと

する企業は 4割を超え、また、施設被害の有無に

よらず電気、水道などのライフライン停止によっ
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て業務機能に支障を生じた企業は 3割に達した。

さらに、被災地内の交通が著しく混乱し、交通 ・

物流施設の損壊などもあって、業務継続のまさに

生命線が寸断された。このような事態に直面し、

代替の業務拠点の確保や物流・輸送ルー ト変更な

どの対策を講じたものの、平時の活動水準に戻る

までに長期を要したところも多かった。我が国の

企業にとって事業の継続あるいは復旧、つまりビ

ジネスリカバリーへの備えという認識を思い起こ

させることとなった。実際、直接 ・！日1按の経済的

影響があったとする企業が回答企業の約 6害Jjに上

るが、そのうち 2/3は、建物等の直接被害は l億

円未満にとどまっており（直接被害額10億円以上

は4.1%、100億円以上は1.4%）、間接的に経営に

及んだ被害のほうが全体的な影響度は大きいと考

えられる。

また、アンケート回答企業の約半数は、阪神 ・

淡路大震災以前に、震災時などの緊急時に対応す

るマニュアルを持っていたが、実際に事態に対し

充分機能したとするものはきわめて少ない。 地域

ぐるみで被害を受けるほどの災害を想定していな

かったことや、マニュアルが暗黙のう ちに前提と

していた状況の把握ということができなかったた

めである。

ここに見たように、阪神・淡路大震災はこれま

でに想イ象していなかったような災害であり、その

影響がどのようなものであるかについても、予見

し難いものであった。大切なことは、この経験を

組織的共有し、今後の企業経営の中で定着させて

いくことであろう。再び、人体のシステムのアナ

ロジーに戻れば、免疫のシステムが病原菌などの

異物に対し、一度経験したものについては、その

対応を システムと して記憶することによ って、同

じ事態が繰り返されたときには、より効果的な対

応が可能になる仕組みであることは、きわめて示

唆に富んでいる。

54 

2 企業の個性・特徴を生かした応急対応

阪神 ・淡路大震災は、企業による自衡を余儀な

くし、それぞれの企業の特徴を反映した対応策を

生み出した。災害時の危機管理といっても、どこ

の企業でもそのとおりやればよいといった一般的

な方法があるわけではなく、日常の企業活動特性

に応じた危機管理の仕組みを取ることが現実的で、

また有効だったようである。阪神 ・淡路大震災で

は、あらかじめ事態を的確に想像することが難し

かっただけに、被災した各社の対応には、澄かれ

た状況に対する不可避的な対応の中に、それぞれ

の企業の特徴が色濃く反映された、いわば危機管

理における個性ともいえるものがうかがい見られた。

阪神 ・淡路大震災での企業の応急対応の特徴と

しては、①事業部門ごとの業務体制の活用、②経

営の中枢機能の立地展開に応じた統制のネットワ

ーク、③企業グループ ・取引先のネットワークの

活用といったことが挙げられる。これらのことを

一言でまとめるならば、「日常の企業活動特性に

応じた危機管理」ということであろう。

1 ）事業部門ごとの業務体制の活用

このうち、事業部門ごとの業務刊本制の活用とは、

応急対策活動を事業部門単位で行うこと で、日常

業務で確立されている機構が活用でき、このこと

によって、危機回避における統制を円滑に行うこ

とができるとともに、業務回復への連続的な移行

が可能となるということである。製造業などでは、

現場においてすでに定着している、安全管理体制

を柱とした対応が基本となった。現場の体制は、

後方のそれよりも不測事態への対応に、より近い

ところにあるのが通常である。

例えば24時間稼働体制にある工場では、その体

制を生かした緊急対応が可能である。とりわけ、

危険物や可燃性製品在庫を抱える現場では、火災

防止のための24時間防災体制がすでに日常の業務



として体系化されており、特に初動においては、

現場外からことさらに特別な対応を考えるよりも

早く 、現場が主体となった応急対策が起動した。

また、経営の多角化した企業では、全社一律の応

急対応ではなく、各事業部門ごとの特性に応じた

安全管理に現場の対応を委ねざるを得なかった。

2 ）経営中仮機能の立地展開に応じた統制のネッ

トワーク

次に挙げられることは、経営中収機能の立地展

開に応じた統制のネットワークの倣立と いうこと

である。特に規模の大きな企業においては、経営

のシステムが高度化し、その組織は復刻；化してい

る。非常事態といえども、 一つ一つの行動の怠志

決定には複雑な要素が絡まり合い、迅速な情報処

理や、組織体としての統一のとれた行動を阻害す

るおそれがある。見方を変えれば、企業経営シス

テムその ものが被害の局限化を妨げるハザード、

つま り障害と なりかねないのである。企業規模が

大きくなると、危機管理においても、複雑な有機

体である企業を、統制する中枢機能を確立するこ

とが必要になるゆえんである。阪神・淡路大震災

で身をもって危機管理を体験した企業に、その要

請を尋ねると、指揮命令系統の確立といったこと

を指摘する方が多いのも、うなずけることである。

指揮命令系統の確立について、幾つかの事例から

まとめると、①明確な指揮中枢拠点を設置するこ

と、②被害情報の収集や活動統制情報の混乱を避

ける情報 ・通信拠点を確立すること、③現場に近

接した後方支援の拠点を設置することの 3つが要

点であるようだ。

明確な指揮中枢拠点の設置は、企業としての意

志決定システムをアクティベートさせることであ

る。 このため、役員が参集でき、主主志決定を行う

ための業務環境が整った場所に、全社的対策本部

を開設したところが多かった。

情報 ・通信拠点を確立することの重要性は、阪
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神 ・淡路大震災が浮き彫りにした一つの大きな教

訓であった。高度に情報化された社会において、

情報基盤が破壊された被災地は混乱の極みに陥り、

そのことが危機管理の大きな障害となった。企業

の危機管理対応においては情報混乱圏の外側にあ

る大阪や京都、あるいは東京などの拠点が情報中

継基地として有効に機能したことが報告されてい

る。阪神・淡路大震災で本部を東京に設置した企

業が多数あったのは、 以上のようなことが背景に

あるものと思われる。

一方、応急活動の最前線にある現場を支援する

ために、これに近接した後方支援の拠点の設置が

行われた。大阪や神戸の本社 ・支社がこのような

拠点となった例 は多かったものと思われる。ネ ッ

トワークされた二本社制をとっている企業では、

そのネットワークを生かし、これらの指揮中枢と

現地後方本音ISの連携体制を実現していたと ころも

あった。

これらのことは、平時において営業活動、資金

調達、物流、情報活動などの理由で出来上がって

いる企業の拠点網を、今まで見たような災害時の

状況に応じたネ ッ トワークに再編することと考え

ることができる。

3 ）企業グループや取引先などの外部ネットワー

クを活用した危機管理

今日の企業経営において、これまでのような自

社だけで完結した経営から、他者との連携構造を

基盤に据えた経営への変化が大きな潮流であると

言われているが、阪神 ・淡路大震災での危機管理

においても、このような変化を象徴するような一

面が見られた。それは、企業グループや取引先と

いった外部ネ ッ トワークを活用した危機管理が行

われたことである。その一つは系列、資本関係の

ある企業間での相互応援が随所で行われたことで

ある。グループ会社からの応援は、それぞれの企

業の専門性を生かした応急 ・復旧部隊の編成を可
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能にした。また、 取引先の物流会社が代替港の確

保に当たった り、原、材料の仕入れ先の被災状況の

把握と応援に真っ先に取り組むなど、取引先との

共同による応急活動があった。あるいは、生産施

設に損傷を受けた企業に変わり、競争会社が生産

を肩代わりし、被災企業の業務復旧に貢献すると

いう、業界内での相互支援があった。

4 ）分散的対応と集中的統制を両立させる仕組み

の必要性

以上、見てきたことを別の観点で見ると、日常

業務の特徴を生かした現場重視の対応、すなわち

分散型の対応と、全社的に統制された中央集中対

応といった、一見して二律背反の仕組みを共存さ

せることである。これは、アメリカ海兵隊の組織

体制の特徴とまったく同じ構図であることは興味

深い。緊急展開部隊（Forcein readiness）と し

て性格付けられたアメ リカ海兵隊は、やはり分散

的な対応を実現しつつ、中枢による全体的統制を

実現させることが求められる。 このための組織シ

ステム上の特徴は末端レベルの組織からより上位

のレベルの組織に至るまで、それぞれの組織レベ

ルごとに自己完結した機能を持ちつつ、相互に

「入れ子」の構造になっていることである。また、

この構造は、地域防災の仕組みとしてカリフォル

ニア州、｜が制定した標準緊急管理システム（SEMS

=Standardized Emergency Management Sys-

tem）で、 Fieldresponse、Localgovernments、

Operational areas、Regional、Stateといった

危機管 理の対応レベルごとに res(Incident 

Command System）という自律的な指揮系統と

その実行手段を持ち、かつそれぞれのレベルが相

Eに連携協調するというシステムにも共通するも

のがある。 これらの例は、企業における危機管理

システムの構築に当たっても参考になるものと思

われる。
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3 企業活動の回復、継続（ビジネスリカ

パリー）を展望した対応

これまで見てきたことは、災害による人命や資

産に対する危険を回避または極ノl、化することが問

題の中心にある。 しかし、このことは、企業に限

らず行政や住民にとっても共通することである。

しかし、災害に対する対応という意味で危機管理

を考えたとき、企業に固有の問題としては、事業

の継続あるいは、被害の影響からのビジネスリカ

バリーということがあるだろう。 このことを：含．頭

に、阪神 ・淡路大震災でのケースを見直すと、自

社の経営にと っての生命線は何か、災害による被

害は事業の継続にどのように影響するのかといっ

た認識に基づいて危機管理を行うことが重要であ

ることがうかがわれた。

阪神・淡路大震災における危機管理ということ

をビジネスのリカバリーまでを広げて見ると、①

営業 ・販売や生産など経営の根幹となる活動の維

持、②経営資産や財務と呼応した危機管理といっ

たことが注目される。一言で言 えば、「経営への

影響特性の把握に基づくリスクマネ ジメント」と

いうことではないだろうか。

1 ）自社にとって経営の根幹となるもの（コア・

コンビタンス）を維持する

阪神 ・淡路大震災のケースから、ビジネスリカ

バリーのために重要と思われることの第ーは、自

社にと って経営の根幹となる能力、いわゆるコ

ア ・コンビタンスを維持するための措置を迅速に

実施することである。 このような、ビジネ スリカ

バリーの観点から、阪神 ・淡路大震災での例を幾

っか見てみよう。

まず、営業 ・流通商でのビジネスリカバリ ーの

ケースである。震災からの復旧が進まない中でコ

ンペンションや展示会などを平年どおり開催する

のは困難な環境であった。 しかし、 アパレル関係



など季節性のある商品にとって、商品展示会は期

の売り上げを大き く左右する重要な場であること

から、これらの企業にとっては、このことが震災

がもたらした危機的状況となった。一方、小売店

に対する流通システムがコア ・コンビタンスとす

る企業では、取引小売店への応援や復旧支援が危

機管理上の重要な要素となった。

次に、生産・物流機能の継続という面でのケー

スである。カンパン方式に代表される物流コスト

の削減による効率的な生産システムは、平時にお

いて我が国企業の強みであった。 しかし、このこ

とは、いったんシステムが破壊されるとパックア

ップができない余裕のなさと裏腹であることが明

らかになった。問機に、受注生産品、代替のでき

ない特殊な部品を取り扱う場合等については、在

庫管理、部品等の仕入れ、調達におけるリスクの

評価と危機管理、生産代替工場の確保など、生

産 ・物 流システムの信頼性向上対策の必要性が認

識された。

また、国際的な事業展開を行っている企業では、

テロ対策等も含めて、危機に対する緊急の対応と

いう点では現地自立型の対応の強化が進められて

きている。 しかし、ビジネスリカノTリーという在見

点からは、グローパルなネットワークの中での連

携型の対応が重要となってきている。阪神 ・淡路

大震災で被災したある外資系企業は、神戸がアジ

ア統括拠点であったため、その機能を香港に移管

し、国際的なビジネス機能の維持を重視した対応

を行っている。また、国際的な生産分業がコア ・

コンビタンスである企業では、その維持のために

物流対策本部を設置している。

2)資産管理や財務管理と呼応した危機管理

ビジネスリカバリ一対策に重要となる第二の観

点、は、資産管理や財務管理と呼応した危機管理と

いうことである。なかでも、リ スク対処を組み込

んだ財務体質強化という観点が必要である。今日、
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企業の経営は、災害だけでなく、為替変動リスク、

大型の研究開発に対する投資リスクなど多面的な

リスクに直面している。 これらの総合的なリスク

を吸収できる財務体質強化が大切である。今回被

災した企業の中にも、震災による損害はたしかに

甚大であったが、先に述べたようなさまざまなリ

スクへの対応のために進められてきたリストラの

成果によって生み出された利益や、保有株式や土

地の売却によって財務的に損害をリカバーできた

ところもあった。

また、経営のリダンダンシーを高める資産形成

戦略という観点も重要と息われる。例えば、長期

的な事業所展開戦略の中で開発中の新工場を、被

災したラインのパックアップに活用することで弾

力的な事業復旧を可能としたり、繁忙期に対応す

るため常に生産余力を有していたことで、被災に

よる生産能力の低下を回避できた例がある。 この

ように余力のある資産保有によって非常時のバッ

ファーを確保することが危機への対応力を高める

一つの手段であるが、そればかりではなく、逆に

資産保有は最小限にとどめ、機能重視の身軽な経

営によってダメージを極小化することもある。今

回も、自社施設を保有せず、賃貸による拠点展開

を行っていた外資系企業などでは、そのことを生

かし安全な施設に即座に転居する機動性を発揮し

た。なお付け加えるならば、この企業の場合、コ

ンビューターのパックアップセンター装｛諸には、

優先投資を行っており、経営情報システムに対す

る被災を免れている。

4 これからの危機管理の方向

以上、阪神 ・淡路大震災における企業の危機管

理において注目すべき特徴を見てきた。 それは、

企業の個性に応じた応急対応ということ、ビジネ

スリカバリーを展望した対応ということに集約で
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きる。最後に、このような体験を経て、今後、企

業の危機管理がどのように変わっていこうとして

いるかを展望し、本稿のまとめとしたい。

阪神・淡路大震災以降、危機管理マニュアルの

見直しに着手した企業は多々あるが、各企業にお

ける着眼点を最大公約数的にまとめてみると、次

の 4つの柱が浮かび上がってくる。

第一に、企業として統制のとれた対応を実現す

るという柱で、①対策本部の設置、②情報通信系

統の確立、③全般的状況の掌握（従業員の把握と

安全確保、被害把握）、④人員の緊急配置、⑤外

部との連絡調整（被災地対応、広報・渉外）とい

った内容を含んでいる。

これは、冒頭のアナロジーに即して言えば、

「中枢神経系システム」による危機管理というこ

とであろう。しかし、企業規模によっては、との

ような組織 ・体制をことさらに整備する必要があ

るとは限らない。企業の特徴に応じた個性の重視

という教訓を考えれば、どのような企業も対策本

部を設置し、情報システムを整備しなければなら

ないということではなく、その企業なりに、会社

として統制のとれた危機管理を行う仕組みを確立

するということである。

第二に現場を重視した部署 ・各人ごとの行動の

プログラムの確立ということである。これは、部

署ごとに安否確認の方法、勤務時間中の避難誘導

体制、資機材や備蓄の確保、本部との連絡方法な

どを明確にし、整備していこうとするもので、被

害想定に基づく実践的ケースを考えたり、緊急か

ら業務復旧に至る一貫した対応を盛り込んだ実践

マニュアルを作成することが含まれる。あらかじ

め、予想することが難しい多様な事態に的確に対

処するため、現場での柔軟な対応力を重視する考

え方に基づくもので、これは、考え方として「免

疫系システム」の危機管理といえるかもしれない。

第三の柱は、業務復旧のための迅速な措置とい
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うことで、オフィスや経営情報のパックアップ体

制、また業種や業態に応じて営業、生産、物流の

パックアップ体制を確立することである。オフィ

スのパックアップ対策としては、どうしても確保

しなければならない本社機能を選定し、その継続

のための代替拠点を確保することや、機能維持の

ために必要となる従業員の出勤対策などが挙げら

れる。経営情報のパックアップとしては、電源、

冷却水などのライフラインの確保対策まで含めた

情報システムに対する総合的なセキュリティ向上

対策のほか、クライアント ・サーバー型システム

の導入によってデータの分散保管を進めるなどの

検討が始められている。また、グループ企業や取

引先等との協力体制作りなどの営業、生産、物流

面でのパックアップ体制作りも検討の視点となっ

ているようである。 これらのことは、企業の活動

維持に必要な、ヒト・モノ・情報の流れを確保す

るという意味で、同じように「循環系システム」

の危機管理といえるだろう。

第四の柱として、事前の被害軽減措置というこ

とが挙げられる。これは、危機管理マニュアルと

いう形で明示的に検討されているわけではないが、

これまでの議論に即して言えば、 「内分泌系シス

テム」の危機管理であると考えられる。経営全般

を通じて多面的なリスクをへッジできるような財

務体質の強化といったことや、経営機能の立地分

散と連携による被害の回避、また計画的な施設更

新によって施設の耐震性強化を着実に進めてい く

ことなどが挙げられる。

最後の柱に示したことからわかるように、単に

危機管理だけにかかわることではなく、経営全般

にわたる総合的な観点から、企業システムのグレ

ードアップを図ることが重要であることを指摘し

て本稿の結論に変えたい。
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成田晃ニ＊

はじめに

91年 の19号台風（以下「台風9119号」）は記録

的な強風被害を全国にもたらし、損害保険金の支

払いは史上最高の6,000億円に及んだ。被害を受

けた約68万棟の住宅のほとんどは強風によるもの

で、とくに屋根の被害が深刻であった。

（社）日本損害保険協会では、防災啓発と保険経

営の観点から、平成 6年度に 「住宅耐風分科会」

を設け、住宅の屋根を中心とした強風対策の調

査・研究を開始した。平成 6年度は、台風9119号

による屋根被害の実態、耐風対策の現状と問題点

を中心に調査した。調査の結果、屋根葺材の固定

力をいかに高めていくかが最大の技術的課題であ

り、そのためには、新築時の設計・施工基準の強

化と既存住宅に対するメンテナンスの強化が必要

であると総括した。また、併せて、住宅オーナー

のリスク認識を高める努力も重要であると感じた。

とくに、後者についてはその役割を損保業界に期

待する声が多く聞かれた。

平成 7年度は、上記を踏まえ、住宅オーナーに

対する防災啓発に力点を置き、オーナー自らが耐

風性を自己診断するためのシート（『やってみま

しょう／わが家の耐風診断』）を作成した。少し

＊なりた こうじ／（社）日本領害保険協会安全技術委員会住宅耐

風分科会リーダー
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でも多くの人が自宅の耐風対策に関心を持ち、日

常の維持管理と屋根の固定力強化に向けて、具体

的な行動を起こしてもらうことを願って作成した

ものである。

本稿では、分科会での調査・研究成果の中から、

屋根を中心とした住宅の強風被害の実態と耐風対

策の課題を報告し、併せて、住宅オーナー向けの

耐風診断シートを紹介する。

2 強風による屋根被害の実態

屋根の強風被害について調査を進めると、調

表 ｜ 住宅部位別の強風被害

屋根 1,440 89 

屋根の種類が瓦のもの 1,248 77 

内装 799 49 

｜屋根損害を伴ったものを除く場合 45 3 

柱 32 2 

外装（サッシュ／シャッター／扉など） 775 48 

付属設備（アンテナ／エアコン室外機など） 336 21 

付属建物（物置／カーポートなど） 682 42 

－台風9119号の火災保険支払いデータの中から、福岡、

佐賀、長崎、熊本、山口、島根に所在のデータ1,622

件を抽出して分析したもの。

・損傷部位が複数に及ぶ事例は、それぞれの部位に重複

してカウン卜しているため、件数合計は1,622件を超

える。
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査 ・研究の実績は意外なほどに少ないことが分か

った。したがって、その全体像を明らかにするこ

とはできなかったが、得られた情報をもとに以下

のようにポイントを整理する。

1 ) 住宅の部位別被害

表 1は、台風，9119号の保険金支払いデータをも

とに、住宅のどの部位に損害が多かったかを分析

したものである。屋根に損害のあった件数が90%

近くを占め、強風で屋根が最も損害を受けやすい

部位であることが分かる。

なお、屋根葺材の種類では瓦屋根の損害が多く

なっている。分析対象物件の所在地（九州 ・中国）

は、瓦の普及率（全国平均：約50%）が高い地域

であることも理由であるが、それを考慮しても

87%はかなり高い割合といえる。

2) 屋根材の破損に伴うリスク

強風による屋根材のリスクは、単に瓦等の葺材

自体が破損するだけに止どまらない。風雨の吹き

込みによる水濡れ損害や、葺材の飛散による近隣

家屋や人への危害など、二次的な災害につながる

恐れがある （図 1参照）。このような波及損害リ

スクの視点から、屋根の強風対策を考えることが

重要である。

なお、とくに人身被害については、台風9119号

の死者62人のうち、屋根に関連する死者は14人、

4人に 1人の割合となっている。内訳は、瓦等の

屋根葺材の飛来による死者が 7人、強風の中で屋

根の補修を行ったために転落して死亡した人が 7

麗機材自体の物的損容

水橋れ等による住宅の鉱大嫌答

3 

瓦等の飛散による近隣住宅等の損傷

1L等の飛散による人身災害

5 

強風下の度線補修に4半う転滋災害

図｜ 屋根材の破損に伴うリスク
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人である。

3 ) 屋板の部位別被害

表 2は、屋根のどの部分が損害を受けやすいか、

台風9119号のデータから分析したものである。表

によれば、軒先と一般部が多くなっている。軒先

が多いのは、屋根形状の関係で軒先にかかる風圧

力が大きいためであろう。また、一般部について

は次の理由が考えられる。

① 一般部は相対的に商積が大きいため、確率的

に損害を受ける可能性が高い。

② けらば、軒先などの端部は、建築基準法で釘

等による固定が義務づけられているが、一般部に

はこのような義務はなく、固定措置がされていな

いケースが多い。

このデータから、台風9119号レベルの強風に対

しては、屋根のどの部位でも飛散危険は潜在して

いることが分かる。軒先や棟部に比べて風圧力の

小さい一般部に対しでも、釘等による固定力強化

の必要性を示唆している。

4 ) 屋根葺材の固定効果

前述のように、建築基準法の瓦の固定基準では、

端部（軒とけらぱ）以外の一般部の瓦の固定は任意

となっており、特段の固定措置がなくても法的に

は問題がない。 したがって、現実の施工実態は、

全く固定のないものから全数固定のものまで千差

万別である。

さて、瓦の固定効果であるが、住宅メーカ一等

によるモデル実験では、釘打ちを施す瓦の数を増

やすほど耐風性が高まることが確認されている。

ただし、実際の台風災害データによって固定効果

を実証する資料はあまり見当たらず、とくに経年

に伴う固定力の劣化も含めた総合的な固定効果の

検証は、必ずしも十分とはいえない。

5 ) 建築後の経過年数と屋根被害 との関係

図 2は、建築後の経過年数（10年で区分）と屋

根被害との関係について、台風9119号の被害デー

表2 屋根の部位別被害（台風9119号）

部位｜棟｜隅棟｜棟近｜軒先｜けらば｜ 一般部

戸数 I148 I 10 I 158 I 201 I 123 I 213 

出典長崎県他による台風9119号の被害調査データより



タを分析したものである。古い住宅ほど被害を受

けやすい結果となっている。施工方法など、他の

要素が不明なために、このデータだけでは判断し

にくいが、屋根葺材の固定カが経年に伴って劣化

した影響がでているものと推定され、強風対策に

おけるメンテナンスの重要性を示唆している。

3 屋根葺材の耐風対策の問題点

1 ) リスク飽織

強風による屋根葺材の破損リスクは、その社会

的な関心が総じて希薄である。地震や台風による

住宅本体の倒壊リスクなどに比べると、屋根瓦数

枚の破損は、人的被害のポテンシャルが低いこと

に加え、個々の住宅単位での物的損害額も小さい

（数10万円程度）ことに起因するものと思われる。

すなわち、個々の住宅単位での損害規模が小さ

いために関心と危機感が希薄になりやすい一方で、

件数が多いために一災害当たりの損害総額は莫大

になる性格を持ったリスクである。 この種の集積

型リスクに対しては、そのリスク喚起と防災対策

の推進を、保険業界自らが率先して働きかけてい

かなければならない分野である。

2 ) 研究の現状

耐震性や構造体の耐風性に比べ、研究者の数、

戸数割合（%）

ω 

50 

40 

30 

20 

10 

。
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研究実績、文献の数などは圧倒的に少ない。とく

に瓦は、瓦職人の伝統的な手法や経験的な技量に

依存する部分が多く、科学的な検証はあまり行わ

れていない。台風9119号を契機に、耐風対策の見

直しに向けた研究や実験の機会が増えてきており、

その成果がf寺たれるところである。

また、実証的なデータの不足も今後の課題であ

る。研究機関や住宅・建材メーカーなどが、それ

ぞれの立場で望ましい耐風設計施工のあり方を提

案しているが、いずれも風洞モデル実験による知

見がベースとなっており、実際の台風災害での検

証データは必ずしも十分ではない。また、経年に

よる耐風性の劣化に関する検証も十分とはいえな

い。 このため、例えば「瓦は釘等で固定すれば耐

風性は高まる」ことは確かであっても、その固定

の詳細仕様（固定の仕方、位置、数など）につい

てはまだ多様な見解があり、決定打を欠く状況に

ある。

3 ) 設計・施工基準

現在、屋根葺材、とくに屋根瓦の固定基準は、

大きく分けて次の3つに分類できる。

① 建 築基準法の仕様

②建築基準法より耐風性の高い住宅金融公庫基

準による仕様

③ 住宅金融公庫基準よりさらに耐風性を高めた

自主基準による仕様

いずれの仕様を適用す

るかは、実質的に施工者

サイドの判断に委ねられ

ており、施工者の考え方

によって個々の住宅の耐

風性がぱらつく現状にあ

る。

0 0・10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60・7070・8080-100 

屋根の被害率（%）

一般に、屋根に対する

住宅関連業者の意識は、

耐風性より雨漏りの方が

優先事項であり、釘等に

よる瓦固定の必要性は認

識していても、施工の煩

わしさや固定釘からの悶

漏りを憂慮して、積極的

な釘打ちには跨踏がある

被害を受けた屋根の面積
検軸：屋根の被害率（%）＝ ×100 

屋根全体の面積

各被害率に入る戸数以
縦軸・戸数割合（%）＝ 叫XIOO

調査した全戸数一

10年未満の新しい住宅の方が被害率の小さいところに多く分布している。

図 2 建築年数と屋根被害を改編

出典長崎県他による台風9119号の被害調査データより
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ょうである。

ただし、台風9119号で瓦の飛散がクローズアッ

プされたことを機に、瓦業界の問題意識も変わっ

てきているのも事実である。また、95年の阪神 ・

淡路大震災で、木造家屋の倒壊原因が屋根瓦にあ

ったのではないかとの風評（実際には屋根重量の

重い土葺き工法の古い住宅で問題となったもので、

現在主流の引掛け葺き工法の瓦屋根を問題にした

ものではないが、区別されずに瓦屋根はすべてと

の受け取られ方をされていること） から危機感を

持つに至り、現在、業界として、瓦一枚毎に釘打

ちする「全数釘打ち」を推奨している。

4 ) 施工管理

設計仕様どおりに施工されていないことが強風

被害の原因となっているケースも少なくない。ま

た、完成検査の体制も業者によりバラツキがある

とのことである。

耐風設計の基準自体が強化されても、施工の信

頼性が伴わなければ、実際の耐風性は向上しない。

施工信頼度の一層の向上も重要なテーマである。

5 ) 新築後のメンテナンス

一般に住宅オーナーは、屋根が日常生活での視

野に入りにくい部位であること、また、経年劣化

に対する意識も低いことから、雨漏りでもない限

り屋根材の点検補修を自発的に計画することはま

ずない。ある住宅メーカーによれば、建築後10年

程度経過すると屋根に何らかの劣化が見られ、こ

の時点で補修すれば耐風性の復元も可能なケース

が少なくないとのことである。

定期診断や補修 ・補強対策の推進に向け、住宅

オーナーへの啓発とともに、それを推進する制度

の構築が望まれる。

6 ) 住宅オーナーの意識

地域差はあるが、多少割高でも耐風性の高い施

工方法を選択したり、自ら進んで屋根のメンテナ

ンスを考える人は少ない。これは、地震や火災に

比べ、 人身被害のポテン シャルが低いために切実

感が低いことに加え、強風リスクや対策技術に関する

情報や知識を得る機会が少ないためと思われる。

7 ) 経済的なインセンティブ

屋根の耐風性を誘導するための経済的なメカニ

ズムはとくに見受けられない。
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一部、住宅金融公庫の融資物件に対しては、

「イ主宅金融公庫融資住宅共通仕様書」により、耐

震、防火、耐風等の防災性に一定の基準を定め、

防災性の高い住宅を選択的に融資対象とすること

で、一定の経済的インセンティプが機能している。

この仕様書には、瓦固定についても建築基準法よ

り厳しい基準を設けているが、この部分は融資の

必須要件（融資基準）ではなく 、推奨基準に区分

されているため、固定基準に沿ってなくても融資

は受けられる。

4 住宅の耐風診断

分科会では「住宅オーナ一向け耐風診断シート」

を作成した。その成果物が図 3である。このシー

トは、一戸建て住宅を対象とし、住宅オ ナー自

らが診断するものである。以下、とのシートの目

的と診断項目について補足する。

1 ) 診断シートの目的

① 自宅の耐風性について、その弱点を確認して

もらう。

② 診断項目の持つ意味合い、とくにどんな損害

の原因になるかについて、リスク認識を高めても

りつ。

③ 問題のある個所の補修に向けて、 具体的行動

のきっかけを作る。

④住宅の耐風性の実態とメンテナンスの重要性

を再認識してもらう。

2 ) 診断項目の選定

① 診断要素

本来、耐風性を診断するにあたっては、設計仕

様、施工実態、メンテナンス、立地環境など、多

岐にわたる要素を総合的に評価すべきである。し

かし、今回の診断は住宅オーナーが関与できる領

域に限定されること、また、メンテナンスに焦点

を当てる方針としたことから、設計仕様、施工仕

様、立地環境は診断要素としていない。

②命lj約条件

「住宅オーナー自らが実施する」という前提が

あるため、下記のような制約条件の中で、具体的

な診断項目の選定を行った。

－外観から目視で判別できること
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－屋根等の高所に登るなど、危険を伴う確認方法

は避けること

－住宅の構造、部位の名称、などの知識があまりな

くても設問やリスクが理解できること

・「正常か」「正しいか」「適正か」「十分か」とい

った客観的判断のしにくい設聞を避けること

・「診断してみょうか」という気にさせるよう、

設問項目を極力絞り込むこと

③ 内部の劣化状態の評価

屋根下地など、内部の構造材の劣化が外部仕上

材の耐風性を低下させる場合が少なくない。例え

ば屋根下地（野地板、瓦桟など）に腐れがあり、

釘による瓦の固定カが低下しているようなケース

である。 したがって、本来は屋根葺材の外観上の

異常だけでなく、その下地の劣化状態を確認すべ

きところである。 しかし、前述のように外観の目

視で判別できる項目に限定されるため、内部を直

接確認することはできない。 したがって、今回は

「外観やその他の客観的に確認できる事象から内

部構造の劣化状態を間接的に推定できる要素」を

極力含めるようにした。例えば「軒先の部分的な

垂れ下がりという外観から、内部のたる木の劣化

状況を診断する」といった例である。

④ 対象部位

強風被害の実態やリスクの大きさから診断の対

象部位を下記の 5つに集約した。 それぞれ耐風性

との関連ポイントは下記のとおりである。

［屋根］

台風被害でもっとも被害を受けやすい部位であ

る。とくに、瓦等の屋根葺材の被害が生じやすい。

屋根葺材の被害は、飛散による人身被害や近隣住

宅の被害などにもつながりやすく、耐風診断のポ

イントとなる膏M立である。なお、雨どいも止めつ

け状態が悪いと強風で損傷することがあるが、損

害額 ・波及損害ともに小さいため割愛した。

［開口部］

窓ガラスが割れる等、窓、が破口することが最大

のリスクである。破口に伴う風間の吹き込みによ

り水濡れ損害を生ずるが、最も恐いのは強風が室

内に吹き込むことで屋根等への風圧力が一挙に増

大し、小屋組の飛散や建物全体の倒墳につながる

リスクである。開口部は屋根とともに耐風診断の
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ポイン卜である。

［バルコニー］

とくに屋担置きタイプのバルコニーがチェック

の対象である。 リスクのポイン卜としては、

1）本体と構成部材の損傷リスク（周辺の人

的 ・物的被害を含む）

2）本体脚部が設置されている屋根材の損傷リ

スク

3）固定不良でめくれ上がる床材による窓ガラ

スの破損リスク（開口部リスクに進展）の 3つで

ある。

［外壁］

モルタル壁やサイディングでは、部分的な劣化

個所が引き金となって外壁全体が大きく損傷する

ようなケースは稀である。 ただし、ひび割れ、は

く離、止めつけ不良等があれば、その近傍は強風

で損傷しやすく、また、飛来物がぶつかった時の

ダメージも大きくなりやすい。なお、とくにモル

タル壁などで下地の劣化（腐れ等）がある場合は、

強風時に思いがけない範囲の損傷を受けることが

あるので、下地の異常を見極めるチェ ックも大切

である。

［その他］

テレビアンテナ、太陽熱温水器、カーポートの

3つに着目した。 テレビアンテナは強風で被害を

受けやすい設備であり、落下により地上の人や物

に危害を及ぼす恐れがある。太陽熱温水器の設置

率は低いが、台風で脱落した事例があること、本

体だけでなく屋根も損傷しやすいことから診断の

対象とした。 カーポートは損害を受けやすく、保

険支払件数が多い設備の1つである。

5 おわりに

屋根を中心とする住宅の耐風性向上には、建築

業界、行政、研究機関等、各方面の総合的な対応

が必要で、損保業界としても粘り強く働きかけを

行うべき課題と考えている。住宅オーナ一向けの

耐風診断シートもこの一環で作成したものである

が、少しでも多くの人がこの問題に関心を寄せ、

住宅の点検と補修が推進されるとともに、建て替

え時の耐風設計につながれば幸いである。
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損害保険業界や日本損害保険協会の諸事業や主な出来事のう

ち、特lこ安全防災活動を申l山にお知らせするページです。これ
らの活動等！こついて、ご意見やご質問ガございましだら、何怠り
とお気軽に編集部あてお寄せください。

・第34園高校生の「くらしの安全・くらしの安心」

作文コンクールの募集

当協会では、（財）損害保険事業総合研究所との

共催、文部省・全国高等学校長協会の後援で、下

記日程で作文募集を開始しております。

私たちの周りには、交通事故や火災、地震、風

水害などの危険がいっぱいで、いつ災害が襲いか

かつてくるかわかりません。そこで、新しい時代

の担い手となる高校生の皆さんに、安全で安心し

て暮らせる家庭や社会の大切さを認識していただ

くとともに、自らの努力によって不慮、の事故や災

害から経済的に立ち直るための手段である損害保

険の仕組みや役割を理解していただきたいと作文

コンクールを実施するものです。

・募集要項概要

課題

感想の部 くらしの安全や安心あるいは損害保険

について、日常生活の中で感じていること、学

んだととなどを作文にまとめてください（題名

自由）。

＜例＞

－安全や保険について思うこと

．わが家の防災対策について

－自然災害に備えるには

・バイクと交通安全について

．減らない交通事故を考える

．家庭の危機管理と火災保険

．高齢化社会と家庭の備え

研究の部 くらしの安全や安心あるいは損害保険

について、興味や関心を持ったことあるいは疑

問に感じていることなど、研究結果を論文にま

とめてください（題名自由）。

＜例＞

・家庭の中の危険とその対処について

．生活設計と損害保険との関わり

－交通安全に対する意識と実態

－地域社会の安全と防災への取組み

．防災意識と備えとしての保険

－新しい保険のアイディア

－高齢化社会と損害保険の役割j

原稿枚数感想、の部 400字詰原稿用紙6枚以内

（縦書き ・右上とじ）

研究の部 400字詰原稿用紙12枚以内

（横書き ・左上とじ）

応募資格 高校生ならだれでも応募できます。

応募締切平成8年 9月10日（火）（当日消印有効）

応募宛先 干101東京都千代田区神田淡路町29 

日本損害保険協会作文係

審査委員 金津理氏（早稲田大学教授）／成田正

路氏（元NHK解説委員長）／五代利

矢子氏／文部省代表者／全国高等学校

長協会会長／ 日本損害保険協会会長

発 表平成8年11月上旬

表彰式平成8年11月30日 （土）

賞 個人賞（感想 ・研究の部それぞれ）

1等 1篇文部大臣奨励賞

日本損害保険協会賞
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2等2篇全国高等学校長協会賞

日本損害保険協会賞

3等3篇 日本損害保険協会賞

佳作10篇程度 日本損害保険協会賞

学校賞

学校賞／多数応募賞／研究奨励賞

参加賞

なお、応募要領 ・参考資料等用意しております

ので、詳細につきましては当協会広報グループ

(TEL 03-3255 1214）までお問い合わせくださ

い。

・消防関係車両44台を全国の自治体へ寄贈

損害保険業界では、当協会を通じて、昭和27年

以降毎年、地方自治体の消防力強化・拡充に協力

するため、消防自動車等消防機材の寄贈を行って

いますが、平成8年度は、下記のとおり44自治体

に消防関係車両を寄贈することを（昭和27年から

の累計寄贈台数2,197台）、また、東京都に消防資

機材を寄贈することを決定しました。
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救助工作車 9台 南空知消防組合 （北海道）

他8自治体

化学 車 .5台酒田地区消防組合（山形県）

他4自治体

水槽車： 19台東山梨消防組合（山梨県）

他18自治体

標準車.11台室戸市消防本部 （高知県）

(CD 1) 他10自治体

・平成 8年度防災シンポジウムスケジュール

当協会では、地域の防災意識啓発のため、毎年

2回程度、各地において防災シンポジウムを開催

しておりますが、今年の日程が決定いたしました

ので、興味をお持ちの方は、ぜひご参加ください。

．「酒聞大火20年を迎えて」（仮題）

日時ー平成 8年10月29日（火）午後 1時より

場所．酒田市民会館

主催： 山形県、酒田市、酒田市消防組合消防本

部、日本損害保険協会

内容・ 基調講演

パネルディスカッション

出席者（予定）

伊藤和明氏（文教大学教授・ NHK解説委

員）、津村建四郎氏 （山形大学教授）、平井

邦彦氏（長岡造形大学教授）、庚井筒氏

（東京大学社会情報研究所教授）、行政防

災担当者（県あるいは市）、災害体験者

趣旨．いつ、どこで発生してもおかしくないと

言われている地震ですが、ここ数年、日本各地で

地震災害が自に見えて多くなってきているように

感じられます。

酒田市を含む山形県北西部は特定観測地域に指

定されておりますし、本地域は地震の空白域があ

ると言われております。一度地震が発生すると、

震害のみならず火災の発生も考えておかなければ

なりません。

酒田市は、昭和51年10月29日に酒田大火という

大きな被害を経験し、防災対策については大変熱

心な地域でありますが、酒田大火20周年を機会に

火災、震害、津波等の防災について総合的に住民

の皆様に考えていただきたいと考えて企画しまし

た。



・「南海地震50年を迎えて」（仮題）

日時：平成8年11月18日（月）午後 l時より

場所 ：高知県中村市民文化センター

主催 高知県、日本損害保険協会

内容基調講演

パネルディスカッション

出席者（予定）

伊藤和明氏（文教大学教授 ・NHK解説委

員）、尾池和夫氏（京都大学教授）、河田悪

昭氏（京都大学防災研究所付属地域防災シ

ステム研究センター教授）、重川希志依氏

（都市防災研究所主任研究員）、廃井筒氏

（東京大学社会情報研究所教授）、行政防災

担当者等

趣旨歴史上、四国特に高知県に被害をもたら

したマグニチュード 7以上の地震は、 9回の発生

がわかっています。その多くは、南海卜ラフ沿い

の巨大地震だと恩われ、建物の倒壊、山崩れ、地

盤の隆起や陥没、津波などが発生し多くの人名を

失っております。直近に発生した1946年の南海地

震から今年で50年を迎えます。四国南方沖の地震

は100年の周期で発生するという説を聞いたこと

があります。そこで、南海地震から50年を迎える

この機会に、南海卜ラフ沿いの巨大地震は無論の

こと、阪神 ・淡路大震災の直下地震を顧みて、家

庭 ・地域・職場で震害、津波、火災等に対する防

災対策を考えていただきたいとシンポジウムを企

画しました。

．防災アニメビデオ「その時きみは？良太とピカ

りの地震防災学」の無料貸出を開始しました

当協会では、毎年各種の防災ビデオを制作し、

無料貸出を行っていますが、この度、成井筒東京

大学社会情報研究所教授監修の下、「その時きみ

は？良太とピカリの地震防災学」（カラー・ 19分）

を制作し、地方自治体の防災センターに寄贈する
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とともに、無料貸出を開始しました（なお、図書

館 ・学校等で寄贈の希望があれば検討いたしま

す）。いつ、どこで起きるかもしれない地震災害

に対して、子供にも理解してもらうため作成しま

した。内容は、良太という小学生を主人公として、

学校の登下校、勉強中また家にいるときなどに地

震が発生した場合の対応について、ピカリという

漫画の中の女の子と勉強して身につけていく様子

を描いております。 6月10日より無料貸出を始め

ましたので希望の方は、お申し出ください。

なお、家庭内地震対策のためには、「地震／そ

の時のために～家庭でできる地震対策～」（カラ

ー ・28分）を、 外出時の地震対策には、「地震 f

パニックを避けるために」（カラー ・28分）を用

意しております。

．シートベルト着用推進ビデオ「ザ・シートベル

ト2」の英語版を制作しました

昨年制作し、各方面で活用いただいております

ビデオ「ザ・シートベルト 2」については、海外

からの入手希望も多く寄せられています。

そこで、この度、海外でも広く活用していただ

けるように同ビデオの英語版を制作し、 19か国の

保険協会を中心に寄贈しました。
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本ビデオにより、日本国内だけでなく海外にお

いてもチャイルドシートも含めたシートベルト着

用の必要性、さらにはエアバッグの正しい活用が

促進されますことを願っています。

ここであらためて、本ビデオで訴求したい内容

をご紹介します。

0後部座席シートベルト非着用の危険性

後部座席ではほとんどシートベルトが着用され

ていないのが実態です。衝突した際の非着用の

乗員の挙動を通じ、その危険性を検証していま

す。

0小さい子供への安全の配慮

衝突実験の結果から子供を抱いて乗車すること

の危険性およびチャイルドシートの有効性を検

証しています。

0 SRSエアバッグとシートベルト着用の正しい

理解

エアバッグは、シートベルトの着用を前提とし

た安全装置であることを衝突実験で検証してい

ます。

「シートベルトをしなくてもよい席はどこにもな

なお、本ビデオ（英語版）をご覧になりたい場

合は、当協会自動車保険部交通安全推進室で貸出

を行っておりますので、お問い合わせ願います。

．平成 8年度第 1回「部品補修キャンベーン」・

「リサイクル部品活用キャンベーン」を実施中

弊会では、 6. 7月の 2か月にわたり平成 8年

度第 1回「部品補修キャンぺーン」を実施してい

ます。

このキャンペーンは、自動車部品の中で、損傷

頻度の高い「樹脂バンパ一、ボンネット、フロン

卜フェンダ一、 ドア」の 4音E品についての補イ修f足

進に重点を置いた取り組みであり、ひいては損傷

部品全体への補修の定着を目指すものです。「修
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理・再生可能なものは捨てずに再利用する」とい

う基本的な理念に基づき、資源の有効利用 ・産業

廃棄物問題などの社会問題の解決に寄与するもの

でもあり、平成6年度より運輸省ならびに環境庁

のご後援を受け、自動車ユーザーにもポスターや

チラシ等で広く PRするとともに、昨年度からは

「リサイクル音E品活用キャンベーン」も、イ井せて

実施しています。

阻ん・....町
司身’＂

．住宅耐嵐官舎断シート「やってみましょうわが家

の住宅耐風官舎断J を作成しました

91年の台風19号は、住宅被害68万棟、死傷者数

2,654名と日本全国に大きな被害をもたらしまし

Tこ。

また、風に弱い建物は建物自体が損害を受ける

だけでなく、ケガや死亡の原因にもなっています。

そこで、ご自宅の耐風性能を自己診断しながら、

風に弱い部分や予想される損害についてご理解い

ただけるよう、住宅耐風診断シート「やってみま

しょうわが家の耐風診断」を作成しました。

この診断シートは、各損害保険会社窓口ならび

に代理店を通じて、お客様に配布しております。

（本文中に関連記事があります。）



百年2月・ 3月 .4月

災害メモ

＊火災・2・3 神奈川県横浜市中区の木

造 2階建住宅 1階ふろ場付近から出

火。 120m’全焼。老夫婦と娘の 3名

死亡。 1名負傷。

・2・24 東京都昭島市の多摩川河

川敷から出火。枯れ草約10万m＇焼く。・3・12 和歌山県和歌山市の住友

金属工業和歌山製鉄所の事務所建屋

で火災。事務所棟約l,000m＇焼損。・3・25 大阪府大阪市西区の木造

2階建クリーニング店から出火。隣

接マンションなどに燃え移り計6t東
約1,700m＇焼く。 8名負傷。

.4・4 岐阜県高山市で、酒造店

1階工場の階段付近から出火。鉄筋

一部木造 3階建工場兼住宅延べ約

l,OOOm’全焼。 2名負傷。

.4・6 群馬県妙義町の山林から

出火。雑木林など約 3ha焼失。さ

らに近くのプラスチック加工工場な

ど2棟計約500m＇焼失。 2世帯避難。

.4・10 滋賀県木之本町の木造2

階建住宅 1階から出火。延べ125m’

全焼。 3名死亡。・4・19 神奈川県横須賀市の鉄骨

2階建アパート 1階1室で火災。約

5 m＇が；焼け、幼児 2名死亡、 l名重・2・4 東京都日野市の多摩川河 体。

川敷から出火。枯れ草約10万m＇が焼

ける。たき火の不始末らしい。・2・4 茨城県真壁町の加波山北

西部から出火。 ilJ林約 6haが焼ける0・2・4 栃木県安蘇郡田沼町の山

林から出火。約12haが焼ける。

• 2 ・ 5 東京都葛飾区小菅の荒川｜

河川敷から出火。枯れ草約2,500m'

が燃え、ホームレスの男性1名死亡。・2・6 千葉県柏市の固有地から

出火。枯れ草など1万数千m＇が焼け、

周辺道路交通規制。・2・7 東京都府中市の多摩川河

川敷から出火。枯れ草約6万m＇焼く。・2・7 神奈川県津久井郡藤野町

の、石砂山南側斜面で山林火災。約

24ha焼失。・2・14 神奈川県相模湖城山中腹

で、 15,000m•を焼く山林火災。鎮火

後再燃、新たに20,OOOm•が焼ける。

・4・25 東京都大回区の製本会社

倉庫兼社宅付近から出火。木造2階

建問建物等、 5棟計約l,000m＇焼失。

.4・26 長野県更埴市で山林火災。

50ha以上焼失。

.4・27 新潟県北魚沼郡広神村の

木造一部 2階建住宅で火災。約

lOOm’全焼。 2名死亡、 4名負傷。

落雷が原因らしい。

.4・30 大阪府枚方市で、タイル

工事会社の従業員寮 1階から出火。

経量鉄骨 2階建同建物150m＇全焼。

隣接の歯科医院20m＇焼失。 3名死亡。

合爆発・2・21 山梨県山梨市の山梨厚生

病院2号館4階高気圧酸素治療室て＼

高気圧般索治療装置のタンクが爆発。

患者ら 2名死亡、 3名負傷0・4・16 広島県安芸郡江田島町の
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中固化薬江田島工場で、火薬の圧縮

室（木造スレ 卜平屋建2lm＇）が

爆発。 1棟全壊。従業員 3名死亡。

＊陸上交通・2・4 兵庫県神戸市須磨区の市

道で、乗用車が道路の縁石に衝突。

さらに電柱に激突し横転、大破。 3

名死亡、 1名負傷。・2・6 千葉県香取郡多古町の国

道296号で、乗用車が四輪駆動車と

正面衝突。 3名死亡。・2・10 長野県伊那市の中央自動

車道下り線で、追い越し車線を逆走

してきた乗用車が乗用車2台とスキ

ーパスに次々と衝突。 3名死亡。・4・8 神奈川県横浜市中区の市

道で、乗用車がコンクリート壁面に

衝突、横転。 3名死亡、 1名負傷。

.4・14 埼玉県幸手市の国道4号

バイパスで、乗用車が大型トラック

と正面衝突。 5名死亡。乗用車の鰐

眠り運転らしい。

*i毎難・3・22 対馬海峡で、ベリーズ船

籍の貨物船スーパー ・オリエント

( 8名乗組）が沈没。 5名死亡。・4・9 大阪府大阪港入り口の大

関門付近で、停泊中のパナマ船籍の

コンテナ骨白エバー・トラスト（乗員20

名）の機関室付近から出火。その後

炎上し、 1名死亡、 2名行方不明。・4・29 北海道鹿部町の鹿部漁港

沖で、漁船第58金徳丸（ 3名乗組）

が転覆。全員行方不明。

＊航空

.4・6 北海道釧路市の事｜｜路空港

で、小型航空機が墜落、炎上（グラ

ビアぺ←ジヘ）。

.4・27 長野県長野市の千曲川河

川敷上空で、取材用ヘリコプター 2

機が接触、墜落（グラビアページヘ）。
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＊自然・2・10 北海道古平郡古平町で、

国道229号豊浜トンネル上方の大き

な岩盤が崩壊。トンネル屋根が崩れ

落ち、路線パスと車が下敷き。 20名

死亡、 1名負傷。・2・16 長野県諏訪郡下諏訪町の

国道142号！日和田トンネル付近の黒

H~石採取場坑内で落盤。作業員 3 名

が上砂の下敷きになり、全員死亡。

.3・5 北海道・駒ヶ岳で、 54年

ぶりに小規模噴火。火山性微動。・3・6 山梨県東部でM5.8の地

震。河口湖lて、渓皮5、 F部、三島等

でぷ度4を記録。交通機関に影響。

＊その他・2・11 山形県米沢市のスキーロ

ッジ「アメリカゴリラ」客室で、一

家4名が一酸化炭素中毒により死亡。

FF式石油ファンヒーターの排気が

逆流したらしい。

.4・8 青森県大畑町のキャンプ

場テント内で、休暇中の米兵3名が

死亡。一般化炭素中高の疑い。

合海外・2・3 y-1国 ・雲雨省の麗江ナシ

族ni白県付近で、 M7.0の地震。家

屋やビルに被害。 300名死亡、

14,076名負｛装。・2・6 ドミニカ沖で、プエルト

プラタを飛び立ったB757型チャー

タ一機が大西洋上に墜落。 189名死亡0・2・8 フランス・大西洋沿岸で

暴風雨。停電。＇＊. 1喜下物・土砂崩

れなどの下敷き、交通事故、屋根か

らの転落などにより、 60名死亡。・2・12 イタリア ・べロナ近郊の

高速道路で、乗用車やパスなど約

300台が絡む大規模な玉突き事故

（グラビアページヘ）。・2・15 アフガニスタン・カプー

ルで、大統領官邸敷地内にある武器

庫が大爆発。付近の建物に大きな被

害。 60名死亡0

• 2 ・ 17 インドネシア ・イリアン

ジャヤ州で、 MS.Oの地震。ピアク

島で民家倒壊などの被害。高さ 7m

の津波。 158名死亡、 43名負傷。

• 2 ・ 17 ブラジル・リオデジャネ

イロで、大雨による土砂崩れ、洪水。

52名死亡。・2・18 フィリピン・ネグロス島

沖で、木造フェリ グレチェン 1が

転覆し、ぱらぱらになって沈没。 66

名死亡。・2・26 スーダンで、米国製C

130輸送機が、首都ハルツーム約

40km南に炎上しながら墜落。 90名死

亡。・2・29 ウガンダ・ビクトリア湖

で悪天候の中、客船が転覆。 81名死

亡。・2・29 ペルー・アレキパ付近で、

123人乗りのフォーセット航空B737

型機が墜孫。全員死亡。・3・19 フィリピン・ケソンのデ

ィスコで火災（グラビアページへ），.3・28 ハイチ・ボルトープラン

ス西沖のカリプ海上で、フェリー

（釆貝乗客約150名）が座礁、沈没。

147名死亡。・4・9 モンゴル北東部で森林 ・

草原火災。北海道の面積に相当する

約 8万回を焼失し、 5月3日現在な

お延焼中。少なくとも17名死亡、 67

名負傷、家畜7,000頭死亡。焼失に

よる被害は 1億 9,000万ドル。

＊「災害情報」（災害情報センター

研究会）を参考に編集しました。

FAXまたは電子メールにて、ご意見 ・ご希望をお寄せください。 FAX03 3255 1236 

e-mail : SH3Y-SITU@asahi-net.or .Jp 
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動への関与が強くなる傾向にありま
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ー固E蓮昌

平成 8年 4月26日午前11時10分ご

ろ、北海道劃｜｜路市鶴丘の劃｜｜路空港で、

スポーツ用品販売会社「アルペン」

の小型航空機ソ カタTBM700（乗員

乗客 6名）が着陸に失敗して墜落、

炎上。乗っていた同社役員ら全員が

死亡した。

事故機は主）｜｜路空港の山側から、

ILS （計器着陸装置。地上から電波

を発射して滑走路のすぐ近くまで飛

行機を誘導する）を使って進入。滑

走路を視認！後着陸体制に入ったが、

その直後に高度が低下。右翼を傾け

た状態で、滑走路の手前約264mの

地点、に設置されているア ンテナを

次4になぎ倒して墜落した。

事故当時の空港周辺の視界は約

300m。霧のためかなり見通しが悪

〈、 パイロットが誤って進入高度を

下げ過ぎたらしい。

Cl]霊z・
墜落、炎上した小型飛行機。焼けた機体や翼の一部が散乱している。

やパイ ロッ卜ら 6名全員が死亡した。

山火事取材中のヘリ同士か衝突 両機は前日26日に起きた山林火災

の取材中て＼ 消火作業中のへりを 2

機で挟むようにして飛んでいた。そ

の後消火へリが降下すると両機とも

右旋回。その直後に｜機のメーン口

ーター （回転翼）がもう l機の胴体

部分に接触した。

平成 8年 4月27日午前 5時半ごろ、

長野県長野市篠ノ井横田の千曲川左

岸河川敷上空で、地元の民開放送局

「長野放送」のヘリコプター［アエ

ロスパシアル式AS355Fl型機 ( 2 

名乗組）］と「テレヒ’信州」のヘリ

コプター［アエロスパシアル式AS

3508型機 （4名乗組）］が接触。両

機とも墜落し、長野放送機は炎上。

この事故て＼両機に乗っていた記者
マスコミのへリ事故は 1984年から

1995年までの12年間に 11件起きてい

る。日本新聞協会は事故防止のため

に「同一対象に多数の航空機が集ま

ることが予想される場合、見張り強

化のため、複数乗務員が搭乗する」

と取材要領を決めている。 しかし実

際には重量や人件費の関係で、見張

り要員を乗せないケースも多い。今

回の事故では、テレビ信州機には見

張り要員として整備士一人が同乗し

ていたが、長野放送機に見張り役は

いなかった。

墜落、大破した取材へリ



イタリアの高速道路で、
300台の大規模玉突き事故

1996年 2月12日午前 8時半（日本

時間午後 4時半）ごろ、イタリア北

部 ・ベロナ近郊の高速道路で、自動

車、パスなど約300台が絡む大規模

な玉突き交通事故が発生。この事故

で、 12名が死士、日本人ツアー客 8

名を含む100名以上が負傷した。

事故に巻き込まれた日本人は、新

日本トラベル主催の「素敵発見私の

イタリア 8日間ツアー」の参加客。

2月8日から 15日までイタリア各地

を観光する日程て＼事故当日はベネ

チアからミラノに向かう途中だったc

現地警察当局などによると、事故

発生当時、現場は深い霧のため見通

しが悪〈、玉突き事故は高速道路の

上下線で起きたという。通りがかっ

た車が事故現場を見ょうとして混乱

し、さらに事故を大きくしたらしいc

⑥ロイター

フィリピンでディスコ火災、

寧襲パーティーの大学生ら150名死亡
1996年 3月19日午前零時（日本時

間同｜時）過ぎ、フィリピンのマニ

ラ首都圏ケソン市にあるディスコ

「オゾン」で、大きな爆発音ととも

に火災が発生。火は 2階建ビル延べ

700m＇を全焼 。少なくとも 150名が死

亡、 80名以ょが負傷。フィリピンで

戦後最悪の火災事故となった。

ディスコは事故当時、期末試験を

終え、卒業を前にパーティーを楽し

む大学生、高校生ら約300名で満員

状態。目撃者らの話では、ディスク

ジョッキ一席の後部から火が見えた

直後、大きな爆発があり、瞬く聞に

火が広がったという。漏電の火花な

ど、何かの火が調理用のLPガスな

どに引火して爆発した可能性が高い。

当時間ディスコの非常口は、物が

ディスコ「オゾン」の1尭け跡。

天井や壁が焼け落ちているのが見える。

置かれてふさがれた状態になってお

り、そのため逃げようとする客が正

面の｜か所の出入口に殺到。もみ合

ううちに天井や壁が崩れ落ちてきた

らしい。

「火災時の避難経路など充分な措置

が取られていなかった疑いが強い」

として、アルナン自治相は国家警察

にディスコ経営者の刑事責任を問う

よう命じた。



刊行物／映画ご案内

定期刊行物

予防時報（季刊）

そんがいほけん（月干IJ)

高校教育資料（季干IJ)

防災図書

直下型地震と防災 わが家の足元は大丈夫？

津波防災を考える ー付 ・全園地域別津波情報ー

ドリルDE防災一災害からあなたを守る国語・ 算数 ・理科・社会一

古都の防災を考えるー歴史環境の保全と都市防災一

変化の時代のリスク マネジメン 卜 企業は今リスクをどう

とらえるべきかー（森宮康著）

グラグラドンがやってき た （防災絵本一手引書付き）

地震／グラッとくる前に一大地震に学ぶ家庭内防災

意外に知らない地震の知識

世界の重大産業災害

リンゴの涙一平成 3年の台風19号の児童の記録

晴れときどき注意

火山災害と防災

検証’91台風 19号一風の傷跡一

地域の安全を見つめる一地域Jjlj 「気象災害の特徴」

とつぜん起こる大地震：あなたの地震対策は？

地震の迷路を抜けた人達一防災体験に学ぶ

昭和災害史

暮らしの防災ハン ドブック

工場防火の基礎知識（秋田一雄著）

地震列島にしひがし（尾池和夫著）

災害絵図集ー絵でみる災害の歴史ー

労働安全衛生の基礎知識労災 リスクを考えるー

電気設備の防災

倉庫の火災リスクを考える

大地震に備えるー行動心理学からの知恵一（安倍北夫著）

理想のピル防災ーピJレの防火管理を考えるー

人命安全 ピJレや地下街の防災

コンビュータの防災指針

映画 ビ＝ビデオ、フ＝16mmフィルム

住宅火災 あなたの家庭は大丈夫？〔20分〕（ピ）

地震／パニックを避けるために 〔23介〕 （ピ、フ）

住宅火災から学ぶ一ほんとに知ってる？火災の怖さー〔25介〕 （ビ）

うっかり町の屋根の下一住宅防火のすすめー〔25介〕 （ビ）

地震 ／その時のために一家庭でできる地震対策〔28分〕（ビ、フ）

うっかり町は大騒ぎー住宅防火診断のすすめー〔2日分〕 （ピ）

検証’91台風19号（風の傷跡）〔3日分〕（ビ、フ）

日本で過ごすあなたの安全英語版 〔15介〕（ピ）

交通事故と問われる責任 〔20介〕（ピ）

うっかり家の人今一住宅防火診断のすすめー〔20分〕（ピ）

火山災害を知る 〔25分〕（ビ、フ）

火災と事故の昭和史 〔30介〕（ピ）

高齢化社会と介護一安心への知恵と備えー〔3日分〕（ピ）

昭和の自然災害と防災 〔30分〕（ピ）

「応急手当の知識」 〔26分〕（ビ、フ）

火災ーその時あなたはー 〔20介〕 （ピ、フ）

稲むらの火 〔16分〕 （ピ、 フ）

絵図にみるー災害の歴史ー〔21介〕（ピ）

老人福祉施設の防災 〔18介〕（ピ）

羽ばたけピータ ン 〔16介〕（ビ、フ）

しあわせ防災家族（わが家の火災危険をさ ぐる）

〔21分〕（ピ、フ）

森と子どもの歌 〔15分〕（ビ、フ）

あなたと防災一身近な危険を考える 〔21介〕（ビ、フ）

おっと危いマイホーム 〔23介〕 （ピ、フ）

工場防火を考える 〔25介〕（ビ、フ）

たとえ小さな火でも （火災を科学する） 〔26介〕（ピ、フ）

火事のあくる日 〔20介〕（ピ）

火災を断つ 〔19分〕（フ）

大地震、 マグニチュード 7の証言 〔19介〕（ピ、フ）

炎の軌跡酒田大火の記録ー〔45介〕 （ビ）

わんわん火事だわん 〔18介〕（ビ、フ）

ある防火管理者の悩み 〔34介〕（ピ、フ）

友情は燃えて 〔35分〕（フ）

火事と子馬 〔22介〕（ピ、フ）

火災のあとに残るもの 〔28介〕（ピ、フ）

ザ ・ファイヤー・ Gメン 〔21介〕 （フ）

煙の恐ろしさ 〔28介〕（ピ、フ）

パニック をさけるためにーあるピル火災に学ぶ ものー

〔21分〕（フ）

動物村の消防士 〔18分〕（フ）

映画は、防災講演会 ・座談会のおり、ぜひご利用くださ L、。当協会ならびに当協会各支部〔北海道＝ (011)231-3815、東

北＝ (022) 221 -6466、新潟＝ (025) 223-0039、横浜＝ (045)681-1966、静岡＝ (054) 252-1843、金沢＝ (0762) 21ー1149、名

古屋＝ (052)971-1201、京都＝(075) 221 -2670、大阪＝ (06) 202-8761、神戸＝ (078) 341 -2771、中国＝(082) 247 4529、

四国＝ (0878) 51 -3344、九州＝ (092) 771 -9766、沖縄＝ (098) 862 -8363〕にて、無料貸し 出ししております。

設日本損害保険協会主｜よ7τ；~~~竺ゲ町 2 -9 
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一良太とピカリの地震防災学一

カラー19分

・プロローグ

・地震のメカニズム

・学校や外にいるとき

・下校の道で

・家庭での注意

・エピローグ

日本損害保険協会の安全防災事業

火災予防のために
・消防自劃車の寄贈

・防火ポスターの寄贈

・防災シンポジウムの開催

・防災講演会の開催

・防火標語の募集

・防災図書の発行

・防災映画の制作・貸出

・消防債の引き受け

交通安全のために
・高規格救急自動車の寄贈

・交通安全機器の寄贈

・交通安全展の開催

・交通債の引き受け

安全防災に関する調査・研究活動
・交通事政、火災、自然災害、

傷害、賠償責任等さまざまな

リスクとその安全防災対策な

どについて、基礎的な調査・

研究活動をすすめています。

主要日本損害保険協会
干101東京都千代田区神田淡路町2-9
電話 03(3255) 1 2 1 1 （大代表）

朝日火災 太陽火災 日動火災

アリアンツ 第一火災 日産火災

オールステート 大東京火災 日新火災

共栄火災 大同火災 日本火災

興亙火災 千代田火災 日本地震

シグナ 東亙火災 富士火災

ジェイアイ 東京海上 三井海上

住友海上 東洋火災 安田火災

大成火災 同和火災 ユナム・ジャパン

（社員会社団音順｝

＠ 自然環境1附ため加はー刊定の！＇｝＇州 制l
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